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会 議 日 

 令和７年１月２８日 火曜日 

 

会議の出席者 

 

            川本総裁 伊藤人事官 土生人事官 

           （幹 事）   柴﨑事務総長、役田総括審議官 

           （説明員）  （給与局） 

             中西給与第二課長、井手給与第三課長 

 

 議 題 

給与法の改正等を踏まえた人事院規則の一部改正等 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「給与法の改正等を踏まえた人事院規則の一部改正等」について、担当局

から別添のとおり説明があった。 

 

○ 議題については、三人事官一致で議決された。 
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院議資料   

 

給与法の改正（給与制度アップデート分）等を踏まえた人事院規則の一部改正等について 

 

令和７年１月２８日  

給 与 局  

 

 令和６年人事院勧告事項を実現するための給与法等一部改正法（以下「令和６年改正法」

という。）のうち令和７年４月１日に施行される事項（給与制度のアップデート分）及び公

務全体における人材確保の課題等に対応するため、以下のとおり、人事院規則及び人事院公

示の一部改正等を行うこととしたい。 

 

【人事院規則】 

１ 人事院規則９―８（初任給、昇格、昇給等の基準）の一部改正 

①  本府省課室長級職員について、職務や職責をより重視した俸給体系の導入等に伴

い、昇給号俸数や降号の号俸数の見直しを行うための改正を行う。 

②  本府省課室長級職員の昇格メリットの拡大を反映するとともに、本府省課室長級

職員以外の各級の初号付近の号俸カットによる効果を反映するため、昇格時号俸対

応表及び降格時号俸対応表の改正を行う。また、号俸の切替えに伴い専門スタッフ

職俸給表異動時号俸対応表について改正を行うほか、所要の改正を行う。 

③  行政職俸給表(二)及び海事職俸給表(二)の各初任給基準表について、「中学卒」区

分の削除その他所要の改正を行う。 

④  採用者の能力等に応じて弾力的に初任給を決定する方法である経験者採用試験

方式について、各府省が実施する選考において採用された者にも適用することがで

きるようその対象を拡大するための改正を行う。 

⑤  経験年数換算表について、民間企業等での経験を公務での経験と同様に１００/

１００で換算することを基本とする等の改正を行う。 

 

２ 人事院規則９―２４（通勤手当）の一部改正 

通勤手当の支給限度額の引上げ、新幹線鉄道等に係る特例の適用範囲の拡大及び橋等

の特例の廃止等に伴い、新幹線鉄道等に係る特例における「異動等の直前の住居に相当

する住居」の拡大、新幹線鉄道等の利用の基準の廃止、新幹線鉄道等に係る特例を適用

する権衡職員等の範囲拡大、橋等の特例に係る規定の削除その他所要の改正を行う。 

 

３ 人事院規則９―３４（初任給調整手当）の一部改正 

医療職俸給表(一)医師等の初任給調整手当の種別については、当面、現行の地域手当

の級地区分に基づく種別によることとし、今般の地域手当の見直しに伴う手当額の変動
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が生じないよう所要の改正を行う。 

 

４ 人事院規則９―４０（期末手当及び勤勉手当）の一部改正 

① 勤勉手当について、令和７年６月期以降の職員区分別の成績率を６月期と 12 月期

で同率にする改正を行う。その際、一般職員及び特定管理職員について、成績率の上

限を３倍に引き上げる。 

② 特定任期付職員に勤勉手当を支給することに伴い、成績率の設定等の規定の整備そ

の他所要の改正を行う。 

 

５ 人事院規則９―４９（地域手当）の一部改正 

①  見直し後の地域手当の支給地域及び地域ごとの級地区分を定める。 

②  異動保障を３年に延長すること及び再任用職員に対し異動保障を支給することに

伴う所要の改正を行う。 

③  支給地域及び級地について、１０年ごとに見直すことを例とする規定を削除する。 

④  段階的見直し期間における支給地域及び地域ごとの級地区分等、当該見直し期間

における経過措置を定める。 

 

６ 人事院規則９―５４（住居手当）の一部改正 

扶養手当の見直し及び単身赴任手当の支給要件の拡大に伴う住居手当の支給要件に

係る規定の整備その他所要の改正を行う。 

 

７ 人事院規則９―５５（特地勤務手当等）の一部改正 

再任用職員に対して特地勤務手当等を支給することに伴い、算定基礎額等について所

要の改正を行う。 

 

８ 人事院規則９―８０（扶養手当）の一部改正 

現行の給与法第１１条の２に規定されている要件具備の届出、支給の始期及び終期等

の扶養手当の支給に関し必要な事項に係る規定の新設を行う。また、経過措置期間（令

和７年度）中における扶養手当の支給要件等に係る規定の整備その他所要の改正を行

う。 

 

９ 人事院規則９―８９（単身赴任手当）の一部改正 

単身赴任手当の支給対象に、新規採用等により「新たに俸給表の適用を受ける職員と

なったこと」に伴って単身赴任となった職員を加えることに伴い、人事院規則において

定めることとされている「権衡職員」の範囲に係る規定の整備その他所要の改正を行う。 

 

１０ 人事院規則９―９３（管理職員特別勤務手当）の一部改正 
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平日深夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯及び支給対象職員の拡大に

伴い、支給対象職員の区分に応じた手当額の新設その他所要の改正を行う。 

 

１１ 人事院規則２３―０（任期付職員の採用及び給与の特例）の一部改正 

特定任期付職員業績手当の廃止に伴い、同手当に係る規定の削除その他所要の改正を

行う。 

 

１２ 人事院規則１―４（現行の法律、命令及び規則の廃止）の一部改正 

①  平成３０年４月１日以後に新たに職員となった者の初任給決定に当たって、過去

実施された昇給抑制を反映するための号俸調整を定めている当該規則について、廃

止する。 

②  実質的に効力を失っている人事院規則９―１５２（令和６年改正法附則第２条の

規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替

え）を廃止する。 

 

１３ 人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置）

の一部改正 

人事院規則９―２４等の改正に伴う所要の改正を行う。 

 

１４ 人事院規則１―７９（国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院

規則の整備等に関する人事院規則）の一部改正 

人事院規則９―２４等の改正に伴う所要の改正を行う。 

 

【人事院公示】 

１ 昭和 38 年人事院公示第５号の一部改正 

  人事院規則９―８等の改正に伴い、給与関係の権限の委任について定めた人事院公示

（昭和 38 年人事院公示第５号）について所要の改正を行う。 

 

２ 平成 12 年人事院公示第 17 号の一部改正 

  人事院規則２３―０の改正に伴い、任期付職員関係の権限の委任について定めた人事院

公示（平成 12 年人事院公示第 17 号）について所要の改正を行う。 

 

３ 令和７年人事院公示第３号の制定 

  令和６年改正法附則第５条（令和７年４月１日前の異動者の号俸の調整）に規定する人

事院の権限の委任に関する人事院公示を制定する。 
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【公布日等】 

 令和７年２月５日 

 

【施行日等】 

令和７年４月１日 

 

以   上 



人
事
院
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、
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般
職
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与
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関
す
る
法
律
（
昭
和
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十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
等
の
一
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を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
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八
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初
任
給
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昇

格
、
昇
給
等
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基
準
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の
一
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改
正
に
関
し
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人
事
院
規
則
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制
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す
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人
事
院
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本
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人
事
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則
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事
院
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す
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一
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次
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よ
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す
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。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
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掲
げ
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規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を



削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

採
用
試
験

規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
一

五

採
用
試
験

規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
用
試
験
（
規
則
八
―
一
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
用
試
験
（
規
則
八
―
一
八

第
三
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第
四
項
に
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定
す
る
経
験
者
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用
試
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第
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三
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経
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以

十
一
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三
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お
い
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経
験
者
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用
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と

下
「
経
験
者
採
用
試
験
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

を
い
う
。

六
～
十
七

（
略
）

六
～
十
七

（
略
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）



２

（
略
）

２

（
略
）

３

経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員

３

経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員

と
な
つ
た
者
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る
職
員
（
以
下

と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
は
、
各
庁
の
長
が
そ
の
者
に

「
経
験
者
試
験
等
採
用
者
」
と
い
う
。
）
の
職
務
の
級

求
め
ら
れ
る
能
力
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
採
用
試
験

は
、
各
庁
の
長
が
そ
の
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求
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れ
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能
力
等
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結
果
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用
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れ
た
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の
他
の
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、
当
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し
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指
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す
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用
試
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結
果
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よ
り
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さ
れ

該
新
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に
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な
つ
た
者
の
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用
の
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め
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こ
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他
の
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で
、
当
該
経
験
者
試
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等
採
用
者

と
と
な
る
官
職
の
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任

の
採
用
の
日
に
占
め
る
こ
と
と
な
る
官
職
の
職
務
と
そ

の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務
の
級
を

の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従

踏
ま
え
、
当
該
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
有
す
る
知

事
す
る
者
の
職
務
の
級
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験

識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す

等
採
用
者
の
有
す
る
知
識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て

る
。
た
だ
し
、
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
職
務
の
級
を
専
門

の
四
級
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
あ

ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
四
級
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
場

ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
決
定
す
る
も
の
と
す



合
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て

る
。

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
）

第
十
二
条

新
た
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員
と
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号
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は
、
次
の

第
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条

新
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つ
た
者
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掲
げ
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応
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当
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定
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掲
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に
定
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と
す
る
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め
る
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と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

経
験
者
試
験
等
採
用
者

各
庁
の
長
が
当
該
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験
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前
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三
項
の
規
定
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よ
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れ
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の
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よ
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採
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経
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で
、
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す
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結
果
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よ
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採
用
さ
れ
た
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内



場
合
に
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
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有
す
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他
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職
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該
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採
用
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採
用
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年
数
に
相
応
す
る
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に
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す
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年
数
を
有
す
る
こ
と
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な
る
者

場
合
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
踏
ま
え
、
当
該

が
、
当
該
経
験
者
試
験
採
用
者
の
採
用
の
日
に
属
す

経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮
し

る
職
務
の
級
と
同
一
の
職
務
の
級
に
属
す
る
場
合
に

て
決
定
す
る
号
俸
（
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職

受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者

俸
給
表
の
四
級
に
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、

試
験
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮
し
て
決
定
す

最
低
の
号
俸
）

る
号
俸
（
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の

四
級
に
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
最
低
の
号

俸
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
若
し
く
は
試
験
欄
に
そ

四

初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
若
し
く
は
試
験
欄
に
そ



の
者
に
適
用
さ
れ
る
区
分
の
定
め
の
な
い
職
員
若
し

の
者
に
適
用
さ
れ
る
区
分
の
定
め
の
な
い
職
員
若
し

く
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
こ
れ

く
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
こ
れ

ら
の
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
欄
の
最
も

ら
の
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
欄
の
最
も

低
い
学
歴
免
許
等
の
区
分
よ
り
も
下
位
の
区
分
に
属

低
い
学
歴
免
許
等
の
区
分
よ
り
も
下
位
の
区
分
に
属

す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
み
を
有
す
る
職
員
又
は

す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
み
を
有
す
る
職
員
又
は

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

（
経
験
者
試
験
等
採
用
者
を
除
く
。
）

そ
の
者
の

（
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

そ
の
者
の

属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
俸

属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
俸

２

職
務
の
級
の
最
低
限
度
の
資
格
を
超
え
る
学
歴
免
許

２

職
務
の
級
の
最
低
限
度
の
資
格
を
超
え
る
学
歴
免
許

等
の
資
格
又
は
経
験
年
数
を
有
す
る
職
員
（
経
験
者
試

等
の
資
格
又
は
経
験
年
数
を
有
す
る
職
員
（
前
項
第
二

験
等
採
用
者
を
除
く
。
）
の
号
俸
に
つ
い
て
は
、
前
項

号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
号
俸
に
つ
い
て
は
、

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
九

で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
任
給
基
準
表
に
定
め

条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
任
給
基
準
表
に



る
号
俸
を
調
整
し
、
又
は
そ
の
者
の
号
俸
を
同
項
の
規

定
め
る
号
俸
を
調
整
し
、
又
は
そ
の
者
の
号
俸
を
同
項

定
に
よ
る
号
俸
よ
り
上
位
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き

の
規
定
に
よ
る
号
俸
よ
り
上
位
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が

る
。

で
き
る
。

（
初
任
給
基
準
表
の
適
用
方
法
）

（
初
任
給
基
準
表
の
適
用
方
法
）

第
十
三
条

初
任
給
基
準
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

第
十
三
条

初
任
給
基
準
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

俸
給
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
種
欄
の
区
分
又
は
試

俸
給
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
種
欄
の
区
分
又
は
試

験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の

験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の

定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）

定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）

及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
も
の

及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
も
の

と
し
、
経
験
者
試
験
等
採
用
者
に
は
適
用
し
な
い
。

と
し
、
経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員
と

な
つ
た
者
に
は
適
用
し
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
よ
る
号
俸
の
調
整
）

（
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
よ
る
号
俸
の
調
整
）



第
十
四
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者

第
十
四
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者

に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学

に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学

歴
免
許
等
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
よ

歴
免
許
等
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
よ

り
上
位
の
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
有
す
る
者
で
当
該
学

り
上
位
の
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
有
す
る
者
で
当
該
学

歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
す
る
に
際
し
そ
の
者
の
職
務

歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
す
る
に
際
し
そ
の
者
の
職
務

に
直
接
有
用
な
知
識
又
は
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
る

に
直
接
有
用
な
知
識
又
は
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
る

も
の
に
対
す
る
初
任
給
基
準
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

も
の
に
対
す
る
初
任
給
基
準
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
初
任
給
欄
に

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
初
任
給
欄
に

定
め
る
号
俸
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
の

定
め
る
号
俸
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
の

有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
属
す
る
学
歴
免
許
等
資

有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
属
す
る
学
歴
免
許
等
資

格
区
分
表
に
定
め
る
学
歴
免
許
等
の
区
分
の
区
分
に
応

格
区
分
表
に
定
め
る
学
歴
免
許
等
の
区
分
の
区
分
に
応

じ
て
次
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
か
ら
同
表
の
上
欄
及

じ
て
次
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
か
ら
同
表
の
上
欄
及

び
中
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準

び
中
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準



表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
（
そ
の
者

表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
（
そ
の
者

に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
学

に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
学

歴
免
許
等
の
資
格
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

歴
免
許
等
の
資
格
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
学
歴
免
許
等
の
資

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
学
歴
免
許
等
の
資

格
の
属
す
る
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
に
定
め
る
学
歴

格
の
属
す
る
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
に
定
め
る
学
歴

免
許
等
の
区
分
）
の
区
分
に
応
じ
て
次
の
表
の
下
欄
に

免
許
等
の
区
分
）
の
区
分
に
応
じ
て
次
の
表
の
下
欄
に

定
め
る
数
を
減
じ
た
数
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
加

定
め
る
数
を
減
じ
た
数
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
加

算
数
」
と
い
う
。
）
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て

算
数
」
と
い
う
。
）
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て

得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
を
も
つ
て
、
初
任
給
基
準

得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
を
も
つ
て
、
初
任
給
基
準

表
の
初
任
給
欄
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
の
初
任
給
欄
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

高
校
二
卒

十
一

高
校
二
卒

十
一

中
学
卒

九



（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
）

（
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
）

第
十
五
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
十
五
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
を
有
す
る
者

者
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
を
有
す
る
者

の
号
俸
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸

の
号
俸
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸

（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て

（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
基
準
号
俸
」
と
い
う
。
）
の
号
数
に
、
当
該
経
験

て
「
基
準
号
俸
」
と
い
う
。
）
の
号
数
に
、
当
該
経
験

年
数
の
月
数
を
十
二
月
（
そ
の
者
の
経
験
年
数
の
う
ち

年
数
の
月
数
を
十
二
月
（
そ
の
者
の
経
験
年
数
の
う
ち

五
年
を
超
え
る
経
験
年
数
（
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲

五
年
を
超
え
る
経
験
年
数
（
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲

げ
る
者
で
人
事
院
の
定
め
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た

げ
る
者
で
人
事
院
の
定
め
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た

も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
と

も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
と



し
、
職
員
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

し
、
職
員
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

ら
れ
る
職
務
で
あ
つ
て
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
従
事

ら
れ
る
職
務
で
あ
つ
て
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
従
事

し
た
期
間
の
あ
る
職
員
の
経
験
年
数
の
う
ち
部
内
の
他

し
た
期
間
の
あ
る
職
員
の
経
験
年
数
の
う
ち
部
内
の
他

の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
各
庁
の
長
が
相
当
と
認

の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
各
庁
の
長
が
相
当
と
認

め
る
年
数
を
除
く
。
）
の
月
数
に
あ
つ
て
は
、
十
八

め
る
年
数
を
除
く
。
）
の
月
数
に
あ
つ
て
は
、
十
八

月
）
で
除
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

月
）
で
除
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
に
別
表
第
七
の
四
イ
に
定
め

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
に
別
表
第
七
の
四
イ
に
定
め

る
行
政
職
俸
給
表
㈠
七
級
以
下
職
員
等
昇
給
号
俸
数
表

る
行
政
職
俸
給
表
㈠
等
職
員
昇
給
号
俸
数
表
の
Ｃ
欄
の

の
Ｃ
欄
の
上
段
に
掲
げ
る
号
俸
数
（
行
政
職
俸
給
表
㈠

上
段
に
掲
げ
る
号
俸
数
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て
得

の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上

た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
（
人
事
院
の
定
め
る
者
に
あ

で
あ
る
も
の
又
は
第
三
十
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
職

つ
て
は
、
当
該
号
俸
の
数
に
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

員
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
七
の
四
ロ
に
定
め
る
行
政
職

人
事
院
の
定
め
る
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る

俸
給
表
㈠
八
級
以
上
職
員
等
昇
給
号
俸
数
表
の
Ｃ
欄
に

号
俸
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



掲
げ
る
号
俸
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数

を
号
数
と
す
る
号
俸
（
人
事
院
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
号
俸
の
数
に
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事

院
の
定
め
る
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号

俸
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
の
場
合
の
職
務
の

（
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
の
場
合
の
職
務
の

級
）

級
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

経
験
者
試
験
等
採
用
者
を
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
し

３

第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定

て
他
の
職
務
に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の

さ
れ
た
職
員
を
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
し
て
他
の
職
務



職
務
の
級
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の
級

異
動
後
の
職
務
に
応
じ
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な

は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
異
動
後
の

つ
た
と
き
か
ら
異
動
後
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に
引
き

職
務
に
応
じ
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
と
き

続
き
在
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
そ
の
と
き
の
第
十
一

か
ら
異
動
後
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に
引
き
続
き
在
職

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
職
務
の
級
を
基

し
た
も
の
と
み
な
し
て
そ
の
と
き
の
同
条
第
三
項
の
規

礎
と
し
、
か
つ
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
及
び
そ

定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
職
務
の
級
を
基
礎
と
し
、
か

の
者
の
従
前
の
勤
務
成
績
を
考
慮
し
て
昇
格
等
の
規
定

つ
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
及
び
そ
の
者
の
従
前

を
適
用
し
た
場
合
に
異
動
の
日
に
属
す
る
こ
と
と
な
る

の
勤
務
成
績
を
考
慮
し
て
昇
格
等
の
規
定
を
適
用
し
た

職
務
の
級
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
決
定
す
る
も
の
と
す

場
合
に
異
動
の
日
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
職
務
の
級
を

る
。

超
え
な
い
範
囲
内
で
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
七
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る

職
員
）

第
三
十
六
条

削
除

第
三
十
六
条

給
与
法
第
八
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で



定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

専
門
行
政
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ

の
職
務
の
級
が
五
級
以
上
で
あ
る
も
の

二

税
務
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職

務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の

三

公
安
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の

四

公
安
職
俸
給
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の

五

海
事
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
六
級
以
上
で
あ
る
も
の

六

教
育
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
四
級
以
上
で
あ
る
も
の



七

研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職

務
の
級
が
五
級
以
上
で
あ
る
も
の

八

医
療
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
三
級
以
上
で
あ
る
も
の

九

医
療
職
俸
給
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の

十

医
療
職
俸
給
表
㈢
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
六
級
以
上
で
あ
る
も
の

十
一

福
祉
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
六
級
で
あ
る
も
の

（
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る

職
員
）

第
三
十
八
条
の
二

給
与
法
第
八
条
第
八
項
第
二
号
の
人

（
新
設
）



事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す

る
。

一

専
門
行
政
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ

の
職
務
の
級
が
六
級
以
上
で
あ
る
も
の

二

税
務
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職

務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の

三

公
安
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
九
級
以
上
で
あ
る
も
の

四

公
安
職
俸
給
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の

五

教
育
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
四
級
以
上
で
あ
る
も
の

六

研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職



務
の
級
が
五
級
以
上
で
あ
る
も
の

七

医
療
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
四
級
以
上
で
あ
る
も
の

第
四
十
二
条

規
則
一
一
―
一
〇
（
職
員
の
降
給
）
第
五

第
四
十
二
条

規
則
一
一
―
一
〇
（
職
員
の
降
給
）
第
五

条
又
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
降
号
さ

条
又
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
降
号
さ

せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
俸
は
、
次
の
各
号
に

せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
俸
は
、
降
号
し
た
日

掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号

の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
俸
よ
り
二
号
俸
下
位
の
号
俸

俸
と
す
る
。

（
当
該
受
け
て
い
た
号
俸
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級

の
最
低
の
号
俸
の
直
近
上
位
の
号
俸
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
俸
）
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

降
号
し
た
日

（
新
設
）

の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
俸
よ
り
二
号
俸
下
位
の
号

俸
（
当
該
受
け
て
い
た
号
俸
が
職
員
の
属
す
る
職
務



の
級
の
最
低
の
号
俸
の
直
近
上
位
の
号
俸
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
俸
）

二

行
政
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

（
新
設
）

職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
十
八

条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
職
員

降
号
し
た
日
の
前
日

に
受
け
て
い
た
号
俸
よ
り
一
号
俸
下
位
の
号
俸



別表第二　初任給基準表（第十一条、第十二条関係） 別表第二　初任給基準表（第十一条、第十二条関係）
イ　（略） イ　（略）
ロ　行政職俸給表㈡初任給基準表 ロ　行政職俸給表㈡初任給基準表

備考 備考
　１～３　（略） 　１～３　（略）

　　注　（略） 　　注　（略）

２０年以上

　５　職種欄の「労務職員（乙）」の区分の適用を受ける職員のう
　　ち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任
　　給欄の号俸が「１級１号俸から１級３３号俸まで」と定められ
　　ているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験
　　年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有

　４　職種欄の「労務職員（甲）」又は「労務職員（乙）」の区分
　　の適用を受ける職員に対する第１２条の規定の適用について
　　は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均
　　衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められている
　　ものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の
　　経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員（次項に規定する職
　　員を除く。）については、その者の有する経験年数に応じ、こ
　　の表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替
　　えることができる。

１級５３号俸から１
級７３号俸まで

１級７７号俸から１
級８１号俸まで

職　種 経 験 年 数 初　任　給

労務職員(甲)

１１年以上２０年未
満

労務職員(乙)
８年以上１４年未満

１級３３号俸から１
級４５号俸まで

１４年以上
１級４９号俸から１

級５７号俸まで

１級１７号俸
１級９号俸

１級１７号俸から１
級４９号俸まで

１級１号俸から１級
２９号俸まで

技 能 職 員

労 務 職 員 ( 甲 )

労 務 職 員 ( 乙 )

高 校 卒
中 学 卒

職　種

労務職員(甲)

労務職員(乙)

　　ているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験
　　年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有

経 験 年 数 初　任　給

　　給欄の号俸が「１級１号俸から１級１７号俸まで」と定められ

１１年以上２０年未
満

１級３７号俸から１
級５７号俸まで

技 能 職 員

労 務 職 員 ( 甲 )

労 務 職 員 ( 乙 )

　４　職種欄の「労務職員（甲）」又は「労務職員（乙）」の区分
　　の適用を受ける職員に対する第１２条の規定の適用について
　　は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均

２０年以上
１級６１号俸から１
級６５号俸まで

８年以上１４年未満
１級１７号俸から１
級２９号俸まで

１級３３号俸から１
級４１号俸まで

　　えることができる。

　５　職種欄の「労務職員（乙）」の区分の適用を受ける職員のう
　　ち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任

職　種 学 歴 免 許 等 初　任　給

１級１号俸

１級１号俸から１級
３３号俸まで

１級１号俸から１級
１３号俸まで

学 歴 免 許 等

高 校 卒

１４年以上

　　衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められている
　　ものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の
　　経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員（次項に規定する職
　　員を除く。）については、その者の有する経験年数に応じ、こ
　　の表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替

職　種 初　任　給



　　注　（略） 　　注　（略）

　７・８　（略） 　７・８　（略）
ハ～ト　（略） ハ～ト　（略）
チ　海事職俸給表㈡初任給基準表 チ　海事職俸給表㈡初任給基準表

備考　(略） 備考　(略）

リ～ヨ　（略） リ～ヨ　（略）

中 学 卒 １級１号俸

大 型 船 舶 の 船 員
中 型 船 舶 の 船 員

　６　第１項第１号の（２）から（７）までに掲げる者のうち、新
　　たに職員となつた者でその職務の級を１級に決定された「高校
　　卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第
　　１２条の規定の適用については、１級１７号俸から１級２９号
　　俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号

職　種 学 歴 免 許 等 初　任　給

高 校 卒 １級１３号俸

高 校 卒

中 学 卒

１級１７号俸

　　までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸
　　が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして
　　取り扱うことができる。

　６　第１項第１号の（２）から（７）までに掲げる者のうち、新
　　たに職員となつた者でその職務の級を１級に決定された「高校
　　卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第
　　１２条の規定の適用については、１級１号俸から１級１３号俸

１級５号俸

大 型 船 舶 の 船 員
中 型 船 舶 の 船 員

　　て取り扱うことができる。

職　種 学 歴 免 許 等 初　任　給

　　する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の
　　表に定める号俸に読み替えることができる。

職　種 経 験 年 数 初　任　給

　　俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとし

労務職員(乙)
９年以上１８年未満

１級３７号俸から１
級５７号俸まで

１８年以上
１級６１号俸から１

級６９号俸まで

　　する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の
　　表に定める号俸に読み替えることができる。

小 型 船 舶 の 船 員 小 型 船 舶 の 船 員

職　種 経 験 年 数 初　任　給

労務職員(乙)
９年以上１８年未満

１級２１号俸から１
級４１号俸まで

１８年以上
１級４５号俸から１
級５３号俸まで

高 校 卒 １級１号俸

１級５号俸高 校 卒

　



別表第四　経験年数換算表（第十五条の二関係） 別表第四　経験年数換算表（第十五条の二関係）

（削る）

技能、労務等の職務に従事し
た期間で、その職務について
の経験が職員としての職務に
役立つと認められるもの

（略） （略） （略） （略）

その他の期間 職員としての職務にその経験
が直接役立つと認められる職
務に従事した期間

その他の期間 教育、医療に関する職務等特
殊の知識、技術又は経験を必
要とする職務に従事した期間
で、その職務についての経験
が職員としての職務に直接役
立つと認められるもの

その他の期間

（略） （略） （略） （略）

国、地方公共団体、旧公共企
業体、政府関係機関、外国政
府又は民間における企業体、
団体等の職員等としての在職
期間

職員としての職務にその経験
が直接役立つと認められる職
務に従事した期間（常時勤務
に服する者として職務に従事
した期間又はこれに準ずる期
間に限る。）

国家公務員、地方公務員又は
旧公共企業体、政府関係機関
若しくは外国政府の職員とし
ての在職期間

職員として同種の職務に従事
した期間

その他の期間 民間における企業体、団体等
の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験
が直接役立つと認められる職
務に従事した期間

職員の職務とその種類が類似
する職務に従事した期間

その他の期間

経　　　　　　　　歴 換　算　率 経　　　　　　　　歴 換　算　率

１００
１００以下

８０
１００以下

１００
１００以下

１００

１００

１００
１００

以下

１００
１００以下

１００

１００

５０
１００以下（部内の他の職員との

均衡を著しく失する場合は、
８０
１００以下）

８０
１００以下（部内の他の職員との

均衡を著しく失する場合は、
１００
１００以下）

１００
１００以下

備考

１ 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間

で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分

の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務

に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する

換算率欄の率を 以下（部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、 以

下）とする。

２ 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける

期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事院が定めるものに対

するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事院が別に定め

る。

８０

１００

１００

１００



（略） （略）

(略) （略） (略) 高　校　卒 中　学　卒 （略）

博 士 課 程 修 了 （略） （略） 博 士 課 程 修 了 （略） ＋　９年 ＋　９年 （略）

修 士 課 程 修 了 （略） （略） 修 士 課 程 修 了 （略） ＋　６年 ＋　６年 （略）

専 門 職 学 位 課 程 修 了 （略） （略） 専 門 職 学 位 課 程 修 了 （略） ＋　６年 ＋　６年 （略）

大 学 ６ 卒 （略） （略） 大 学 ６ 卒 （略） ＋　６年 ＋　６年 （略）

大 学 専 攻 科 卒 （略） （略） 大 学 専 攻 科 卒 （略） ＋　５年 ＋　５年 （略）

大 学 ４ 卒 （略） （略） 大 学 ４ 卒 （略） ＋　４年 ＋　４年 （略）

短 大 ３ 卒 （略） （略） 短 大 ３ 卒 （略） ＋　３年 ＋　３年 （略）

短 大 ２ 卒 （略） （略） 短 大 ２ 卒 （略） ＋　２年 ＋　２年 （略）

短 大 １ 卒 （略） （略） 短 大 １ 卒 （略） ＋　１年 ＋　１年 （略）

高 校 専 攻 科 卒 （略） （略） 高 校 専 攻 科 卒 （略） ＋　１年 ＋　１年 （略）

高 校 ３ 卒 （略） （略） 高 校 ３ 卒 （略） （略）

高 校 ２ 卒 （略） （略） 高 校 ２ 卒 （略） －　１年 －　１年 （略）

中 学 卒 (略) (略) 中 学 卒 (略) －　３年 －　３年 (略)
備考　（略） 備考　（略）

学　歴　免　許　等　の　区　分

学 歴 区 分 (甲) 学 歴 区 分 (甲)

別表第五　経験年数調整表（第十五条の二関係）

基　準　学　歴　区　分

別表第五　経験年数調整表（第十五条の二関係）

学　歴　免　許　等　の　区　分

基　準　学　歴　区　分

＋　６年

＋　９年

高　校　卒

－　３年

＋　３年

＋　４年

＋　５年

＋　６年

＋　６年

－　１年

＋　１年

＋　１年

＋　２年



別表第六　在級期間表（第二十条関係） 別表第六　在級期間表（第二十条関係）

イ　行政職俸給表㈠在級期間表 イ　行政職俸給表㈠在級期間表

（略） （略）

備考 備考

ロ　行政職俸給表㈡在級期間表 ロ　行政職俸給表㈡在級期間表

備考 備考

　１　（略） 　１　（略）

　 　

（略）

６

（略）

２級 （略）

９ （略）（略）

　　用については、職務の級２級の欄中「９」とあるのは、「６」

　　とする。

　２　職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別

職　務　の　級

　２　職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、そ

（略） （略）

職　種

（略）（略）

職　種
職　務　の　級

技 能 職 員

　　の者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高

　　校卒」の区分に達しない者（別表第２の行政職俸給表㈡初任給

　　基準表の備考第２項に規定する者を除く。）に対するこの表の

　１　総合職（院卒）、総合職（大卒）、一般職（高卒）若しくは

　　つては「９」とする。

　　基づいて職員となつた者にあつては「８」と、選考採用者にあ

　　つては「０」と、一般職（高卒）又は専門職（高卒）の結果に

　　卒）又は総合職（大卒）の結果に基づいて職員となつた者にあ

　　いては、職務の級２級の欄中「３」とあるのは、総合職（院

　　た者以外の者をいう。以下同じ。）に対するこの表の適用につ

　　者（採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となつ

　　専門職（高卒）の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用

　２～８　（略）

ハ～タ　（略）

　　表第２の行政職俸給表㈡初任給基準表の備考第２項に規定する

　　者又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げ

　　る学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適

ハ～タ　（略）

　１　総合職（院卒）、総合職（大卒）、一般職（高卒）若しくは

　　専門職（高卒）の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用

　　者（採用試験の結果に基づいて職員となつた者及び経験者試験

　　等採用者以外の者をいう。以下同じ。）に対するこの表の適用

　　については、職務の級２級の欄中「３」とあるのは、総合職（

　　院卒）又は総合職（大卒）の結果に基づいて職員となつた者に

　　あつては「０」と、一般職（高卒）又は専門職（高卒）の結果

　　に基づいて職員となつた者にあつては「８」と、選考採用者に

　　あつては「９」とする。

　２～８　（略）

　　適用については、職務の級２級の欄中「６」とあるのは、「

　　９」とする。

技 能 職 員

（略）

２級
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 別表第七　昇格時号俸対応表（第二十三条関係）
イ　行政職俸給表㈠昇格時号俸対応表

昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3 1 1 1 1 1 1 1 3 3
4 1 1 1 1 1 1 1 4 4
5 1 1 1 1 1 1 1 5 4
6 1 1 1 1 1 1 1 5 4
7 1 1 1 1 1 1 1 5 4
8 1 1 1 1 1 1 1 5 4
9 1 1 1 1 1 1 1 5 4
10 1 1 1 2 1 1 1
11 1 1 1 3 1 1 1
12 1 1 1 4 1 1 1
13 1 1 1 5 1 1 2
14 1 1 1 6 2 1 2
15 1 1 1 7 3 1 2
16 1 1 1 8 4 1 2
17 1 1 1 9 5 1 2
18 1 1 1 10 6 2 3
19 1 1 1 11 7 3 3
20 1 1 1 12 8 4 3
21 1 1 1 13 9 5 3
22 1 2 2 14 10 5 4
23 1 3 3 15 11 6 4
24 1 4 4 16 12 6 4
25 1 5 5 17 13 7 4
26 1 6 6 18 14 7 4
27 1 7 7 19 15 8 4
28 1 8 8 20 16 8 4
29 1 9 9 21 17 9 5
30 1 10 10 22 18 9 5
31 1 11 11 23 19 10 5
32 1 12 12 24 20 10 5
33 1 13 13 25 21 11 5
34 2 14 14 26 22 11 5
35 3 15 15 27 23 12 5
36 4 16 16 28 24 12 5
37 5 17 17 29 25 13 5
38 6 18 18 30 26 13 5
39 7 19 19 31 27 13 5
40 8 20 20 32 28 13 5
41 9 21 21 33 29 14 5
42 10 22 22 34 29 14 5
43 11 23 23 35 30 14 5
44 12 24 24 36 30 14 5
45 13 25 25 37 31 15 5
46 14 26 26 38 31 15
47 15 27 27 39 32 15
48 16 28 28 40 32 15
49 17 29 29 41 33 15
50 18 30 30 42 33 15

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 19 31 31 43 34 15
52 20 32 32 44 34 15
53 21 33 33 45 35 15
54 21 33 34 46 35 15
55 22 34 35 47 36 15
56 22 34 36 48 36 15
57 23 35 37 49 37 15
58 23 35 37 50 37 15
59 24 36 37 51 38 15
60 24 36 38 52 38 15
61 25 37 38 53 38 15
62 25 38 38 54 38 15
63 26 39 39 55 38 15
64 26 40 39 56 38 15
65 27 41 39 57 38 15
66 27 41 40 58 38 16
67 28 42 40 59 38 16
68 28 42 40 60 38 16
69 29 43 41 60 39 16
70 29 43 41 60 39 16
71 29 44 41 60 39 16
72 30 44 42 60 39 16
73 30 45 42 61 39 17
74 30 45 42 61 39
75 31 45 43 61 39
76 31 45 43 61 39
77 31 45 43 61 39
78 32 46 44 62 39
79 32 46 44 62 39
80 32 46 44 62 39
81 33 46 45 63 40
82 33 46 45 64 40
83 33 47 45 65 40
84 34 47 45 66 40
85 34 47 46 67 41
86 34 47 46
87 35 47 46
88 35 48 46
89 35 48 47
90 36 48 47
91 36 48 47
92 36 48 47
93 37 49 47
94 49 47
95 49 47
96 49 48
97 49 48
98 50 48
99 50 48
100 50 48
101 50 48
102 50 48
103 51 49
104 51 49
105 51 49
106 51 49



107 51 49
108 52 49
109 52 49
110 52
111 52
112 52
113 52
114 52
115 52
116 52
117 53
118 53
119 53
120 53
121 53
122 53
123 53
124 53
125 53



ロ　行政職俸給表㈡昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級 ５級

1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 1
14 1 2 1 1
15 1 3 1 1
16 1 4 1 1
17 1 5 1 1
18 1 6 1 1
19 1 7 1 1
20 1 8 1 1
21 1 9 1 1
22 2 10 1 1
23 3 11 1 2
24 4 12 1 2
25 5 13 1 3
26 6 13 1 3
27 7 14 1 4
28 8 14 1 4
29 9 15 1 5
30 10 15 2 6
31 11 16 3 7
32 12 16 4 8
33 13 17 5 9
34 14 18 6 9
35 15 19 7 10
36 16 20 8 10
37 17 21 9 11
38 18 22 10 11
39 19 23 11 12
40 20 24 12 12
41 21 25 13 13
42 22 26 14 13
43 23 27 15 14
44 24 28 16 14
45 25 29 17 15
46 26 29 18 15
47 27 30 19 16
48 28 30 20 16
49 29 31 21 17
50 30 31 22 17

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸



51 31 32 23 18
52 32 32 24 18
53 33 33 25 19
54 34 34 26 19
55 35 35 27 20
56 36 36 28 20
57 37 37 29 21
58 38 38 30 21
59 39 39 31 22
60 40 40 32 22
61 41 41 33 23
62 42 42 34 23
63 43 43 35 24
64 44 44 36 24
65 45 45 37 25
66 45 45 38 25
67 45 46 39 25
68 46 46 40 25
69 46 47 41 26
70 46 47 42 26
71 47 48 43 26
72 47 48 44 26
73 47 49 45 27
74 48 49 46 27
75 48 49 47 27
76 48 50 48 27
77 49 50 49 28
78 49 50 50 28
79 49 51 51 28
80 50 51 52 28
81 50 51 53 28
82 50 52 54 28
83 51 52 55 29
84 51 52 56 29
85 51 53 57 29
86 52 53 57 29
87 52 53 58 29
88 52 54 58 29
89 52 54 59 30
90 52 54 59 30
91 53 55 60 30
92 53 55 60 30
93 53 55 61 30
94 53 56 61 30
95 53 56 62 31
96 54 56 62 31
97 54 57 63 31
98 54 57 63
99 54 57 64
100 54 58 64
101 55 58 65
102 55 58 66
103 55 59 67
104 55 59 68
105 55 59 69
106 60 69



107 60 70
108 60 70
109 61 71
110 61 71
111 61 72
112 61 72
113 62 72
114 62 72
115 62 72
116 62 72
117 63 72
118 63 72
119 63 72
120 63 72
121 63 72
122 63 72
123 63 72
124 63 72
125 63 72
126 63 72
127 63 72
128 63 72
129 63 72
130 63
131 63
132 63
133 63
134 63
135 63
136 63
137 63



昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 2 2
3 1 1 1 1 1 3 3
4 1 1 1 1 1 4 4
5 1 1 1 1 1 5 4
6 1 1 1 1 1 5 4
7 1 1 1 1 1 5 4
8 1 1 1 1 1 5 4
9 1 1 1 1 1 5 4
10 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 2
14 1 1 1 1 2
15 1 1 1 1 2
16 1 1 1 1 2
17 1 1 1 1 2
18 1 1 2 2 3
19 1 1 3 3 3
20 1 1 4 4 3
21 1 1 5 5 3
22 1 2 6 5 4
23 1 3 7 6 4
24 1 4 8 6 4
25 1 5 9 7 4
26 1 6 10 7 4
27 1 7 11 8 4
28 1 8 12 8 4
29 1 9 13 9 5
30 1 10 14 9 5
31 1 11 15 10 5
32 1 12 16 10 5
33 1 13 17 11 5
34 1 14 18 11 5
35 1 15 19 12 5
36 1 16 20 12 5
37 1 17 21 13 5
38 2 18 22 13 5
39 3 19 23 13 5
40 4 20 24 13 5
41 5 21 25 14 5
42 6 21 26 14 5
43 7 22 27 14 5
44 8 22 28 14 5
45 9 23 29 15 5
46 10 23 29 15
47 11 24 29 15
48 12 24 30 15
49 13 25 30 15
50 13 25 30 15

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

ハ　専門行政職俸給表昇格時号俸対応表



51 14 26 31 15
52 14 26 31 15
53 15 27 31 15
54 15 27 32 15
55 16 28 32 15
56 16 28 32 16
57 17 29 33 16
58 18 29 33 16
59 19 29 34 16
60 20 30 34 16
61 21 30 35 16
62 21 30 35 16
63 22 30 36 16
64 22 30 36 16
65 23 31 36 16
66 23 31 36
67 24 31 36
68 24 31 36
69 25 31 36
70 25 32 36
71 26 32 36
72 26 32 36
73 27 32 36
74 27 32 36
75 28 33 36
76 28 33 36
77 29 33 36
78 29 36
79 29 36
80 30 36
81 30 36
82 30
83 31
84 31
85 31
86 32
87 32
88 32
89 33
90 33
91 34
92 34
93 35



ニ　税務職俸給表昇格時号俸対応表
昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3 1 1 1 1 1 1 1 3 3
4 1 1 1 1 1 1 1 4 4
5 1 1 1 1 1 1 1 5 4
6 1 1 1 1 1 1 1 5 4
7 1 1 1 1 1 1 1 5 4
8 1 1 1 1 1 1 1 5 4
9 1 1 1 1 1 1 1 5 4
10 1 1 1 2 1 1 1
11 1 1 1 3 1 1 1
12 1 1 1 4 1 1 1
13 1 1 1 5 1 1 1
14 1 1 1 6 2 1 2
15 1 1 1 7 3 1 2
16 1 1 1 8 4 1 2
17 1 1 1 9 5 1 2
18 1 1 1 10 6 2 3
19 1 1 1 11 7 3 3
20 1 1 1 12 8 4 3
21 1 1 1 13 9 5 4
22 1 2 2 14 10 6 4
23 1 3 3 15 11 7 4
24 1 4 4 16 12 8 4
25 1 5 5 17 13 9 4
26 1 6 6 18 14 10 4
27 1 7 7 19 15 11 4
28 1 8 8 20 16 12 5
29 1 9 9 21 17 13 5
30 2 10 10 22 18 14 5
31 3 11 11 23 19 15 5
32 4 12 12 24 20 16 5
33 5 13 13 25 21 17 5
34 6 14 14 26 22 18 5
35 7 15 15 27 23 19 5
36 8 16 16 28 24 20 5
37 9 17 17 29 25 21 5
38 10 18 18 30 26 22 5
39 11 19 19 31 27 23 5
40 12 20 20 32 28 24 5
41 13 21 21 33 29 25 5
42 13 21 22 34 30 25 5
43 13 22 23 35 31 26 5
44 13 22 24 36 32 26 5
45 14 23 25 37 33 27 5
46 14 23 25 38 34 27
47 14 24 26 39 35 28
48 14 24 26 40 36 28
49 15 24 27 41 37 28
50 15 24 27 42 37 28

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 15 24 28 43 37 28
52 15 25 28 44 38 28
53 16 25 29 45 38 28
54 16 25 30 46 38 28
55 16 25 31 47 39 28
56 16 25 32 48 39 28
57 17 26 33 49 39 29
58 17 26 33 50 40 29
59 17 26 33 51 40 29
60 17 26 34 52 40 29
61 17 26 34 53 40 29
62 18 27 34 54 40 29
63 18 27 35 55 40 29
64 18 27 35 56 40 29
65 18 27 35 57 40 29
66 18 35 58 40 29
67 19 36 59 40 29
68 19 36 60 41 30
69 19 36 60 41 30
70 19 36 60 41 30
71 19 37 61 41 31
72 20 37 62 41 31
73 20 37 63 41 31
74 37 64 41
75 38 65 41
76 38 66 41
77 38 67 41
78 38 68 41
79 39 69 41
80 39 70 42
81 39 71 42
82 72 42
83 73 43
84 74 43
85 75 43



昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級 11級

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4
6 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4
7 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4
8 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4
9 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4
10 2 1 1 1 2 1 1 1
11 3 1 1 1 3 1 1 1
12 4 1 1 1 4 1 1 1
13 5 1 1 1 5 1 1 1
14 6 2 1 1 6 2 1 2
15 7 3 1 1 7 3 1 2
16 8 4 1 1 8 4 1 2
17 9 5 1 1 9 5 1 2
18 10 6 1 1 10 6 2 3
19 11 7 1 1 11 7 3 3
20 12 8 1 1 12 8 4 3
21 13 9 1 1 13 9 5 4
22 14 10 2 1 14 10 6 4
23 15 11 3 1 15 11 7 4
24 16 12 4 1 16 12 8 4
25 17 13 5 1 17 13 9 4
26 18 14 6 1 18 14 10 4
27 19 15 7 1 19 15 11 4
28 20 16 8 1 20 16 12 5
29 21 17 9 1 21 17 13 5
30 22 18 10 2 22 18 14 5
31 23 19 11 3 23 19 15 5
32 24 20 12 4 24 20 16 5
33 25 21 13 5 25 21 17 5
34 26 22 14 6 26 22 18 5
35 27 23 15 7 27 23 19 5
36 28 24 16 8 28 24 20 5
37 29 25 17 9 29 25 21 5
38 30 26 18 10 30 26 22 5
39 31 27 19 11 31 27 23 5
40 32 28 20 12 32 28 24 5
41 33 29 21 13 33 29 25 5
42 34 30 22 14 34 30 25 5
43 35 31 23 15 35 31 26 5
44 36 32 24 16 36 32 26 5
45 37 33 25 17 37 33 27 5
46 38 34 26 18 38 34 27
47 39 35 27 19 39 35 28
48 40 36 28 20 40 36 28
49 41 37 29 21 41 37 28
50 42 38 30 22 42 37 28

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

ホ　公安職俸給表㈠昇格時号俸対応表



51 43 39 31 23 43 37 28
52 44 40 32 24 44 38 28
53 45 41 33 25 45 38 28
54 46 42 34 26 46 38 28
55 47 43 35 27 47 39 28
56 48 44 36 28 48 39 28
57 49 45 37 29 49 39 29
58 50 46 38 30 50 40 29
59 51 47 39 31 51 40 29
60 52 48 40 32 52 40 29
61 53 49 41 33 53 40 29
62 54 50 42 34 54 40 29
63 55 51 43 35 55 40 29
64 56 52 44 36 56 40 29
65 57 53 45 37 57 40 29
66 58 54 46 37 58 40 29
67 59 55 47 38 59 40 29
68 60 56 48 38 60 41 30
69 61 57 49 39 60 41 30
70 62 58 49 39 60 41 30
71 63 59 50 40 61 41 31
72 64 60 50 40 62 41 31
73 65 61 51 41 63 41 31
74 66 62 51 42 64 41
75 67 63 52 43 65 41
76 68 64 52 44 66 41
77 69 65 53 45 67 41
78 69 66 54 46 68 41
79 70 67 55 47 69 41
80 70 68 56 48 70 42
81 71 69 57 49 71 42
82 71 70 58 49 72 42
83 72 71 59 50 73 43
84 72 72 60 50 74 43
85 73 73 61 51 75 43
86 74 74 62 51
87 75 75 63 52
88 76 76 64 52
89 77 77 65 53
90 78 78 66 53
91 79 79 67 53
92 80 80 68 54
93 81 81 69 54
94 82 82 70 54
95 83 83 71 55
96 84 84 72 55
97 85 85 73 55
98 86 86 74 56
99 87 87 75 56
100 88 88 76 56
101 89 89 77 57
102 90 89 78 58
103 91 90 79 59
104 92 90 80 60
105 93 91 81 60
106 93 91 82 60



107 93 92 83 60
108 94 92 84 60
109 94 93 85 60
110 94 94 85 60
111 95 95 86 60
112 95 96 86 60
113 95 97 87 61
114 96 98 87 61
115 96 99 88 61
116 96 100 88 61
117 97 101 89 61
118 97 101 89 61
119 98 101 90 61
120 98 102 90 61
121 99 102 91 61
122 99 102 91
123 100 103 92
124 100 103 92
125 101 103 92
126 104 92
127 104 92
128 104 92
129 105 92
130 105 92
131 105 92
132 106 92
133 106 93
134 106 93
135 107 93
136 107 93
137 107 93
138 108 94
139 108 95
140 108 96
141 109 96
142 109
143 110
144 110
145 111



２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3 1 1 1 1 1 1 1 3 3
4 1 1 1 1 1 1 1 4 4
5 1 1 1 1 1 1 1 5 4
6 1 1 1 1 1 1 1 5 4
7 1 1 1 1 1 1 1 5 4
8 1 1 1 1 1 1 1 5 4
9 1 1 1 1 1 1 1 5 4
10 1 1 1 2 1 1 1
11 1 1 1 3 1 1 1
12 1 1 1 4 1 1 1
13 1 1 1 5 1 1 1
14 1 1 1 6 2 1 2
15 1 1 1 7 3 1 2
16 1 1 1 8 4 1 2
17 1 1 1 9 5 1 2
18 1 1 1 10 6 2 3
19 1 1 1 11 7 3 3
20 1 1 1 12 8 4 3
21 1 1 1 13 9 5 4
22 1 2 2 14 10 6 4
23 1 3 3 15 11 7 4
24 1 4 4 16 12 8 4
25 1 5 5 17 13 9 4
26 1 6 6 18 14 10 4
27 1 7 7 19 15 11 4
28 1 8 8 20 16 12 5
29 1 9 9 21 17 13 5
30 2 10 10 22 18 14 5
31 3 11 11 23 19 15 5
32 4 12 12 24 20 16 5
33 5 13 13 25 21 17 5
34 6 14 14 26 22 18 5
35 7 15 15 27 23 19 5
36 8 16 16 28 24 20 5
37 9 17 17 29 25 21 5
38 10 18 18 30 26 22 5
39 11 19 19 31 27 23 5
40 12 20 20 32 28 24 5
41 13 21 21 33 29 25 5
42 13 22 22 34 30 25 5
43 14 23 23 35 31 26 5
44 14 24 24 36 32 26 5
45 15 25 25 37 33 27 5
46 15 25 26 38 34 27
47 16 26 27 39 35 28
48 16 26 28 40 36 28
49 17 27 29 41 37 28
50 17 27 30 42 37 28

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸
ヘ　公安職俸給表㈡昇格時号俸対応表



51 18 28 31 43 37 28
52 18 28 32 44 38 28
53 19 29 33 45 38 28
54 19 30 33 46 38 28
55 20 31 34 47 39 28
56 20 32 34 48 39 28
57 21 33 35 49 39 29
58 22 33 35 50 40 29
59 23 34 36 51 40 29
60 24 34 36 52 40 29
61 25 35 37 53 40 29
62 25 35 37 54 40 29
63 26 36 38 55 40 29
64 26 36 38 56 40 29
65 27 37 39 57 40 29
66 27 38 39 58 40 29
67 28 39 40 59 40 29
68 28 40 40 60 41 30
69 29 41 41 60 41 30
70 30 41 41 60 41 30
71 31 41 41 61 41 31
72 32 41 41 62 41 31
73 33 42 42 63 41 31
74 33 42 42 64 41
75 34 42 42 65 41
76 34 42 42 66 41
77 35 43 43 67 41
78 35 43 43 68 41
79 36 43 43 69 41
80 36 43 43 70 42
81 37 44 43 71 42
82 38 44 44 72 42
83 39 44 44 73 43
84 40 44 44 74 43
85 41 44 44 75 43
86 41 44 44
87 42 44 45
88 42 44 45
89 43 44 45
90 44 45
91 44 45
92 45 46
93 45 46
94 45 46
95 45 46
96 45 46
97 45 47
98 45
99 45
100 45
101 45



昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 2 1 1
19 1 1 1 3 1 1
20 1 1 1 4 1 1
21 1 1 1 5 1 1
22 2 2 2 6 1 1
23 3 3 3 7 2 1
24 4 4 4 8 2 1
25 5 5 5 9 3 1
26 6 6 6 10 3 1
27 7 7 7 11 4 1
28 8 8 8 12 4 1
29 9 9 9 13 5 1
30 10 10 9 14 5 1
31 11 11 10 15 5 1
32 12 12 10 16 6 1
33 13 13 11 17 6 1
34 13 14 11 18 6 1
35 13 15 12 19 7 1
36 14 16 12 20 7 1
37 14 17 13 21 7 1
38 14 17 13 22 8 1
39 15 17 14 23 8 1
40 15 18 14 24 8 1
41 15 18 15 25 9 1
42 16 18 15 25 9
43 16 19 16 25 9
44 16 19 16 25 9
45 17 19 17 26 9
46 17 20 18 26 9
47 17 20 19 26 10
48 17 20 20 26 10
49 17 21 21 27 10
50 18 21 21 27 10

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

ト　海事職俸給表㈠昇格時号俸対応表



51 18 21 22 27 10
52 18 22 22 27 10
53 18 22 23 28 11
54 18 22 23 28 11
55 19 22 24 28 11
56 19 23 24 28 11
57 19 23 25 29 11
58 19 23 25 29 11
59 19 23 25 30 12
60 20 24 25 30 12
61 20 24 26 31 12
62 20 24 26 31
63 20 24 26 32
64 20 25 26 32
65 21 25 27 32
66 21 25 27 32
67 22 26 27 32
68 22 26 27 33
69 23 27 28 33
70 28 33
71 28 33
72 28 33
73 29 34
74 29 34
75 29 34
76 29 34
77 30 34
78 30 35
79 30 35
80 30 35
81 30 36
82 30
83 31
84 31
85 31
86 31
87 31
88 31
89 32
90 32
91 32
92 32
93 32
94 32
95 33
96 33
97 33



チ　海事職俸給表㈡昇格時号俸対応表
昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 2 1 1 1 1
11 3 1 1 1 1
12 4 1 1 1 1
13 5 1 1 1 1
14 6 1 2 2 1
15 7 1 3 3 1
16 8 1 4 4 1
17 9 1 5 5 1
18 10 2 6 6 1
19 11 3 7 7 1
20 12 4 8 8 1
21 13 5 9 9 1
22 14 6 10 10 2
23 15 7 11 11 3
24 16 8 12 12 4
25 17 9 13 13 5
26 18 10 14 14 5
27 19 11 15 15 5
28 20 12 16 16 6
29 21 13 17 17 6
30 22 14 18 18 6
31 23 15 19 19 7
32 24 16 20 20 7
33 25 17 21 21 7
34 26 17 22 22 8
35 27 18 23 23 8
36 28 18 24 24 8
37 29 19 25 25 9
38 30 19 26 26 9
39 31 20 27 27 10
40 32 20 28 28 10
41 33 21 29 29 11
42 34 21 30 30 11
43 35 22 31 31 12
44 36 22 32 32 12
45 37 23 33 33 13
46 38 23 34 34 13
47 39 24 35 35 13
48 40 24 36 36 14
49 41 25 37 37 14
50 42 26 38 38 14

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 43 27 39 39 15
52 44 28 40 40 15
53 45 29 41 41 15
54 46 30 42 42 16
55 47 31 43 43 16
56 48 32 44 44 16
57 48 33 45 45 17
58 48 34 46 46 17
59 48 35 47 47 18
60 48 36 48 48 18
61 49 37 49 49 19
62 49 37 50 50 19
63 49 38 51 51 20
64 49 38 52 52 20
65 49 39 53 53 21
66 50 39 54 54 21
67 50 40 55 55 21
68 50 40 56 56 21
69 50 41 57 57 21
70 50 42 58 58 21
71 51 43 59 59 21
72 51 44 60 60 22
73 51 45 61 61 22
74 45 62 62 22
75 45 63 63 22
76 45 64 64 22
77 46 65 65 22
78 46 66 66 22
79 46 67 67 23
80 46 68 68 23
81 47 69 69 23
82 47 70 70 23
83 47 71 71 23
84 47 72 72 23
85 48 73 73 23
86 48 74 74
87 48 75 75
88 48 76 76
89 48 77 76
90 48 78 76
91 48 79 76
92 48 80 76
93 48 81 76
94 48 82 76
95 48 83 76
96 48 84 76
97 48 85 76
98 48 86 76
99 48 87 76
100 48 88 76
101 48 89 76
102 48 90 76
103 48 91 76
104 48 92 76
105 48 93 76
106 94



107 95
108 96
109 97



リ　教育職俸給表㈠昇格時号俸対応表
昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級

1 1 1 1 1
2 1 1 1 2
3 1 1 1 3
4 1 1 1 4
5 1 1 1 4
6 1 1 1 4
7 1 1 1 4
8 1 1 1 4
9 1 1 1 4
10 1 1 1 4
11 1 1 1 4
12 1 1 1 4
13 1 1 1 4
14 1 1 1 4
15 1 1 1 4
16 1 1 1 4
17 1 1 2 4
18 1 2 2
19 1 3 2
20 1 4 2
21 1 5 2
22 1 5 2
23 1 6 2
24 1 6 2
25 1 7 3
26 1 7 3
27 1 8 3
28 1 8 3
29 1 9 3
30 1 10 3
31 1 11 3
32 1 12 3
33 1 13 4
34 2 14 4
35 3 15 4
36 4 16 4
37 5 17 4
38 6 18 4
39 7 19 4
40 8 20 4
41 9 21 5
42 10 22 5
43 11 23 5
44 12 24 5
45 13 25 5
46 14 26 5
47 15 27 5
48 16 28 5
49 17 29 5
50 17 30 5

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 18 31 6
52 18 32 6
53 19 33 6
54 19 34 6
55 20 35 6
56 20 36 6
57 21 37 6
58 21 38 6
59 21 39 7
60 22 40 7
61 22 41 7
62 22 41 7
63 23 42 7
64 23 42 7
65 23 43 7
66 24 43 7
67 24 44 7
68 24 44 7
69 25 45 7
70 25 45 7
71 26 45 7
72 26 45 8
73 27 46 8
74 27 46
75 28 46
76 28 46
77 29 46
78 29 46
79 30 46
80 30 46
81 31 46
82 31 46
83 32 46
84 32 46
85 33 46
86 33 46
87 33 46
88 34 46
89 34 46
90 34 46
91 35 46
92 35 46
93 35 46
94 36
95 36
96 36
97 37
98 37
99 37
100 37
101 38
102 38
103 38
104 38
105 39
106 39



107 39
108 39
109 40
110 40
111 40
112 40
113 40
114 40
115 41
116 41
117 41
118 41
119 41
120 41
121 42
122 42
123 42
124 42
125 42
126 42
127 43
128 43
129 43



ヌ　教育職俸給表㈡昇格時号俸対応表

２級 ３級

1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 2 1
15 3 1
16 4 1
17 5 1
18 6 1
19 7 1
20 8 1
21 9 1
22 10 1
23 11 1
24 12 1
25 13 1
26 14 1
27 15 1
28 16 1
29 17 1
30 18 1
31 19 1
32 20 1
33 21 1
34 22 1
35 23 1
36 24 1
37 25 1
38 25 2
39 26 3
40 26 4
41 27 5
42 27 6
43 28 7
44 28 8
45 29 9
46 29 10
47 29 11
48 29 12
49 30 13
50 30 14

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸



51 30 15
52 30 16
53 31 17
54 31 18
55 31 19
56 31 20
57 32 21
58 32 22
59 32 23
60 32 24
61 33 25
62 33 26
63 34 27
64 34 28
65 35 29
66 35 29
67 36 30
68 36 30
69 37 31
70 37 31
71 37 32
72 38 32
73 38 33
74 38 34
75 39 35
76 39 36
77 39 37
78 40 38
79 40 39
80 40 40
81 41 41
82 41 42
83 42 43
84 42 44
85 43 45
86 43 46
87 44 47
88 44 48
89 45 49
90 45 50
91 45 51
92 46 52
93 46 53
94 46 53
95 47 54
96 47 54
97 47 55
98 48 55
99 48 56
100 48 56
101 49 57
102 49 58
103 49 59
104 49 60
105 50 61
106 50 62



107 50 63
108 50 64
109 51 64
110 51 64
111 51 64
112 51 64
113 52 64
114 52 64
115 52 64
116 52 64
117 53 64
118 53 64
119 53 64
120 53 64
121 53 64
122 53 64
123 54 64
124 54 64
125 54 64
126 54
127 54
128 54
129 55
130 55
131 55
132 55
133 55
134 55
135 56
136 56
137 56
138 56
139 56
140 56
141 57



ル　研究職俸給表昇格時号俸対応表
昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 2
3 1 1 1 1 3
4 1 1 1 1 4
5 1 1 1 1 4
6 1 1 1 1 4
7 1 1 1 1 4
8 1 1 1 1 4
9 1 1 1 1 4
10 1 1 1 1 4
11 1 1 1 1 4
12 1 1 1 1 4
13 1 1 1 2 4
14 1 1 1 2 4
15 1 1 1 2
16 1 1 1 2
17 1 1 1 2
18 1 1 1 2
19 1 1 1 2
20 1 1 1 3
21 1 1 1 3
22 1 1 1 3
23 1 1 1 3
24 1 1 1 3
25 1 1 1 3
26 2 1 2 3
27 3 1 3 4
28 4 1 4 4
29 5 1 5 4
30 6 1 6 4
31 7 1 7 4
32 8 1 8 4
33 9 1 9 4
34 10 1 10 5
35 11 1 11 5
36 12 1 12 5
37 13 1 13 5
38 14 1 13 5
39 15 1 14 5
40 16 1 14 5
41 17 1 15 6
42 17 2 15 6
43 18 3 16 6
44 18 4 16 6
45 19 5 17 6
46 19 6 18 6
47 20 7 19 6
48 20 8 20 6
49 21 9 21 6
50 22 9 21 7

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 23 9 21 7
52 24 10 22 7
53 25 10 22 7
54 25 10 22 7
55 26 11 23 7
56 26 11 23 7
57 27 11 23 7
58 27 12 24
59 28 12 24
60 28 12 24
61 29 13 25
62 29 13 25
63 29 14 26
64 30 14 26
65 30 15 26
66 30 15 26
67 31 16 27
68 31 16 27
69 31 17 27
70 32 17 28
71 32 17 28
72 32 18 28
73 33 18 29
74 33 18 29
75 34 19 29
76 34 19 30
77 35 19 30
78 35 20 30
79 36 20 31
80 36 20 31
81 37 21 31
82 37 22
83 38 23
84 38 24
85 39 25
86 39 25
87 40 25
88 40 25
89 41 26
90 41 26
91 42 26
92 42 26
93 43 27
94 43 27
95 44 27
96 44 27
97 45 28
98 46 28
99 47 28
100 48 28
101 49 29
102 50 29
103 51 29
104 52 30
105 53 30
106 53 30



107 53 30
108 54 30
109 54 31
110 54 31
111 55 31
112 55 31
113 55 31
114 56 32
115 56 32
116 56 32
117 57 32
118 57 32
119 58 33
120 58 33
121 59 33



ヲ　医療職俸給表㈠昇格時号俸対応表
昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級

1 1 1 1 1
2 1 1 1 2
3 1 1 1 3
4 1 1 1 4
5 1 1 1 4
6 1 1 1 4
7 1 1 1 4
8 1 1 1 4
9 1 1 1 4
10 1 1 1 4
11 1 1 1
12 1 1 1
13 1 1 1
14 1 1 1
15 1 1 1
16 1 1 1
17 1 1 1
18 1 1 1
19 1 1 1
20 1 1 1
21 1 1 1
22 1 2 1
23 1 3 1
24 1 4 2
25 1 5 2
26 1 6 2
27 1 7 3
28 1 8 3
29 1 9 3
30 1 10 3
31 1 11 4
32 1 12 4
33 1 13 4
34 2 14 5
35 3 15 5
36 4 16 5
37 5 17 5
38 6 18 5
39 7 19 5
40 8 20 5
41 9 21 5
42 10 21 5
43 11 22 5
44 12 22 5
45 13 23 5
46 13 23 5
47 13 24 5
48 14 24 5
49 14 25 5
50 14 25 5

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 14 26 5
52 15 26 5
53 15 27 5
54 15 27 5
55 15 28 5
56 16 28 5
57 16 29 5
58 16 29 5
59 16 29 5
60 17 30 5
61 17 30 5
62 17 30 5
63 18 31 5
64 18 31 5
65 19 31 5
66 32 5
67 32 5
68 32 5
69 32 5
70 32 5
71 33 5
72 33 5
73 33 5
74 33
75 33
76 34
77 34
78 34
79 34
80 34
81 35
82 35
83 35
84 35
85 35



ワ　医療職俸給表㈡昇格時号俸対応表
昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 2 1 1 1 1
15 1 1 3 1 1 1 1
16 1 1 4 1 1 1 1
17 1 1 5 1 1 1 1
18 1 1 6 1 1 1 1
19 1 1 7 1 1 1 1
20 1 1 8 1 1 1 1
21 1 1 9 1 1 1 1
22 2 2 10 2 2 2 1
23 3 3 11 3 3 3 1
24 4 4 12 4 4 4 1
25 5 5 13 5 5 5 1
26 6 6 14 6 6 5 1
27 7 7 15 7 7 6 1
28 8 8 16 8 8 6 1
29 9 9 17 9 9 7 1
30 10 10 18 10 10 7 1
31 11 11 19 11 11 8 1
32 12 12 20 12 12 8 1
33 13 13 21 13 13 9 1
34 14 14 22 14 14 9 1
35 15 15 23 15 15 9 1
36 16 16 24 16 16 9 1
37 17 17 25 17 17 9 1
38 18 18 26 18 18 9
39 19 19 27 19 19 10
40 20 20 28 20 20 10
41 21 21 29 21 21 10
42 22 22 30 22 21 10
43 23 23 31 23 21 10
44 24 24 32 24 22 10
45 25 25 33 25 22 11
46 25 26 34 25 22 11
47 26 27 35 26 23 11
48 26 28 36 26 23 11
49 27 29 37 27 23 11
50 27 30 38 27 24 11

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 28 31 39 28 24 12
52 28 32 40 28 24 12
53 29 33 41 29 25 12
54 29 34 42 29 25
55 30 35 43 30 26
56 30 36 44 30 26
57 31 37 45 31 27
58 31 38 46 31 27
59 32 39 47 32 28
60 32 40 48 32 28
61 33 41 49 33 28
62 33 42 50 33 28
63 34 43 51 33 28
64 34 44 52 34 29
65 35 45 53 34 29
66 35 46 54 34 29
67 36 47 55 35 29
68 36 48 56 35 29
69 37 49 57 35 30
70 37 49 57 36 30
71 38 50 58 36 30
72 38 50 58 36 30
73 39 51 59 37 30
74 39 51 59 37 31
75 40 52 60 37 31
76 40 52 60 37 31
77 41 53 61 38 31
78 41 53 61 38
79 41 53 62 38
80 42 54 62 38
81 42 54 63 39
82 42 54 63 39
83 43 55 64 39
84 43 55 64 39
85 43 55 65 39
86 56 66 40
87 56 67 40
88 56 68 40
89 56 69 40
90 56 69 40
91 57 70 41
92 57 70 41
93 57 70 41
94 57 70 41
95 57 70 41
96 58 70 42
97 58 70 42
98 58 70 42
99 58 70 42
100 58 70 42
101 59 70 43
102 59 70
103 59 70
104 59 70
105 59 70
106 70



107 70
108 70
109 70



カ　医療職俸給表㈢昇格時号俸対応表
昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1
14 1 1 2 1 1 1
15 1 1 3 1 1 1
16 1 1 4 1 1 1
17 1 1 5 1 1 1
18 2 1 6 1 1 1
19 3 1 7 1 1 1
20 4 1 8 1 1 1
21 5 1 9 1 1 1
22 6 1 10 2 1 2
23 7 1 11 3 1 3
24 8 1 12 4 1 4
25 9 1 13 5 1 5
26 10 1 14 6 2 6
27 11 1 15 7 3 7
28 12 1 16 8 4 8
29 13 1 17 9 5 9
30 14 2 18 10 6 10
31 15 3 19 11 7 11
32 16 4 20 12 8 12
33 17 5 21 13 9 13
34 18 6 22 14 10 14
35 19 7 23 15 11 15
36 20 8 24 16 12 16
37 21 9 25 17 13 17
38 22 10 26 18 14 18
39 23 11 27 19 15 19
40 24 12 28 20 16 20
41 25 13 29 21 17 20
42 26 14 30 22 17 20
43 27 15 31 23 18 20
44 28 16 32 24 18 20
45 29 17 33 25 19 21
46 30 18 34 26 19 21
47 31 19 35 27 20 21
48 32 20 36 28 20 21
49 33 21 37 29 21 21
50 34 22 38 30 21 22

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 35 23 39 31 22 22
52 36 24 40 32 22 22
53 37 25 41 33 23 22
54 38 26 42 34 23 22
55 39 27 43 35 24 23
56 40 28 44 36 24 23
57 41 29 45 37 25 23
58 41 30 46 38 25
59 42 31 47 39 26
60 42 32 48 40 26
61 43 33 49 41 27
62 43 34 50 42 27
63 44 35 51 43 28
64 44 36 52 44 28
65 45 37 53 45 29
66 46 38 54 45 29
67 47 39 55 46 29
68 48 40 56 46 29
69 49 41 57 47 29
70 50 42 58 47 29
71 51 43 59 48 30
72 52 44 60 48 30
73 53 45 61 49 30
74 54 46 62 50 30
75 55 47 63 51 30
76 56 48 64 52 30
77 57 49 65 53 31
78 58 50 66 53 31
79 59 51 67 54 31
80 60 52 68 54 31
81 61 53 69 55 31
82 62 54 70 55 31
83 63 55 71 56 32
84 64 56 72 56 32
85 65 57 73 57 32
86 65 58 74 57
87 66 59 75 58
88 66 60 76 58
89 67 61 77 59
90 67 62 78 59
91 68 63 79 60
92 68 64 80 60
93 69 65 81 60
94 70 66 81 60
95 71 67 82 61
96 72 68 82 61
97 73 69 83 61
98 74 70 83 61
99 75 71 84 62
100 76 72 84 62
101 77 73 85 62
102 77 74 86 62
103 78 75 87 63
104 78 76 88 63
105 79 77 88 63
106 79 77 88 63



107 80 77 89 64
108 80 78 89 64
109 81 78 89 65
110 81 78 90
111 81 79 90
112 81 79 90
113 81 79 91
114 82 80 91
115 82 80 91
116 82 80 92
117 82 81 92
118 82 81 92
119 83 81 93
120 83 81 93
121 83 82 93
122 83 82
123 83 82
124 84 82
125 84 83
126 84 83
127 84 83
128 84 83
129 85 84
130 85 84
131 85 84
132 86 84
133 86 85
134 86 85
135 87 85
136 87 86
137 87 86
138 88 86
139 88 86
140 88 86
141 89 87
142 89 87
143 89 87
144 89 87
145 90 87
146 90 88
147 90 88
148 90 88
149 91 88
150 91 88
151 91 89
152 91 89
153 92 89
154 92
155 92
156 92
157 93
158 93
159 93
160 94
161 94
162 94



163 95
164 95
165 95
166 96
167 96
168 96
169 97



ヨ　福祉職俸給表昇格時号俸対応表
昇　格　後　の　号　俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1
14 1 1 2 1 1
15 1 1 3 1 1
16 1 1 4 1 1
17 1 1 5 1 1
18 1 1 6 1 2
19 1 1 7 1 3
20 1 1 8 1 4
21 1 1 9 1 5
22 1 1 10 2 5
23 1 1 11 3 6
24 1 1 12 4 6
25 1 1 13 5 7
26 1 2 14 6 7
27 1 3 15 7 8
28 1 4 16 8 8
29 1 5 17 9 9
30 2 6 18 10 9
31 3 7 19 11 10
32 4 8 20 12 10
33 5 9 21 13 11
34 6 10 22 14 11
35 7 11 23 15 12
36 8 12 24 16 12
37 9 13 25 17 13
38 10 14 25 18 13
39 11 15 26 19 13
40 12 16 26 20 13
41 13 17 27 21 14
42 13 18 27 22 14
43 14 19 28 23 14
44 14 20 28 24 14
45 15 21 29 25 15
46 15 22 29 26 15
47 16 23 30 27 15
48 16 24 30 28 15
49 17 25 31 29 15
50 17 26 31 29 15

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 18 27 32 30 15
52 18 28 32 30 15
53 19 29 33 31 15
54 19 30 33 31 15
55 20 31 33 32 15
56 20 32 34 32 16
57 21 33 34 33 16
58 22 34 34 33 16
59 23 35 35 34 16
60 24 36 35 34 16
61 25 37 35 35 16
62 25 38 36 35 16
63 26 39 36 36 16
64 26 40 36 36 16
65 27 41 37 37 16
66 27 42 37 37
67 28 43 37 38
68 28 44 37 38
69 29 45 38 38
70 29 46 38 38
71 30 47 38 38
72 30 48 38 38
73 31 49 38 38
74 31 50 38 38
75 32 51 38 38
76 32 52 39 38
77 33 53 39 39
78 33 53 39 39
79 34 53 39 39
80 34 54 39 39
81 35 54 39 39
82 35 54 39 39
83 36 55 40 39
84 36 55 40 39
85 37 55 40 39
86 38 56 40
87 39 56 40
88 40 56 40
89 41 57 40
90 41 57
91 42 58
92 42 58
93 43 59
94 43 59
95 44 60
96 44 60
97 45 61
98 45 62
99 45 63
100 46 64
101 46 64
102 46 64
103 47 64
104 47 64
105 47 64
106 48 64



107 48 64
108 48 64
109 49 64
110 49 64
111 49 64
112 49 64
113 49 64
114 50 64
115 50 64
116 50 64
117 50 64
118 50
119 51
120 51
121 51
122 51
123 51
124 52
125 52
126 52
127 52
128 52
129 53
130 53
131 53
132 54
133 54
134 54
135 55
136 55
137 55
138 55
139 55
140 55
141 55
142 55
143 55
144 55
145 56
146 56
147 56
148 56
149 56
150 56
151 56
152 56
153 56



タ　専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表

２級 ３級 ４級

1 1 1 1
2 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 1
5 1 1 1
6 1 1 1
7 1 1 1
8 1 1 1
9 1 1 1
10 1 1 1
11 1 1 1
12 1 2 1
13 1 3 1
14 1 5 1
15 1 5 1
16 1 6 1
17 1 8 1
18 1 9 1
19 1 9 1
20 1 10 1
21 1 10 1
22 1 11
23 1 11
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1

昇格した日の
前日に受けて
いた号俸

昇　格　後　の　号　俸



51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1

備考
　　これらの表の昇格後の号俸欄中「２級」等とあるのは、その者が昇格し
  た職務の級を示す。



 別表第七の二　降格時号俸対応表（第二十四条の二関係）
イ　行政職俸給表㈠降格時号俸対応表

降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

1 33 21 21 9 13 17 12 1 1
2 33 22 22 10 14 18 17 2 2
3 33 23 23 11 15 19 21 3 3
4 34 24 24 12 16 20 28 4 9
5 35 25 25 13 17 22 45 9 9
6 36 26 26 14 18 24 45 9 9
7 38 27 27 15 19 26 45 9 9
8 39 28 28 16 20 28 45 9 9
9 41 29 29 17 21 30 45 9
10 42 30 30 18 22 32
11 43 31 31 19 23 34
12 44 32 32 20 24 36
13 45 33 33 21 25 40
14 46 34 34 22 26 44
15 47 35 35 23 27 65
16 48 36 36 24 28 72
17 49 37 37 25 29 73
18 50 38 38 26 30 73
19 51 39 39 27 31 73
20 52 40 40 28 32 73
21 54 41 41 29 33 73
22 56 42 42 30 34 73
23 58 43 43 31 35 73
24 60 44 44 32 36 73
25 62 45 45 33 37 73
26 64 46 46 34 38 73
27 66 47 47 35 39 73
28 68 48 48 36 40 73
29 71 49 49 37 42 73
30 74 50 50 38 44 73
31 77 51 51 39 46 73
32 80 52 52 40 48 73
33 83 54 53 41 50 73
34 86 56 54 42 52 73
35 89 58 55 43 54 73
36 92 60 56 44 56 73
37 93 61 59 45 58 73
38 93 62 62 46 68 73
39 93 63 65 47 80 73
40 93 64 68 48 84 73
41 93 66 71 49 85 73
42 93 68 74 50 85 73
43 93 70 77 51 85 73
44 93 72 80 52 85 73
45 93 77 84 53 85 73
46 93 82 88 54 85
47 93 87 95 55 85
48 93 92 102 56 85
49 93 97 109 57 85
50 93 102 109 58 85

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 93 107 109 59 85
52 93 116 109 60 85
53 93 125 109 61 85
54 93 125 109 62 85
55 93 125 109 63 85
56 93 125 109 64 85
57 93 125 109 65 85
58 93 125 109 66 85
59 93 125 109 67 85
60 93 125 109 72 85
61 93 125 109 77 85
62 93 125 109 80 85
63 93 125 109 81 85
64 93 125 109 82 85
65 93 125 109 83 85
66 93 125 109 84 85
67 93 125 109 85 85
68 93 125 109 85 85
69 93 125 109 85 85
70 93 125 109 85 85
71 93 125 109 85 85
72 93 125 109 85 85
73 93 125 109 85 85
74 93 125 109 85
75 93 125 109 85
76 93 125 109 85
77 93 125 109 85
78 93 125 109 85
79 93 125 109 85
80 93 125 109 85
81 93 125 109 85
82 93 125 109 85
83 93 125 109 85
84 93 125 109 85
85 93 125 109 85
86 93 125
87 93 125
88 93 125
89 93 125
90 93 125
91 93 125
92 93 125
93 93 125
94 93 125
95 93 125
96 93 125
97 93 125
98 93 125
99 93 125
100 93 125
101 93 125
102 93 125
103 93 125
104 93 125
105 93 125
106 93 125



107 93 125
108 93 125
109 93 125
110 93
111 93
112 93
113 93
114 93
115 93
116 93
117 93
118 93
119 93
120 93
121 93
122 93
123 93
124 93
125 93



ロ　行政職俸給表㈡降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級

1 21 13 29 22
2 22 14 30 24
3 23 15 31 26
4 24 16 32 28
5 25 17 33 29
6 26 18 34 30
7 27 19 35 31
8 28 20 36 32
9 29 21 37 34
10 30 22 38 36
11 31 23 39 38
12 32 24 40 40
13 33 26 41 42
14 34 28 42 44
15 35 30 43 46
16 36 32 44 48
17 37 33 45 50
18 38 34 46 52
19 39 35 47 54
20 40 36 48 56
21 41 37 49 58
22 42 38 50 60
23 43 39 51 62
24 44 40 52 64
25 45 41 53 68
26 46 42 54 72
27 47 43 55 76
28 48 44 56 82
29 49 46 57 88
30 50 48 58 94
31 51 50 59 97
32 52 52 60 97
33 53 53 61 97
34 54 54 62 97
35 55 55 63 97
36 56 56 64 97
37 57 57 65 97
38 58 58 66 97
39 59 59 67 97
40 60 60 68 97
41 61 61 69 97
42 62 62 70 97
43 63 63 71 97
44 64 64 72 97
45 67 66 73 97
46 70 68 74 97
47 73 70 75 97
48 76 72 76 97
49 79 75 77 97
50 82 78 78 97

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 85 81 79 97
52 90 84 80 97
53 95 87 81 97
54 100 90 82 97
55 105 93 83 97
56 105 96 84 97
57 105 99 86 97
58 105 102 88 97
59 105 105 90 97
60 105 108 92 97
61 105 112 94 97
62 105 116 96
63 105 137 98
64 105 137 100
65 105 137 101
66 105 137 102
67 105 137 103
68 105 137 104
69 105 137 106
70 105 137 108
71 105 137 110
72 105 137 129
73 105 137 129
74 105 137 129
75 105 137 129
76 105 137 129
77 105 137 129
78 105 137 129
79 105 137 129
80 105 137 129
81 105 137 129
82 105 137 129
83 105 137 129
84 105 137 129
85 105 137 129
86 105 137 129
87 105 137 129
88 105 137 129
89 105 137 129
90 105 137 129
91 105 137 129
92 105 137 129
93 105 137 129
94 105 137 129
95 105 137 129
96 105 137 129
97 105 137 129
98 105 137
99 105 137
100 105 137
101 105 137
102 105 137
103 105 137
104 105 137
105 105 137
106 105 137



107 105 137
108 105 137
109 105 137
110 105 137
111 105 137
112 105 137
113 105 137
114 105 137
115 105 137
116 105 137
117 105 137
118 105 137
119 105 137
120 105 137
121 105 137
122 105 137
123 105 137
124 105 137
125 105 137
126 105 137
127 105 137
128 105 137
129 105 137
130 105
131 105
132 105
133 105
134 105
135 105
136 105
137 105



ハ　専門行政職俸給表降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

1 37 21 17 17 12 1 1
2 38 22 18 18 17 2 2
3 39 23 19 19 21 3 3
4 40 24 20 20 28 4 9
5 41 25 21 22 45 9 9
6 42 26 22 24 45 9 9
7 43 27 23 26 45 9 9
8 44 28 24 28 45 9 9
9 45 29 25 30 45 9
10 46 30 26 32
11 47 31 27 34
12 48 32 28 36
13 50 33 29 40
14 52 34 30 44
15 54 35 31 55
16 56 36 32 65
17 57 37 33 65
18 58 38 34 65
19 59 39 35 65
20 60 40 36 65
21 62 42 37 65
22 64 44 38 65
23 66 46 39 65
24 68 48 40 65
25 70 50 41 65
26 72 52 42 65
27 74 54 43 65
28 76 56 44 65
29 79 59 47 65
30 82 64 50 65
31 85 69 53 65
32 88 74 56 65
33 90 77 58 65
34 92 77 60 65
35 93 77 62 65
36 93 77 81 65
37 93 77 81 65
38 93 77 81 65
39 93 77 81 65
40 93 77 81 65
41 93 77 81 65
42 93 77 81 65
43 93 77 81 65
44 93 77 81 65
45 93 77 81 65
46 93 77 81
47 93 77 81
48 93 77 81
49 93 77 81
50 93 77 81

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 93 77 81
52 93 77 81
53 93 77 81
54 93 77 81
55 93 77 81
56 93 77 81
57 93 77 81
58 93 77 81
59 93 77 81
60 93 77 81
61 93 77 81
62 93 77 81
63 93 77 81
64 93 77 81
65 93 77 81
66 93 77
67 93 77
68 93 77
69 93 77
70 93 77
71 93 77
72 93 77
73 93 77
74 93 77
75 93 77
76 93 77
77 93 77
78 77
79 77
80 77
81 77



ニ　税務職俸給表降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

1 29 21 21 9 13 17 13 1 1
2 30 22 22 10 14 18 17 2 2
3 31 23 23 11 15 19 20 3 3
4 32 24 24 12 16 20 27 4 9
5 33 25 25 13 17 21 45 9 9
6 34 26 26 14 18 22 45 9 9
7 35 27 27 15 19 23 45 9 9
8 36 28 28 16 20 24 45 9 9
9 37 29 29 17 21 25 45 9
10 38 30 30 18 22 26
11 39 31 31 19 23 27
12 40 32 32 20 24 28
13 44 33 33 21 25 29
14 48 34 34 22 26 30
15 52 35 35 23 27 31
16 56 36 36 24 28 32
17 61 37 37 25 29 33
18 66 38 38 26 30 34
19 71 39 39 27 31 35
20 73 40 40 28 32 36
21 73 42 41 29 33 37
22 73 44 42 30 34 38
23 73 46 43 31 35 39
24 73 51 44 32 36 40
25 73 56 46 33 37 42
26 73 61 48 34 38 44
27 73 65 50 35 39 46
28 73 65 52 36 40 56
29 73 65 53 37 41 67
30 73 65 54 38 42 70
31 73 65 55 39 43 73
32 73 65 56 40 44 73
33 73 65 59 41 45 73
34 73 65 62 42 46 73
35 73 65 66 43 47 73
36 73 65 70 44 48 73
37 73 65 74 45 51 73
38 73 65 78 46 54 73
39 73 65 81 47 57 73
40 73 65 81 48 67 73
41 73 65 81 49 79 73
42 73 65 81 50 82 73
43 73 65 81 51 85 73
44 73 65 81 52 85 73
45 73 65 81 53 85 73
46 73 65 81 54 85
47 73 65 81 55 85
48 73 65 81 56 85
49 73 65 81 57 85
50 73 65 81 58 85

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 73 65 81 59 85
52 73 65 81 60 85
53 73 65 81 61 85
54 73 65 81 62 85
55 73 65 81 63 85
56 73 65 81 64 85
57 73 65 81 65 85
58 73 65 81 66 85
59 73 65 81 67 85
60 73 65 81 70 85
61 73 65 81 71 85
62 73 65 81 72 85
63 73 65 81 73 85
64 73 65 81 74 85
65 73 65 81 75 85
66 65 81 76 85
67 65 81 77 85
68 65 81 78 85
69 65 81 79 85
70 65 81 80 85
71 65 81 81 85
72 65 81 82 85
73 65 81 83 85
74 65 81 84
75 65 81 85
76 65 81 85
77 65 81 85
78 65 81 85
79 65 81 85
80 65 81 85
81 65 81 85
82 81 85
83 81 85
84 81 85
85 81 85



ホ　公安職俸給表㈠降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級

1 9 13 21 29 9 13 17 13 1 1
2 10 13 22 30 10 14 18 17 2 2
3 10 13 23 31 11 15 19 20 3 3
4 11 14 24 32 12 16 20 27 4 9
5 12 15 25 33 13 17 21 45 9 9
6 13 16 26 34 14 18 22 45 9 9
7 14 17 27 35 15 19 23 45 9 9
8 15 18 28 36 16 20 24 45 9 9
9 16 19 29 37 17 21 25 45 9
10 17 20 30 38 18 22 26
11 18 22 31 39 19 23 27
12 19 23 32 40 20 24 28
13 20 24 33 41 21 25 29
14 21 25 34 42 22 26 30
15 22 26 35 43 23 27 31
16 23 27 36 44 24 28 32
17 24 28 37 45 25 29 33
18 25 30 38 46 26 30 34
19 27 30 39 47 27 31 35
20 28 32 40 48 28 32 36
21 29 33 41 49 29 33 37
22 29 34 42 50 30 34 38
23 30 35 43 51 31 35 39
24 31 36 44 52 32 36 40
25 33 37 45 53 33 37 42
26 33 38 46 54 34 38 44
27 34 39 47 55 35 39 46
28 35 40 48 56 36 40 56
29 37 41 49 57 37 41 67
30 38 42 50 58 38 42 70
31 39 43 51 59 39 43 73
32 40 44 52 60 40 44 73
33 41 45 53 61 41 45 73
34 42 46 54 62 42 46 73
35 43 47 55 63 43 47 73
36 44 48 56 64 44 48 73
37 45 49 57 66 45 51 73
38 46 50 58 68 46 54 73
39 47 51 59 70 47 57 73
40 48 52 60 72 48 67 73
41 49 53 61 73 49 79 73
42 50 54 62 74 50 82 73
43 51 55 63 75 51 85 73
44 52 56 64 76 52 85 73
45 53 57 65 77 53 85 73
46 54 58 66 78 54 85
47 55 59 67 79 55 85
48 56 60 68 80 56 85
49 57 61 70 82 57 85
50 58 62 72 84 58 85

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 59 63 74 86 59 85
52 60 64 76 88 60 85
53 61 65 77 91 61 85
54 62 66 78 94 62 85
55 63 67 79 97 63 85
56 64 68 80 100 64 85
57 65 69 81 101 65 85
58 66 70 82 102 66 85
59 67 71 83 103 67 85
60 68 72 84 112 70 85
61 69 73 85 121 71 85
62 70 74 86 121 72 85
63 71 75 87 121 73 85
64 72 76 88 121 74 85
65 73 77 89 121 75 85
66 74 78 90 121 76 85
67 75 79 91 121 77 85
68 76 80 92 121 78 85
69 78 81 93 121 79 85
70 80 82 94 121 80 85
71 82 83 95 121 81 85
72 84 84 96 121 82 85
73 85 85 97 121 83 85
74 86 86 98 121 84
75 87 87 99 121 85
76 88 88 100 121 85
77 89 89 101 121 85
78 90 90 102 121 85
79 91 91 103 121 85
80 92 92 104 121 85
81 93 93 105 121 85
82 94 94 106 121 85
83 95 95 107 121 85
84 96 96 108 121 85
85 97 97 110 121 85
86 98 98 112
87 99 99 114
88 100 100 116
89 101 102 118
90 102 104 120
91 103 106 122
92 104 108 132
93 107 109 137
94 110 110 138
95 113 111 139
96 116 112 141
97 118 113 141
98 120 114 141
99 122 115 141
100 124 116 141
101 125 119 141
102 125 122 141
103 125 125 141
104 125 128 141
105 125 131 141
106 125 134 141



107 125 137 141
108 125 140 141
109 125 142 141
110 125 144 141
111 125 145 141
112 125 145 141
113 125 145 141
114 125 145 141
115 125 145 141
116 125 145 141
117 125 145 141
118 125 145 141
119 125 145 141
120 125 145 141
121 125 145 141
122 125 145
123 125 145
124 125 145
125 125 145
126 125 145
127 125 145
128 125 145
129 125 145
130 125 145
131 125 145
132 125 145
133 125 145
134 125 145
135 125 145
136 125 145
137 125 145
138 125 145
139 125 145
140 125 145
141 125 145
142 125
143 125
144 125
145 125



ヘ　公安職俸給表㈡降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

1 29 21 21 9 13 17 13 1 1
2 30 22 22 10 14 18 17 2 2
3 31 23 23 11 15 19 20 3 3
4 32 24 24 12 16 20 27 4 9
5 33 25 25 13 17 21 45 9 9
6 34 26 26 14 18 22 45 9 9
7 35 27 27 15 19 23 45 9 9
8 36 28 28 16 20 24 45 9 9
9 37 29 29 17 21 25 45 9
10 38 30 30 18 22 26
11 39 31 31 19 23 27
12 40 32 32 20 24 28
13 42 33 33 21 25 29
14 44 34 34 22 26 30
15 46 35 35 23 27 31
16 48 36 36 24 28 32
17 50 37 37 25 29 33
18 52 38 38 26 30 34
19 54 39 39 27 31 35
20 56 40 40 28 32 36
21 57 41 41 29 33 37
22 58 42 42 30 34 38
23 59 43 43 31 35 39
24 60 44 44 32 36 40
25 62 46 45 33 37 42
26 64 48 46 34 38 44
27 66 50 47 35 39 46
28 68 52 48 36 40 56
29 69 53 49 37 41 67
30 70 54 50 38 42 70
31 71 55 51 39 43 73
32 72 56 52 40 44 73
33 74 58 54 41 45 73
34 76 60 56 42 46 73
35 78 62 58 43 47 73
36 80 64 60 44 48 73
37 81 65 62 45 51 73
38 82 66 64 46 54 73
39 83 67 66 47 57 73
40 84 68 68 48 67 73
41 86 72 72 49 79 73
42 88 76 76 50 82 73
43 89 80 81 51 85 73
44 89 91 86 52 85 73
45 89 101 91 53 85 73
46 89 101 96 54 85
47 89 101 97 55 85
48 89 101 97 56 85
49 89 101 97 57 85
50 89 101 97 58 85

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 89 101 97 59 85
52 89 101 97 60 85
53 89 101 97 61 85
54 89 101 97 62 85
55 89 101 97 63 85
56 89 101 97 64 85
57 89 101 97 65 85
58 89 101 97 66 85
59 89 101 97 67 85
60 89 101 97 70 85
61 89 101 97 71 85
62 89 101 97 72 85
63 89 101 97 73 85
64 89 101 97 74 85
65 89 101 97 75 85
66 89 101 97 76 85
67 89 101 97 77 85
68 89 101 97 78 85
69 89 101 97 79 85
70 89 101 97 80 85
71 89 101 97 81 85
72 89 101 97 82 85
73 89 101 97 83 85
74 89 101 97 84
75 89 101 97 85
76 89 101 97 85
77 89 101 97 85
78 89 101 97 85
79 89 101 97 85
80 89 101 97 85
81 89 101 97 85
82 89 101 97 85
83 89 101 97 85
84 89 101 97 85
85 89 101 97 85
86 89 101
87 89 101
88 89 101
89 89 101
90 89 101
91 89 101
92 89 101
93 89 101
94 89 101
95 89 101
96 89 101
97 89 101
98 89
99 89
100 89
101 89



ト　海事職俸給表㈠降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1 21 21 21 17 22 41
2 22 22 22 18 24 41
3 23 23 23 19 26 41
4 24 24 24 20 28 41
5 25 25 25 21 31 41
6 26 26 26 22 34 41
7 27 27 27 23 37 41
8 28 28 28 24 40 41
9 29 29 30 25 46 41
10 30 30 32 26 52 41
11 31 31 34 27 58 41
12 32 32 36 28 61 41
13 35 33 38 29 61 41
14 38 34 40 30 61
15 41 35 42 31 61
16 44 36 44 32 61
17 49 39 45 33 61
18 54 42 46 34 61
19 59 45 47 35 61
20 64 48 48 36 61
21 66 51 50 37 61
22 68 55 52 38 61
23 69 59 54 39 61
24 69 63 56 40 61
25 69 66 60 44 61
26 69 68 64 48 61
27 69 69 68 52 61
28 69 69 72 56 61
29 69 69 76 58 61
30 69 69 82 60 61
31 69 69 88 62 61
32 69 69 94 67 61
33 69 69 97 72 61
34 69 69 97 77 61
35 69 69 97 80 61
36 69 69 97 81 61
37 69 69 97 81 61
38 69 69 97 81 61
39 69 69 97 81 61
40 69 69 97 81 61
41 69 69 97 81 61
42 69 69 97 81
43 69 69 97 81
44 69 69 97 81
45 69 69 97 81
46 69 69 97 81
47 69 69 97 81
48 69 69 97 81
49 69 69 97 81
50 69 69 97 81

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 69 69 97 81
52 69 69 97 81
53 69 69 97 81
54 69 69 97 81
55 69 69 97 81
56 69 69 97 81
57 69 69 97 81
58 69 69 97 81
59 69 69 97 81
60 69 69 97 81
61 69 69 97 81
62 69 69 97
63 69 69 97
64 69 69 97
65 69 69 97
66 69 69 97
67 69 69 97
68 69 69 97
69 69 69 97
70 69 97
71 69 97
72 69 97
73 69 97
74 69 97
75 69 97
76 69 97
77 69 97
78 69 97
79 69 97
80 69 97
81 69 97
82 69
83 69
84 69
85 69
86 69
87 69
88 69
89 69
90 69
91 69
92 69
93 69
94 69
95 69
96 69
97 69



チ　海事職俸給表㈡降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

1 9 17 13 13 21
2 10 18 14 14 22
3 11 19 15 15 23
4 12 20 16 16 24
5 13 21 17 17 27
6 14 22 18 18 30
7 15 23 19 19 33
8 16 24 20 20 36
9 17 25 21 21 38
10 18 26 22 22 40
11 19 27 23 23 42
12 20 28 24 24 44
13 21 29 25 25 47
14 22 30 26 26 50
15 23 31 27 27 53
16 24 32 28 28 56
17 25 34 29 29 58
18 26 36 30 30 60
19 27 38 31 31 62
20 28 40 32 32 64
21 29 42 33 33 71
22 30 44 34 34 78
23 31 46 35 35 85
24 32 48 36 36 85
25 33 49 37 37 85
26 34 50 38 38 85
27 35 51 39 39 85
28 36 52 40 40 85
29 37 53 41 41 85
30 38 54 42 42 85
31 39 55 43 43 85
32 40 56 44 44 85
33 41 57 45 45 85
34 42 58 46 46 85
35 43 59 47 47 85
36 44 60 48 48 85
37 45 62 49 49 85
38 46 64 50 50 85
39 47 66 51 51 85
40 48 68 52 52 85
41 49 69 53 53 85
42 50 70 54 54 85
43 51 71 55 55 85
44 52 72 56 56 85
45 53 76 57 57 85
46 54 80 58 58 85
47 55 84 59 59 85
48 60 105 60 60 85
49 65 105 61 61 85
50 70 105 62 62 85

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 73 105 63 63 85
52 73 105 64 64 85
53 73 105 65 65 85
54 73 105 66 66 85
55 73 105 67 67 85
56 73 105 68 68 85
57 73 105 69 69 85
58 73 105 70 70 85
59 73 105 71 71 85
60 73 105 72 72 85
61 73 105 73 73 85
62 73 105 74 74
63 73 105 75 75
64 73 105 76 76
65 73 105 77 77
66 73 105 78 78
67 73 105 79 79
68 73 105 80 80
69 73 105 81 81
70 73 105 82 82
71 73 105 83 83
72 73 105 84 84
73 73 105 85 85
74 73 105 86 86
75 73 105 87 87
76 73 105 88 105
77 73 105 89 105
78 73 105 90 105
79 73 105 91 105
80 73 105 92 105
81 73 105 93 105
82 73 105 94 105
83 73 105 95 105
84 73 105 96 105
85 73 105 97 105
86 73 105 98
87 73 105 99
88 73 105 100
89 73 105 101
90 73 105 102
91 73 105 103
92 73 105 104
93 73 105 105
94 73 105 106
95 73 105 107
96 73 105 108
97 73 105 109
98 73 105 109
99 73 105 109
100 73 105 109
101 73 105 109
102 73 105 109
103 73 105 109
104 73 105 109
105 73 105 109
106 105



107 105
108 105
109 105



リ　教育職俸給表㈠降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級

1 33 17 16 1
2 34 18 24 2
3 35 19 32 3
4 36 20 40 17
5 37 22 50 17
6 38 24 58 17
7 39 26 71 17
8 40 28 73 17
9 41 29 73
10 42 30 73
11 43 31 73
12 44 32 73
13 45 33 73
14 46 34 73
15 47 35 73
16 48 36 73
17 50 37 73
18 52 38
19 54 39
20 56 40
21 59 41
22 62 42
23 65 43
24 68 44
25 70 45
26 72 46
27 74 47
28 76 48
29 78 49
30 80 50
31 82 51
32 84 52
33 87 53
34 90 54
35 93 55
36 96 56
37 100 57
38 104 58
39 108 59
40 114 60
41 120 62
42 126 64
43 129 66
44 129 68
45 129 72
46 129 93
47 129 93
48 129 93
49 129 93
50 129 93

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 129 93
52 129 93
53 129 93
54 129 93
55 129 93
56 129 93
57 129 93
58 129 93
59 129 93
60 129 93
61 129 93
62 129 93
63 129 93
64 129 93
65 129 93
66 129 93
67 129 93
68 129 93
69 129 93
70 129 93
71 129 93
72 129 93
73 129 93
74 129
75 129
76 129
77 129
78 129
79 129
80 129
81 129
82 129
83 129
84 129
85 129
86 129
87 129
88 129
89 129
90 129
91 129
92 129
93 129



ヌ　教育職俸給表㈡降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級

1 13 37
2 13 38
3 13 39
4 15 40
5 16 41
6 17 42
7 19 43
8 20 44
9 21 45
10 22 46
11 23 47
12 24 48
13 25 49
14 26 50
15 27 51
16 28 52
17 29 53
18 30 54
19 31 55
20 32 56
21 33 57
22 34 58
23 35 59
24 36 60
25 38 61
26 40 62
27 42 63
28 44 64
29 48 66
30 52 68
31 56 70
32 60 72
33 62 73
34 64 74
35 66 75
36 68 76
37 71 77
38 74 78
39 77 79
40 80 80
41 82 81
42 84 82
43 86 83
44 88 84
45 91 85
46 94 86
47 97 87
48 100 88
49 104 89
50 108 90

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 112 91
52 116 92
53 122 94
54 128 96
55 134 98
56 140 100
57 141 101
58 141 102
59 141 103
60 141 104
61 141 105
62 141 106
63 141 107
64 141 125
65 141 125
66 141 125
67 141 125
68 141 125
69 141 125
70 141 125
71 141 125
72 141 125
73 141 125
74 141 125
75 141 125
76 141 125
77 141 125
78 141 125
79 141 125
80 141 125
81 141 125
82 141 125
83 141 125
84 141 125
85 141 125
86 141
87 141
88 141
89 141
90 141
91 141
92 141
93 141
94 141
95 141
96 141
97 141
98 141
99 141
100 141
101 141
102 141
103 141
104 141
105 141
106 141



107 141
108 141
109 141
110 141
111 141
112 141
113 141
114 141
115 141
116 141
117 141
118 141
119 141
120 141
121 141
122 141
123 141
124 141
125 141



ル　研究職俸給表降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

1 25 41 25 12 1
2 26 42 26 19 2
3 27 43 27 26 3
4 28 44 28 33 14
5 29 45 29 40 14
6 30 46 30 49 14
7 31 47 31 57 14
8 32 48 32 57 14
9 33 51 33 57
10 34 54 34 57
11 35 57 35 57
12 36 60 36 57
13 37 62 38 57
14 38 64 40 57
15 39 66 42
16 40 68 44
17 42 71 45
18 44 74 46
19 46 77 47
20 48 80 48
21 49 81 51
22 50 82 54
23 51 83 57
24 52 84 60
25 54 88 62
26 56 92 66
27 58 96 69
28 60 100 72
29 63 103 75
30 66 108 78
31 69 113 81
32 72 118 81
33 74 121 81
34 76 121 81
35 78 121 81
36 80 121 81
37 82 121 81
38 84 121 81
39 86 121 81
40 88 121 81
41 90 121 81
42 92 121 81
43 94 121 81
44 96 121 81
45 97 121 81
46 98 121 81
47 99 121 81
48 100 121 81
49 101 121 81
50 102 121 81

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 103 121 81
52 104 121 81
53 107 121 81
54 110 121 81
55 113 121 81
56 116 121 81
57 118 121 81
58 120 121
59 121 121
60 121 121
61 121 121
62 121 121
63 121 121
64 121 121
65 121 121
66 121 121
67 121 121
68 121 121
69 121 121
70 121 121
71 121 121
72 121 121
73 121 121
74 121 121
75 121 121
76 121 121
77 121 121
78 121 121
79 121 121
80 121 121
81 121 121
82 121
83 121
84 121
85 121
86 121
87 121
88 121
89 121
90 121
91 121
92 121
93 121
94 121
95 121
96 121
97 121
98 121
99 121
100 121
101 121
102 121
103 121
104 121
105 121
106 121



107 121
108 121
109 121
110 121
111 121
112 121
113 121
114 121
115 121
116 121
117 121
118 121
119 121
120 121
121 121



ヲ　医療職俸給表㈠降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級

1 33 21 23 1
2 34 22 26 2
3 35 23 30 3
4 36 24 33 10
5 37 25 73 10
6 38 26 73 10
7 39 27 73 10
8 40 28 73 10
9 41 29 73
10 42 30 73
11 43 31
12 44 32
13 47 33
14 51 34
15 55 35
16 59 36
17 62 37
18 64 38
19 65 39
20 65 40
21 65 42
22 65 44
23 65 46
24 65 48
25 65 50
26 65 52
27 65 54
28 65 56
29 65 59
30 65 62
31 65 65
32 65 70
33 65 75
34 65 80
35 65 85
36 65 85
37 65 85
38 65 85
39 65 85
40 65 85
41 65 85
42 65 85
43 65 85
44 65 85
45 65 85
46 65 85
47 65 85
48 65 85
49 65 85
50 65 85

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 65 85
52 65 85
53 65 85
54 65 85
55 65 85
56 65 85
57 65 85
58 65 85
59 65 85
60 65 85
61 65 85
62 65 85
63 65 85
64 65 85
65 65 85
66 65 85
67 65 85
68 65 85
69 65 85
70 65 85
71 65 85
72 65 85
73 65 85
74 65
75 65
76 65
77 65
78 65
79 65
80 65
81 65
82 65
83 65
84 65
85 65



ワ　医療職俸給表㈡降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

1 21 21 13 21 21 21 37
2 22 22 14 22 22 22 37
3 23 23 15 23 23 23 37
4 24 24 16 24 24 24 37
5 25 25 17 25 25 26 37
6 26 26 18 26 26 28 37
7 27 27 19 27 27 30 37
8 28 28 20 28 28 32 37
9 29 29 21 29 29 38 37
10 30 30 22 30 30 44 37
11 31 31 23 31 31 50 37
12 32 32 24 32 32 53 37
13 33 33 25 33 33 53 37
14 34 34 26 34 34 53 37
15 35 35 27 35 35 53 37
16 36 36 28 36 36 53 37
17 37 37 29 37 37 53 37
18 38 38 30 38 38 53 37
19 39 39 31 39 39 53 37
20 40 40 32 40 40 53 37
21 41 41 33 41 43 53 37
22 42 42 34 42 46 53
23 43 43 35 43 49 53
24 44 44 36 44 52 53
25 46 45 37 46 54 53
26 48 46 38 48 56 53
27 50 47 39 50 58 53
28 52 48 40 52 63 53
29 54 49 41 54 68 53
30 56 50 42 56 73 53
31 58 51 43 58 77 53
32 60 52 44 60 77 53
33 62 53 45 63 77 53
34 64 54 46 66 77 53
35 66 55 47 69 77 53
36 68 56 48 72 77 53
37 70 57 49 76 77 53
38 72 58 50 80 77
39 74 59 51 85 77
40 76 60 52 90 77
41 79 61 53 95 77
42 82 62 54 100 77
43 85 63 55 101 77
44 85 64 56 101 77
45 85 65 57 101 77
46 85 66 58 101 77
47 85 67 59 101 77
48 85 68 60 101 77
49 85 70 61 101 77
50 85 72 62 101 77

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 85 74 63 101 77
52 85 76 64 101 77
53 85 79 65 101 77
54 85 82 66 101
55 85 85 67 101
56 85 90 68 101
57 85 95 70 101
58 85 100 72 101
59 85 105 74 101
60 85 105 76 101
61 85 105 78 101
62 85 105 80 101
63 85 105 82 101
64 85 105 84 101
65 85 105 85 101
66 85 105 86 101
67 85 105 87 101
68 85 105 88 101
69 85 105 90 101
70 85 105 109 101
71 85 105 109 101
72 85 105 109 101
73 85 105 109 101
74 85 105 109 101
75 85 105 109 101
76 85 105 109 101
77 85 105 109 101
78 85 105 109
79 85 105 109
80 85 105 109
81 85 105 109
82 85 105 109
83 85 105 109
84 85 105 109
85 85 105 109
86 85 105 109
87 85 105 109
88 85 105 109
89 85 105 109
90 85 105 109
91 85 105 109
92 85 105 109
93 85 105 109
94 85 105 109
95 85 105 109
96 85 105 109
97 85 105 109
98 85 105 109
99 85 105 109
100 85 105 109
101 85 105 109
102 85 105
103 85 105
104 85 105
105 85 105
106 105



107 105
108 105
109 105



カ　医療職俸給表㈢降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1 17 29 13 21 25 21
2 17 30 14 22 26 22
3 17 31 15 23 27 23
4 18 32 16 24 28 24
5 19 33 17 25 29 25
6 20 34 18 26 30 26
7 21 35 19 27 31 27
8 22 36 20 28 32 28
9 24 37 21 29 33 29
10 25 38 22 30 34 30
11 26 39 23 31 35 31
12 28 40 24 32 36 32
13 29 41 25 33 37 33
14 30 42 26 34 38 34
15 31 43 27 35 39 35
16 32 44 28 36 40 36
17 33 45 29 37 42 37
18 34 46 30 38 44 38
19 35 47 31 39 46 39
20 36 48 32 40 48 44
21 37 49 33 41 50 49
22 38 50 34 42 52 54
23 39 51 35 43 54 57
24 40 52 36 44 56 57
25 41 53 37 45 58 57
26 42 54 38 46 60 57
27 43 55 39 47 62 57
28 44 56 40 48 64 57
29 45 57 41 49 70 57
30 46 58 42 50 76 57
31 47 59 43 51 82 57
32 48 60 44 52 85 57
33 49 61 45 53 85 57
34 50 62 46 54 85 57
35 51 63 47 55 85 57
36 52 64 48 56 85 57
37 53 65 49 57 85 57
38 54 66 50 58 85 57
39 55 67 51 59 85 57
40 56 68 52 60 85 57
41 58 69 53 61 85 57
42 60 70 54 62 85
43 62 71 55 63 85
44 64 72 56 64 85
45 65 73 57 66 85
46 66 74 58 68 85
47 67 75 59 70 85
48 68 76 60 72 85
49 69 77 61 73 85
50 70 78 62 74 85

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 71 79 63 75 85
52 72 80 64 76 85
53 73 81 65 78 85
54 74 82 66 80 85
55 75 83 67 82 85
56 76 84 68 84 85
57 77 85 69 86 85
58 78 86 70 88
59 79 87 71 90
60 80 88 72 94
61 81 89 73 98
62 82 90 74 102
63 83 91 75 106
64 84 92 76 108
65 86 93 77 109
66 88 94 78 109
67 90 95 79 109
68 92 96 80 109
69 93 97 81 109
70 94 98 82 109
71 95 99 83 109
72 96 100 84 109
73 97 101 85 109
74 98 102 86 109
75 99 103 87 109
76 100 104 88 109
77 102 107 89 109
78 104 110 90 109
79 106 113 91 109
80 108 116 92 109
81 113 120 94 109
82 118 124 96 109
83 123 128 98 109
84 128 132 100 109
85 131 135 101 109
86 134 140 102
87 137 145 103
88 140 150 106
89 144 153 109
90 148 153 112
91 152 153 115
92 156 153 118
93 159 153 121
94 162 153 121
95 165 153 121
96 168 153 121
97 169 153 121
98 169 153 121
99 169 153 121
100 169 153 121
101 169 153 121
102 169 153 121
103 169 153 121
104 169 153 121
105 169 153 121
106 169 153 121



107 169 153 121
108 169 153 121
109 169 153 121
110 169 153
111 169 153
112 169 153
113 169 153
114 169 153
115 169 153
116 169 153
117 169 153
118 169 153
119 169 153
120 169 153
121 169 153
122 169
123 169
124 169
125 169
126 169
127 169
128 169
129 169
130 169
131 169
132 169
133 169
134 169
135 169
136 169
137 169
138 169
139 169
140 169
141 169
142 169
143 169
144 169
145 169
146 169
147 169
148 169
149 169
150 169
151 169
152 169
153 169



ヨ　福祉職俸給表降格時号俸対応表
降　格　後　の　号　俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

1 29 25 13 21 17
2 30 26 14 22 18
3 31 27 15 23 19
4 32 28 16 24 20
5 33 29 17 25 22
6 34 30 18 26 24
7 35 31 19 27 26
8 36 32 20 28 28
9 37 33 21 29 30
10 38 34 22 30 32
11 39 35 23 31 34
12 40 36 24 32 36
13 42 37 25 33 40
14 44 38 26 34 44
15 46 39 27 35 55
16 48 40 28 36 65
17 50 41 29 37 65
18 52 42 30 38 65
19 54 43 31 39 65
20 56 44 32 40 65
21 57 45 33 41 65
22 58 46 34 42 65
23 59 47 35 43 65
24 60 48 36 44 65
25 62 49 38 45 65
26 64 50 40 46 65
27 66 51 42 47 65
28 68 52 44 48 65
29 70 53 46 50 65
30 72 54 48 52 65
31 74 55 50 54 65
32 76 56 52 56 65
33 78 57 55 58 65
34 80 58 58 60 65
35 82 59 61 62 65
36 84 60 64 64 65
37 85 61 68 66 65
38 86 62 75 76 65
39 87 63 82 85 65
40 88 64 89 85 65
41 90 65 89 85 65
42 92 66 89 85 65
43 94 67 89 85 65
44 96 68 89 85 65
45 99 69 89 85 65
46 102 70 89 85
47 105 71 89 85
48 108 72 89 85
49 113 73 89 85
50 118 74 89 85

降格した日の
前日に受けて
いた号俸



51 123 75 89 85
52 128 76 89 85
53 131 79 89 85
54 134 82 89 85
55 144 85 89 85
56 153 88 89 85
57 153 90 89 85
58 153 92 89 85
59 153 94 89 85
60 153 96 89 85
61 153 97 89 85
62 153 98 89 85
63 153 99 89 85
64 153 117 89 85
65 153 117 89 85
66 153 117 89
67 153 117 89
68 153 117 89
69 153 117 89
70 153 117 89
71 153 117 89
72 153 117 89
73 153 117 89
74 153 117 89
75 153 117 89
76 153 117 89
77 153 117 89
78 153 117 89
79 153 117 89
80 153 117 89
81 153 117 89
82 153 117 89
83 153 117 89
84 153 117 89
85 153 117 89
86 153 117
87 153 117
88 153 117
89 153 117
90 153
91 153
92 153
93 153
94 153
95 153
96 153
97 153
98 153
99 153
100 153
101 153
102 153
103 153
104 153
105 153
106 153



107 153
108 153
109 153
110 153
111 153
112 153
113 153
114 153
115 153
116 153
117 153



タ　専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表

１級 ２級 ３級

1 65 11 21
2 65 12 21
3 65 13 21
4 65 13
5 65 15
6 65 16
7 65 16
8 65 17
9 65 19
10 65 21
11 65 23
12 65 23
13 65 23
14 65 23
15 65 23
16 65 23
17 65 23
18 65 23
19 65 23
20 65 23
21 65 23
22 65
23 65

備考
　　これらの表の降格後の号俸欄中「１級」等とあるのは、その者が降格
　した職務の級を示す。

降格した日の前
日に受けていた
号俸

降　格　後　の　号　俸



 別表第七の三　専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表（第二十九条関係）

行政職俸給表㈠６級
から専門スタッフ職
俸給表１級への異動

行政職俸給表㈠７級
から専門スタッフ職
俸給表２級への異動

行政職俸給表㈠８級
から専門スタッフ職
俸給表２級への異動

行政職俸給表㈠９級
から専門スタッフ職
俸給表３級への異動

1 1 1 12 9
2 2 1 14 12
3 3 1 15 14
4 4 1 17 15
5 5 1 19 17
6 6 1 20 18
7 7 1 21 19
8 8 1 22 20
9 9 2 23 21
10 10 2
11 11 3
12 12 3
13 13 3
14 14 4
15 15 4
16 16 4
17 17 5
18 18 5
19 19 5
20 20 6
21 21 6
22 22 6
23 23 6
24 24 7
25 25 7
26 26 7
27 27 7
28 28 7
29 29 8
30 30 8
31 31 8
32 32 8
33 33 8
34 34 9
35 35 9
36 36 9
37 37 9
38 38 9
39 39 9
40 40 9
41 41 9
42 42 9
43 43 10
44 44 10
45 45 10
46 46
47 47
48 48
49 49
50 49

異動した日の前
日に受けていた
号俸

異　動　後　の　号　俸



51 50
52 50
53 51
54 51
55 52
56 52
57 53
58 53
59 54
60 54
61 55
62 55
63 56
64 56
65 57
66 58
67 59
68 60
69 61
70 62
71 63
72 64
73 65



　別表第七の四　昇給号俸数表（第三十七条関係）

イ　行政職俸給表㈠７級以下職員等昇給号俸数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

８以上 ６

４(海事職俸給
表㈠の適用を受
ける職員でその
職務の級が６級
以上であるも
の、医療職俸給
表㈡の適用を受
ける職員でその
職務の級が７級
以上であるも
の、医療職俸給
表㈢の適用を受
ける職員でその
職務の級が６級
以上であるもの
又は福祉職俸給
表の適用を受け
る職員でその職
務の級が６級で
あるものにあつ
ては、３)

２ ０

２以上 １ ０ ０ ０

備考

　１　この表は、行政職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの、第３８条

　　の２各号に掲げる職員及び専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が２級以上で　

　　あるもの以外の職員に適用する。

　２　この表に定める上段の号俸数は給与法第８条第８項第１号に掲げる職員以外の職員に、この表に

　　定める下段の号俸数は同号に掲げる職員に適用する。

ロ　行政職俸給表㈠８級以上職員等昇給号俸数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号俸数 ２ １ ０ ０ ０

備考

　　この表は、行政職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び第３８条

　の２各号に掲げる職員に適用する。

ハ　専門スタッフ職俸給表２級職員昇給号俸数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号俸数 ５以上 ３ １ ０ ０

備考

　　この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が２級であるものに適用する。

ニ　専門スタッフ職俸給表３級職員昇給号俸数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号俸数 ５以上 ３ ０ ０ ０

備考

　　この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が３級であるものに適用する。

昇給の号俸数



ホ　専門スタッフ職俸給表４級職員昇給号俸数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号俸数 １ ０ ０ ０ ０

備考

　　この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が４級であるものに適用する。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
、
降
格
又
は
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
へ
異
動
し
た
職
員
の
号
俸
の
特
例
）

第
二
条

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
、
降
格
又
は
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
へ
異
動
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
昇
格
等
」
と
い
う
。
）
し
た
職
員
（
指
定
職
俸
給
表
か
ら
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
へ
異
動
し
た
職

員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
等
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を

切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
規
則
九
―
八
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
の
二
又
は
第
二
十
九
条
の
規
定

を
適
用
す
る
。

（
行
政
職
俸
給
表
㈡
又
は
海
事
職
俸
給
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
初
任
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

切
替
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
り
、
行
政
職
俸
給
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
者
（
規
則
九
―
八
別
表
第
二
の
行
政
職

俸
給
表
㈡
初
任
給
基
準
表
の
備
考
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
海
事
職
俸

給
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
者
と
な
っ
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
が
規
則
九
―
八
別
表
第
三
の



学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
の
「
高
校
卒
」
の
区
分
に
達
し
な
い
者
の
初
任
給
と
し
て
受
け
る
号
俸
の
決
定
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

（
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
俸
の
調
整
）

第
四
条

切
替
日
前
に
選
考
（
切
替
日
に
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
切
替
日
に
当
該
選
考

の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
部
内
の
他
の
職
員
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と

な
っ
た
者
で
規
則
九
―
八
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る
こ
れ

に
準
ず
る
者
の
切
替
日
に
お
け
る
号
俸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の

均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
五
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め

る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九｜

二
四
（
通
勤
手

当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
二
四
―
二
一

人
事
院
規
則
九
―
二
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
二
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前



（
届
出
）

（
届
出
）

第
三
条

職
員
は
、
新
た
に
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
の

第
三
条

職
員
は
、
新
た
に
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
の

職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
人

職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
人

事
院
が
定
め
る
様
式
の
通
勤
届
に
よ
り
、
そ
の
通
勤
の

事
院
が
定
め
る
様
式
の
通
勤
届
に
よ
り
、
そ
の
通
勤
の

実
情
を
速
や
か
に
各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者

実
情
を
す
み
や
か
に
各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

い
。
同
項
の
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合

な
い
。
同
項
の
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場

に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

合
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
職
員
た

（
新
設
）

る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合

（
確
認
及
び
決
定
）

（
確
認
及
び
決
定
）

第
四
条

各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
る

第
四
条

各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
る



届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
を
通

届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
を
通

勤
用
定
期
乗
車
券
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

勤
用
定
期
乗
車
券
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）

（
以
下
「
定
期
券
」
と
い
う
。
）
の
提
示
又
は
第
十
五

（
以
下
「
定
期
券
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
求
め
る
等

条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
職
員
た
る
要
件

の
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
者
が
給
与
法
第
十
二
条

を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
を
求

第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
、
そ
の

め
る
等
の
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
者
が
給
与
法
第

者
に
支
給
す
べ
き
通
勤
手
当
の
額
を
決
定
し
、
又
は
改

十
二
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
通
勤
手
当
の
額
を
決
定

し
、
又
は
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の

（
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の

基
準
）

基
準
）

第
六
条

普
通
交
通
機
関
等
（
給
与
法
第
十
二
条
第
三
項

第
六
条

普
通
交
通
機
関
等
（
新
幹
線
鉄
道
等
及
び
橋
等



に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道

以
外
の
交
通
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
交
通
機
関
等
を
い
う
。
以
下

通
勤
手
当
の
額
は
、
運
賃
、
時
間
、
距
離
等
の
事
情
に

同
じ
。
）
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
運
賃
、
時
間
、

照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常

距
離
等
の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と

の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す

認
め
ら
れ
る
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算

る
。

出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

第
八
条

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

運
賃
等
相
当
額
（
次
項
及
び
第
八
条
の
三
第
二
号
に
お

運
賃
等
相
当
額
（
次
項
に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」

い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
該

と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ

当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通

か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通
交
通
機
関
等
の
区
分
に

交
通
機
関
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た

端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

額
）
と
す
る
。



一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
併
用
者
の
区
分
及
び
支
給
額
）

（
併
用
者
の
区
分
及
び
支
給
額
）

第
八
条
の
三

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定

第
八
条
の
三

給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定

す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び

す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び

こ
れ
に
対
応
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通

こ
れ
に
対
応
す
る
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通

勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

一

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

（
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る

（
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る

こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ

こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ

つ
て
、
そ
の
利
用
す
る
普
通
交
通
機
関
等
が
通
常
徒

つ
て
、
そ
の
利
用
す
る
普
通
交
通
機
関
等
が
通
常
徒

歩
に
よ
る
こ
と
を
例
と
す
る
距
離
内
に
お
い
て
の
み

歩
に
よ
る
こ
と
を
例
と
す
る
距
離
内
に
お
い
て
の
み



利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト

ち
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
職
員
及
び
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が

ル
以
上
で
あ
る
職
員
及
び
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が

片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
動
車
等
を

片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
動
車
等
を

使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
職
員

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定

あ
る
職
員

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定

め
る
額

め
る
額
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り

の
運
賃
等
相
当
額
（
以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃

等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
定
め

る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、

そ
の
者
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち

最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に

当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）



二

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

二

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の

の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
二
以

月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
普
通
交
通
機
関
等
が
二
以

上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通

上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下

勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合

「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
」
と
い

計
額
。
以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

う
。
）
が
同
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
以
上
で

等
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る

あ
る
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

同

額
以
上
で
あ
る
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除

項
第
一
号
に
定
め
る
額

く
。
）

同
項
第
一
号
に
定
め
る
額

三

（
略
）

三

（
略
）

（
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員
）

（
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員
）

第
十
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で
定

第
十
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で
定

め
る
職
員
は
、
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員

め
る
職
員
は
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る

で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も
の

場
合
に
は
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
官
署



と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト

の
移
転
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要

ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
で
あ
る
も

す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生

の
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善

ず
る
職
員
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤

が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
交
通
事
情
等
に

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ

照
ら
し
て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上

の
と
す
る
。

で
あ
る
も
の
又
は
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
て
通
勤
が
困

難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
と
す
る
。

（
異
動
等
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
）

（
異
動
等
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
）

第
十
一
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で

第
十
一
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
住
居
は
、
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す

定
め
る
住
居
は
、
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す

る
官
署
の
移
転
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る

る
官
署
の
移
転
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い

次
に
掲
げ
る
住
居
と
す
る
。

て
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に

変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人



事
院
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
居
と
す
る
。

一

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

（
新
設
）

路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居

二

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

（
新
設
）

路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
直

前
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹

線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ

に
お
い
て
「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、

当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用

す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る

駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い



う
。
）
と
が
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
お

い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後

の
住
居

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と

新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

経
路
の
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

三

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
院
が
こ
れ

（
新
設
）

ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
の
基
準
）

（
削
る
）

第
十
二
条

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
人

事
院
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用

に
よ
り
通
勤
時
間
が
三
十
分
以
上
短
縮
さ
れ
る
こ
と
又



は
そ
の
利
用
に
よ
り
得
ら
れ
る
通
勤
事
情
の
改
善
が
こ

れ
に
相
当
す
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る

（
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の
基

通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の
基
準
）

準
）

第
十
二
条

新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等

第
十
三
条

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
は
、

に
係
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
運
賃
等
、
時
間
、
距
離
等

運
賃
等
、
時
間
、
距
離
等
の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済

の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら

的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用

れ
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
通
勤

す
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算

の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
七
条
の
規
定
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る

２

第
七
条
の
規
定
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手

特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て

当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

準
用
す
る
。



３

第
八
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

３

第
八
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料

給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料

金
等
相
当
額
（
第
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
「
特
別
料

金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
算
出
に
つ
い

金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
中
「
普
通

中
「
普
通
交
通
機
関
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄

交
通
機
関
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
の
」

道
等
の
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」

と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
普
通
交
通
機
関

と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
、
同
号
イ
中
「
価

等
」
と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
、
同
項
第
二

額
」
と
あ
る
の
は
「
価
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

号
中
「
運
賃
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
料
金
等
」
と
、

額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ

同
条
第
二
項
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ
る
の
は

る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
、
「
運
賃
等
の
」
と
あ

「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
「
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ

る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す



る
。

（
俸
給
表
の
適
用
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
）

（
俸
給
表
の
適
用
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
）

第
十
三
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
人
事
院
規
則
で

第
十
四
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
住
居
は
、
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

定
め
る
住
居
は
、
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

つ
た
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る

つ
た
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
幹
線
鉄

住
居
と
す
る
。

道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な

い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人
事
院
が
こ
れ
に

準
ず
る
と
認
め
る
住
居
と
す
る
。

一

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

（
新
設
）

路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居

二

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

（
新
設
）

路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の



イ

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
直
前
の

住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄

道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お

い
て
「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該

転
居
後
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等

（
ロ
に
お
い
て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）

と
が
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
お
い
て
隣

接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と

新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

経
路
の
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居



三

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
院
が
こ
れ

（
新
設
）

ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

（
権
衡
職
員
等
の
範
囲
）

（
権
衡
職
員
等
の
範
囲
）

第
十
四
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
任
用
の
事
情
等

第
十
五
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
任
用
の
事
情
等

を
考
慮
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

を
考
慮
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
人
事
交

げ
る
職
員
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤

流
等
に
よ
り
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た

す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ

者
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上

地
域
を
異
に
す
る
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ

で
あ
る
も
の
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事

と
に
伴
い
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場

情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
交
通

合
に
は
当
該
適
用
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤

事
情
等
に
照
ら
し
て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が

時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の

認
め
る
も
の
と
す
る
。

変
更
を
生
ず
る
者
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い

で
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が



六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十

分
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
て
通

勤
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一

新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た

（
新
設
）

者
（
検
察
官
で
あ
つ
た
者
又
は
給
与
法
第
十
一
条
の

七
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で
あ

つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
（
次
号
に
お
い
て
「
人
事

交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

当
該
適
用
の
直
前
の
住
居
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に

す
る
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者

二

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の

（
新
設
）

勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
官
署
に
在
勤



す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
勤
の
実
情
に

変
更
を
生
ず
る
職
員

第
十
五
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の

第
十
六
条

給
与
法
第
十
二
条
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡

規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
新
幹
線
鉄

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
職
員
の
う
ち
、
給
与

一

次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
職
員
の
う
ち
、
給
与

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

職
員
で
、
当
該
事
由
の
発
生
に
伴
い
、
当
該
事
由
の

職
員
で
、
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
住
居
（
当
該

発
生
の
直
前
の
住
居
（
特
定
住
居
を
含
む
。
）
か
ら

事
由
の
発
生
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い

の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の

て
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路



利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例

に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及

と
す
る
も
の
（
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
勤
務
地

び
人
事
院
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
居
を
含

と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
官
署
に
在
勤
す
る
こ

む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
で
そ

と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
勤
の
実
情
に
変
更
を

の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て

生
ず
る
職
員
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で

通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る

通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る

六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九

特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

十
分
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
交
通
事
情
等
に
照
ら
し

（
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る

て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
に

地
域
を
異
に
す
る
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た

限
る
。
）

こ
と
に
伴
い
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ

る
場
合
に
は
当
該
事
由
の
発
生
前
の
通
勤
時
間
よ
り

長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等

の
通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生
ず
る
職
員
で
、
新
幹
線



鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

若
し
く
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
で
あ
る
も
の
又

は
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
て
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と

人
事
院
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）

（
削
る
）

イ

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用

（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け

る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

イ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
削
る
）

ハ

官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

交
流
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
。

ロ

（
略
）

ニ

（
略
）

二

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

二

配
偶
者
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
満



同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日

い
て
同
じ
。
）
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
つ
て

ま
で
の
間
に
あ
る
子
）
の
住
居
に
転
居
し
た
こ
と
に

は
、
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
）
の
住
居
に
転
居
し
た

た
職
員
で
、
当
該
住
居
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹

こ
と
に
伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と

線
鉄
道
等
で
そ
の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基

と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居
（
特
定
住

準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す

居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ

等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負

の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常

担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

例
と
す
る
も
の

三

職
員
又
は
配
偶
者
の
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は

（
新
設
）

在
勤
す
る
官
署
の
移
転
（
配
偶
者
が
職
員
で
な
い
場

合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含

む
。
）
に
伴
い
、
配
偶
者
と
同
居
し
て
満
十
八
歳
に



達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
職
員
及
び
配
偶
者
の

通
勤
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員

で
、
当
該
転
居
後
の
住
居
（
当
該
転
居
の
日
以
後
に

当
該
地
域
へ
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後

の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た

め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る

特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

（
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も
の

と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
又
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
子
の
養
育
を
行
つ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）



四

職
員
又
は
配
偶
者
の
父
母
（
介
護
保
険
法
（
平
成

（
新
設
）

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）

の
介
護
に
伴
い
、
当
該
父
母
の
住
居
又
は
そ
の
近
隣

の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居

（
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当
該
父
母
の
住
居
又
は
そ

の
近
隣
の
住
居
を
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日

以
後
の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の

た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係

る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も

の
（
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も

の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
あ



り
、
か
つ
、
当
該
父
母
の
介
護
を
行
つ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）

五

（
略
）

三

（
略
）

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
住
居
」

（
新
設
）

と
は
、
同
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
由
の

発
生
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
転
居
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
事
由
の
発
生
等
」
と
い
う
。
）
の
日
以

後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
由
の
発
生
等
の

日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
転
居
後
の
住
居
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。

一

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居



二

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

路
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

当
該
事
由
の
発
生
等
の
直
前
の
住
居
か
ら
通
勤

す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経

路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
旧
最
寄

り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住
居

か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等

に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て

「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新
幹
線

鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と



新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

経
路
の
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

三

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
院
が
こ
れ

ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

（
給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
官
署
）

（
削
る
）

第
十
七
条

給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
官
署
は
、
次
に
掲
げ
る
官
署
と
す
る
。

一

中
部
国
際
空
港
又
は
関
西
国
際
空
港
の
区
域
に
所

在
す
る
勤
務
官
署

二

住
居
を
得
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
島
に
準

ず
る
区
域
に
所
在
す
る
官
署
で
人
事
院
の
定
め
る
も

の



（
給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
）

（
削
る
）

第
十
七
条
の
二

給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
条
の

三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り

の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
以
下
で
あ
る
職

員
二

第
八
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
一

箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
給
与
法
第
十
二

条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五

千
円
以
下
で
あ
る
職
員

三

第
八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

（
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の
基
準
）



（
削
る
）

第
十
八
条

橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
を
行
う

区
間
は
、
島
等
へ
の
交
通
に
利
用
す
る
橋
等
の
区
間
及

び
そ
れ
に
連
続
す
る
区
間
で
通
常
の
運
賃
に
加
算
さ
れ

る
運
賃
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
並
び
に
当
該
橋

等
の
利
用
に
係
る
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
区
間

と
す
る
。

２

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
橋
等
に
係
る
通
勤

手
当
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
八
条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
運

賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
中
「
普
通

交
通
機
関
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
橋
等
の
」
と
、
同
項



第
一
号
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
橋

等
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ

る
の
は
「
橋
等
」
と
、
「
運
賃
等
」
と
あ
る
の
は
「
特

別
運
賃
等
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
普
通
交
通
機
関

等
」
と
あ
る
の
は
「
橋
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
支
給
日
等
）

（
支
給
日
等
）

第
十
六
条

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
第
四
項
に

第
十
八
条
の
二

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
第
四

規
定
す
る
通
勤
手
当
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同

項
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

項
に
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
、
第
十
八
条
第
二
項

又
は
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

第
二
号
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間

二
十
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間
等
」
と
い
う
。
）

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
最
初
の
月
の
俸
給
の
支
給
定

に
係
る
最
初
の
月
の
俸
給
の
支
給
定
日
（
そ
の
月
が
俸

日
（
そ
の
月
が
俸
給
の
月
額
の
半
額
ず
つ
を
月
二
回
に

給
の
月
額
の
半
額
ず
つ
を
月
二
回
に
支
給
す
る
月
で
あ



支
給
す
る
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
先
の
俸
給
の

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
先
の
俸
給
の
支
給
定
日
。
以
下

支
給
定
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
日
」
と
い

こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す

う
。
）
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で
に
第
三

る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い

届
出
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い
等
の
た
め
、
支
給

等
の
た
め
、
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
支
給
日
後

き
は
、
支
給
日
後
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
日
前
に

２

支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
日
前
に

お
い
て
離
職
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当

お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
は
、
当
該
通

該
翌
日
が
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六

勤
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
行
政
機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後

に
お
い
て
当
該
翌
日
に
最
も
近
い
行
政
機
関
の
休
日
で

な
い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け



る
こ
と
と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

を
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
は
、
当
該
通
勤
手
当
を

そ
の
際
支
給
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

給
与
法
第
十
二
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

４

給
与
法
第
十
二
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

通
勤
手
当
は
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等

通
勤
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
と
し
、

（
第
八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を

同
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
通
勤
手

除
く
。
）
、
給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め

当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す

る
額
（
第
八
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も

る
。

の
を
除
く
。
）
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給

単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等

が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の

合
計
額
（
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
一
箇
月
当
た



り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
が
十
五
万

円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
通
勤
手
当
と
し
、
給
与
法

第
十
二
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、

そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う

ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
と
す
る
。

（
削
る
）

一

職
員
が
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る

も
の
と
し
て
給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定

め
る
額
（
同
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職

員
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
を
負
担

し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
第

一
号
に
定
め
る
額
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通

勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃



等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け

る
当
該
通
勤
手
当

そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係

る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

（
削
る
）

二

職
員
が
給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
定
め
る
額
の
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び

同
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え

る
と
き
に
お
け
る
当
該
通
勤
手
当

そ
の
者
の
当
該

通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い

支
給
単
位
期
間

（
削
る
）

三

職
員
が
二
以
上
の
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
も

の
と
し
て
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給

さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
給
与
法
第
十
二
条
第
三
項



第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等

二
分
の
一
相
当
額
（
第
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号

に
お
い
て
「
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の

一
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
が
二
万
円
を
超

え
る
と
き
に
お
け
る
当
該
通
勤
手
当

そ
の
者
の
当

該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長

い
支
給
単
位
期
間

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

（
返
納
の
事
由
及
び
額
等
）

（
返
納
の
事
由
及
び
額
等
）

第
十
八
条

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で

第
十
九
条
の
二

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規

定
め
る
事
由
は
、
通
勤
手
当
（
一
箇
月
の
支
給
単
位
期

則
で
定
め
る
事
由
は
、
通
勤
手
当
（
一
箇
月
の
支
給
単

間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ

位
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
支
給
さ
れ
る
職
員



い
て
生
じ
た
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
と

に
つ
い
て
生
じ
た
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事

す
る
。

由
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

月
の
中
途
に
お
い
て
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ

三

月
の
中
途
に
お
い
て
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
休
職
に
さ
れ
、
法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し

り
休
職
に
さ
れ
、
法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
、
派
遣
法
第
二
条
第
一

書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
、
派
遣
法
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
育
児
休
業
法
第
三
条

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
育
児
休
業
法
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
、
交
流
派
遣
を
さ

の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
、
交
流
派
遣
を
さ

れ
、
法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

れ
、
法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
自
己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条
第

に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
自
己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
、
福
島
復

五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
、
福
島
復

興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し

興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し

く
は
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

く
は
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣



さ
れ
、
配
偶
者
同
行
休
業
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

さ
れ
、
配
偶
者
同
行
休
業
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
、
令
和
七
年
国
際
博
覧

す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
、
令
和
七
年
国
際
博
覧

会
特
措
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

会
特
措
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

さ
れ
、
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五

さ
れ
、
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
又
は
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
又
は
法
第
八

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た
場
合
（
こ
れ

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た
場
合
（
こ
れ

ら
の
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
又
は
そ
の
翌
月
に
復

ら
の
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
又
は
そ
の
翌
月
に
復

職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を

職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を

除
く
。
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
派
遣
等
と
な

除
く
。
第
十
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
派
遣
等

つ
た
場
合
」
と
い
う
。
）

と
な
つ
た
場
合
」
と
い
う
。
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

２

普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
給
与
法

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

第
十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次



該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

一

一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五

一

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
（
第
八
条
の

万
円
以
下
で
あ
つ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区

三
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月
当

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
給
与
法
第
十
二
条
第
二

項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
五
万
五
千
円
以
下
で
あ
つ
た
場

合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

前
項
第
二
号

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

前
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該

に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該

事
由
に
係
る
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道

事
由
に
係
る
普
通
交
通
機
関
等
（
同
号
の
改
定
後

等
（
同
号
の
改
定
後
に
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手

に
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五



当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な

千
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
者
の

る
と
き
は
、
そ
の
者
の
利
用
す
る
全
て
の
普
通
交

利
用
す
る
全
て
の
普
通
交
通
機
関
等
）
、
同
項
第

通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
）
、
同
項
第
一

一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生

号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ

じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
全
て

た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
全
て
の

の
普
通
交
通
機
関
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る
べ
き

普
通
交
通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
き
、

通
用
期
間
の
定
期
券
の
運
賃
等
の
払
戻
し
を
、
人

使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
運
賃
等

事
院
の
定
め
る
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事

及
び
特
別
料
金
等
の
払
戻
し
を
、
人
事
院
の
定
め

由
発
生
月
」
と
い
う
。
）
の
末
日
に
し
た
も
の
と

る
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
由
発
生
月
」

し
て
得
ら
れ
る
額
（
次
号
に
お
い
て
「
払
戻
金
相

と
い
う
。
）
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ

当
額
」
と
い
う
。
）

る
額
（
次
号
に
お
い
て
「
払
戻
金
相
当
額
」
と
い

う
。
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）



二

一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五

二

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千

万
円
を
超
え
て
い
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区

円
を
超
え
て
い
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

十
五
万
円
に

イ

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

五
万

事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期
間
等
に
係

五
千
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期

る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は

間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
普
通
交
通
機
関

額
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
普
通
交

等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当

通
機
関
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当
額
の
い
ず
れ

額
の
合
計
額
並
び
に
人
事
院
の
定
め
る
額
の
合
計

か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
支
給
単
位
期
間
に
係

額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
支
給
単

る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零
）

位
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
零
）

（
削
る
）

ロ

第
十
八
条
の
二
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に



掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
（
ハ

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

五
万
五
千
円
に
事

由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
全

て
の
普
通
交
通
機
関
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当

額
及
び
人
事
院
の
定
め
る
額
の
合
計
額
の
い
ず
れ

か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
当
該
期
間
に
係
る
最

後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零
）

ロ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
削
る
）

３

新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
給
与
法
第

十
二
条
第
七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定



め
る
額
と
す
る
。

一

一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額

（
二
以
上
の
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し

て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
合
計
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
箇
月
当
た

り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
等
」
と
い

う
。
）
が
二
万
円
以
下
で
あ
つ
た
場
合

次
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当

該
事
由
に
係
る
新
幹
線
鉄
道
等
（
同
号
の
改
定
後

に
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当

額
等
が
二
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、



そ
の
者
の
利
用
す
る
全
て
の
新
幹
線
鉄
道
等
）
、

同
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事

由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す

る
全
て
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る

べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
特
別
料
金
等
の
払
戻

し
を
、
事
由
発
生
月
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て

得
ら
れ
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
次
号

に
お
い
て
「
払
戻
金
二
分
の
一
相
当
額
」
と
い

う
。
）

ロ

使
用
し
て
い
る
定
期
券
に
通
用
期
間
が
六
箇
月

を
超
え
る
も
の
が
あ
る
場
合

人
事
院
の
定
め
る

額

二

一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額



等
が
二
万
円
を
超
え
て
い
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

二
万

円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期
間
に

係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又

は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
新
幹
線
鉄

道
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
二
分
の
一
相
当
額
の
い

ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
支
給
単
位
期
間

に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

零
）

ロ

第
十
八
条
の
二
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
通
勤

手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
（
ハ
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。
）

二
万
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月



か
ら
同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で

の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
そ
の
者
の
利
用
す

る
全
て
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
二

分
の
一
相
当
額
及
び
人
事
院
の
定
め
る
額
の
合
計

額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
事
由
発
生
月
が
当
該
期

間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

零
）

ハ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合

人
事
院
の
定
め
る
額

（
削
る
）

４

橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
給
与
法
第
十
二
条
第

七
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
一
項
第
二



号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該

事
由
に
係
る
橋
等
、
同
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第

四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ

の
者
の
利
用
す
る
全
て
の
橋
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ

る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
特
別
運
賃
等
の
払
戻

し
を
、
事
由
発
生
月
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得

ら
れ
る
額

二

使
用
し
て
い
る
定
期
券
に
通
用
期
間
が
六
箇
月
を

超
え
る
も
の
が
あ
る
場
合

人
事
院
の
定
め
る
額

３

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
前

５

給
与
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
前

項
に
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
返
納

三
項
に
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
返

に
係
る
通
勤
手
当
の
俸
給
の
支
給
義
務
者
と
事
由
発
生

納
に
係
る
通
勤
手
当
の
俸
給
の
支
給
義
務
者
と
事
由
発

月
の
翌
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る
給
与
の
俸
給
の
支
給
義

生
月
の
翌
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る
給
与
の
俸
給
の
支
給



務
者
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

義
務
者
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
給
与
か
ら
当
該

ろ
に
よ
り
当
該
給
与
か
ら
当
該
額
を
差
し
引
く
こ
と
が

額
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

（
支
給
単
位
期
間
）

（
支
給
単
位
期
間
）

第
十
九
条

給
与
法
第
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
人
事

第
十
九
条
の
三

給
与
法
第
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る

院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
普
通

人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
の
区
分
に
応
じ
、
当

普
通
交
通
機
関
等
、
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等
の
区
分

該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合

一

定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合

理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関
等
又
は

理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関
等
、
新

新
幹
線
鉄
道
等

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

普
通
交
通
機

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

普
通
交
通
機



関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
に
お
け
る
定
期
券
の
通

関
等
、
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等
に
お
け
る
定
期

用
期
間
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
最
も
長
い
も
の
に
相
当

券
の
通
用
期
間
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
最
も
長
い
も
の

す
る
期
間
。
た
だ
し
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に

に
相
当
す
る
期
間
。
た
だ
し
、
新
幹
線
鉄
道
等
又

係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ

は
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場

て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
普
通
交
通
機
関
等
に
係

合
で
あ
つ
て
、
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
定
期
券

る
定
期
券
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
定
期
券
が

及
び
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等
に
係
る
定
期
券
が

一
体
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
と
き
に
お
け
る
当

一
体
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
と
き
に
お
け
る
当

該
普
通
交
通
機
関
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
幹
線

該
普
通
交
通
機
関
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
幹
線

鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤

鉄
道
等
又
は
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
支
給

手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
に
相
当
す
る
期
間

単
位
期
間
に
相
当
す
る
期
間

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

回
数
乗
車
券
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的

二

回
数
乗
車
券
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的

か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関

か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関



等
若
し
く
は
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
第
八
条
第
一
項
第

等
、
新
幹
線
鉄
道
等
若
し
く
は
橋
等
又
は
第
八
条
第

三
号
の
人
事
院
の
定
め
る
普
通
交
通
機
関
等

一
箇

一
項
第
三
号
の
人
事
院
の
定
め
る
普
通
交
通
機
関
等

月

一
箇
月

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
普
通
交
通
機
関
等
、
新
幹
線

線
鉄
道
等
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

鉄
道
等
又
は
橋
等
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

る
事
由
（
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す

に
掲
げ
る
事
由
（
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に

る
事
由
に
限
る
。
）
が
前
項
第
一
号
に
定
め
る
期
間
に

該
当
す
る
事
由
に
限
る
。
）
が
前
項
第
一
号
に
定
め
る

係
る
最
後
の
月
の
前
月
以
前
に
生
ず
る
こ
と
が
当
該
期

期
間
に
係
る
最
後
の
月
の
前
月
以
前
に
生
ず
る
こ
と
が

間
に
係
る
最
初
の
月
の
初
日
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る

当
該
期
間
に
係
る
最
初
の
月
の
初
日
に
お
い
て
明
ら
か

場
合
に
は
、
当
該
事
由
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
属

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
由
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る

す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

日
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
ま
で
の
期
間
に
つ

あ
つ
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
ま
で
の
期

い
て
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に

間
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の



準
じ
て
支
給
単
位
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
に
準
じ
て
支
給
単
位
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

第
二
十
条

支
給
単
位
期
間
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規

第
十
九
条
の
四

支
給
単
位
期
間
は
、
第
十
九
条
第
一
項

定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
月
又
は
同

の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
月
又

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
が
改
定

る
月
か
ら
開
始
す
る
。

さ
れ
る
月
か
ら
開
始
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
支
給
で
き
な
い
場
合
）

（
支
給
で
き
な
い
場
合
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
引
き
続
き
職
員
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
法
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
給
与
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当

額
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
」
と
い
う
。
）
第

八
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
き
、
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
（
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
第
六
条

に
規
定
す
る
普
通
交
通
機
関
等
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い

う
。
）
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
（
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
第
八
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
前
の
給
与
法
第
十
二
条
第

三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
の
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
を
い
う
。



次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
二
以
上
の
新
幹
線
鉄
道
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道

等
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
次
項
第
二
号
に
お

い
て
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
て
い
る
職
員
を
除

く
。
）
に
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
施
行
日
の
前
日
及
び
施
行
日
を
含
む
支
給
単
位

期
間
等
（
改
正
前
の
規
則
九
―
二
四
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一

普
通
交
通
機
関
等
及
び
改
正
前
の
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
自
動
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
（
改
正

前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る

場
合
の
も
の
に
限
る
。
）

二

改
正
前
の
給
与
法
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当

三

改
正
前
の
給
与
法
第
十
二
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
通
勤
手
当
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
除
く
。
）

を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
に
は
、
当
該
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
各



月
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
し
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
）
を
、
支

給
単
位
期
間
を
一
箇
月
と
す
る
通
勤
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合

改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
改
正

前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
か
ら
五
万
五
千
円
を
減
じ
て
得
た
額

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合

改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
か
ら

当
該
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
万
円
）
を
減
じ
て
得
た
額

（
権
衡
職
員
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
（
次
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
」
と

い
う
。
）
第
十
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
転
居
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
四
条

改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
第
十
四
条
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者

に
も
適
用
す
る
。



第
五
条

改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る

職
員
と
な
っ
た
者
（
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
当
該
日
以
降
の
転
居
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
も
適
用
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
六
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
（
初
任

八
（
初
任

給

、

昇

給

、

昇

格
、
昇
給

格
、
昇
給

等

の

基

等

の

基

準
）

準
）

規
則
九
―

第
三
条
の
通
勤
届

通
勤
届

届
出
に
係

廃
棄

規
則
九
―

第
三
条
の
通
勤
届

通
勤
届

届
出
に
係

廃
棄

二
四
（
通

る
要
件
を

二
四
（
通

る
要
件
を

勤
手
当
）

具
備
し
な

勤
手
当
）

具
備
し
な

く
な
る
日

く
な
る
日



に
係
る
特

に
係
る
特

定
日
以
後

定
日
以
後

六
年

六
年

第
四
条
第
一
項
の

新
幹
線
鉄
道
等
に
係

確
認
に
係

要
件
の
具
備
を
証

る
特
例
の
支
給
要
件

る
要
件
を

明
す
る
書
類

を
具
備
す
る
か
を
確

具
備
し
な

認
す
る
た
め
の
書
類

く
な
る
日

に
係
る
特

定
日
以
後

六
年

第
四
条
第
二
項
の

通
勤
手
当
認
定
簿

支
給
要
件

第
四
条
第
二
項
の

通
勤
手
当
認
定
簿

支
給
要
件

通
勤
手
当
認
定
簿

を
具
備
し

通
勤
手
当
認
定
簿

を
具
備
し

な
く
な
る

な
く
な
る

日
に
係
る

日
に
係
る

特
定
日
以

特
定
日
以

後
六
年

後
六
年

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
〇
（
特

三
〇
（
特

殊
勤
務
手

殊
勤
務
手

当
）

当
）



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略)



（
人
事
院
規
則
一
―
七
九
の
一
部
改
正
）

第
七
条

人
事
院
規
則
一
―
七
九
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規
則
の
整
備
等

に
関
す
る
人
事
院
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
削
る
）

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九
―
二
四
に
お
け
る
暫
定
再

任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
及
び
第
十
条

削
除

第
九
条

次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
暫
定
再
任
用
職
員

の
う
ち
、
給
与
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三

号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
規
則
九
―
二
四
第
十
六



条
第
一
号
に
規
定
す
る
常
例
に
あ
る
も
の
は
、
給
与
法

第
十
二
条
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤

手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員

と
す
る
。

一

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
令
和
五
年
旧
法
第

八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日

（
令
和
五
年
旧
法
第
八
十
一
条
の
三
又
は
令
和
三
年

改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
令
和
五
年

旧
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
一

条
の
五
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条



第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採

用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日

に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

二

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
第
八
十
一
条
の

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
法
第
八
十

一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項

又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
若
し
く

は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期

が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の

に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

第
十
条

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第



五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退

職
し
た
日
の
翌
日
に
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
第
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
二
四
第
十
六
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
退
職
し
た

日
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
し
た
日
（
国
家
公
務
員
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十

一
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
を
含

む
。
）
」
と
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
三
四
―
三
四

人
事
院
規
則
九
―
三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
三
四
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
支
給
官
職
）

（
支
給
官
職
）

第
二
条

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

第
二
条

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
官
職
は
、
医
療
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員

る
官
職
は
、
医
療
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員



の
官
職
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
官
職
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
官
職
以
外
の
官
職
で
規
則
九
―

三

前
二
号
に
掲
げ
る
官
職
以
外
の
官
職
で
給
与
法
第

四
九
―
五
七
（
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手

十
一
条
の
三
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
地
域

当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）
に
よ
る
改

以
外
の
地
域
に
所
在
す
る
官
署
（
同
項
の
人
事
院
規

正
前
の
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）(

以
下
こ
の

則
で
定
め
る
官
署
を
除
く
。
）
に
置
か
れ
る
も
の
又

項
に
お
い
て
「
旧
規
則
九
―
四
九
」
と
い
う
。)

別

は
同
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
級
地
が
五
級

表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域
に
所
在
す
る
官

地
、
六
級
地
若
し
く
は
七
級
地
と
さ
れ
る
地
域
に
所

署
（
旧
規
則
九
―
四
九
別
表
第
二
に
掲
げ
る
官
署
を

在
す
る
官
署
（
当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
、
三

除
く
。
）
に
置
か
れ
る
も
の
又
は
旧
規
則
九
―
四
九

級
地
又
は
四
級
地
と
さ
れ
る
官
署
を
除
く
。
）
若
し

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
手
当
の
級
地
が
五
級

く
は
当
該
級
地
が
五
級
地
、
六
級
地
若
し
く
は
七
級

地
、
六
級
地
若
し
く
は
七
級
地
と
さ
れ
て
い
た
地
域

地
と
さ
れ
る
官
署
に
置
か
れ
る
官
職

に
所
在
す
る
官
署
（
当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級



地
、
三
級
地
又
は
四
級
地
と
さ
れ
て
い
た
官
署
を
除

く
。
）
若
し
く
は
当
該
級
地
が
五
級
地
、
六
級
地
若

し
く
は
七
級
地
と
さ
れ
て
い
た
官
署
に
置
か
れ
る
官

職
四

旧
規
則
九
―
四
九
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
手

四

給
与
法
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当

当
の
級
地
が
四
級
地
と
さ
れ
て
い
た
地
域
に
所
在
す

の
級
地
が
四
級
地
と
さ
れ
る
地
域
に
所
在
す
る
官
署

る
官
署
（
当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
又
は
三
級

（
当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
又
は
三
級
地
と
さ

地
と
さ
れ
て
い
た
官
署
を
除
く
。
）
又
は
当
該
級
地

れ
る
官
署
を
除
く
。
）
又
は
当
該
級
地
が
四
級
地
と

が
四
級
地
と
さ
れ
て
い
た
官
署
に
置
か
れ
る
官
職

さ
れ
る
官
署
に
置
か
れ
る
官
職

五

旧
規
則
九
―
四
九
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
手

五

給
与
法
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当

当
の
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
若
し
く
は
三
級
地
と

の
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
若
し
く
は
三
級
地
と
さ

さ
れ
て
い
た
地
域
に
所
在
す
る
官
署
又
は
当
該
級
地

れ
る
地
域
に
所
在
す
る
官
署
又
は
当
該
級
地
が
一
級

が
一
級
地
、
二
級
地
若
し
く
は
三
級
地
と
さ
れ
て
い

地
、
二
級
地
若
し
く
は
三
級
地
と
さ
れ
る
官
署
に
置



た
官
署
に
置
か
れ
る
官
職

か
れ
る
官
職

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
四
〇
―
六
三

人
事
院
規
則
九
―
四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
一
時
差
止
処
分
の
手
続
）

（
一
時
差
止
処
分
の
手
続
）

第
六
条
の
三

各
庁
の
長
（
給
与
法
第
七
条
に
規
定
す
る

第
六
条
の
三

各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含



各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下

む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
給
与
法
第
十
九
条
の
六
第
一

同
じ
。
）
は
、
給
与
法
第
十
九
条
の
六
第
一
項
（
給
与

項
（
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
五
項
及
び
第
二
十
三
条

法
第
十
九
条
の
七
第
五
項
及
び
第
二
十
三
条
第
八
項
に

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一

に
よ
る
一
時
差
止
処
分
（
以
下
「
一
時
差
止
処
分
」
と

時
差
止
処
分
（
以
下
「
一
時
差
止
処
分
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ

を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
書

の
旨
を
書
面
で
人
事
院
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

面
で
人
事
院
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

第
十
三
条

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職

第
十
三
条

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職

員
の
成
績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

員
の
成
績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各

て
、
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各

庁
の
長
は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一

庁
の
長
は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一



項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ

項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ

り
、
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
又
は
第
三

り
、
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
イ
及
び
ロ
又
は
第
三

号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
と
協

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
と
協

議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に

れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
（
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直

イ

直
近
の
業
績
評
価
（
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直

近
の
業
績
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
体

近
の
業
績
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
体

評
語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
職

評
語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
職

員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員

百

員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員

六

分
の
百
二
十
四
以
上
百
分
の
三
百
十
五
以
下
（
給

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
二
十
一
・
五



与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
管

以
上
百
分
の
二
百
五
以
下
（
給
与
法
第
十
九
条
の

理
職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特

四
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
管
理
職
員
（
以
下
こ

定
管
理
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
管
理
職
員
」
と

の
百
四
十
八
以
上
百
分
の
三
百
七
十
五
以
下
）

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
十
五
・
五

以
上
百
分
の
二
百
四
十
五
以
下
）
、
十
二
月
に
支

給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
二
十
六
・
五
以
上
百

分
の
二
百
十
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
百
五
十
・
五
以
上
百
分
の
二
百
五
十

五
以
下
）

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

秀
な
職
員

百
分
の
百
十
二
・
五
以
上
百
分
の
百

秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

二
十
四
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

百
十
以
上
百
分
の
百
二
十
一
・
五
未
満
（
特
定
管



分
の
百
三
十
三
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
八
未

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
三
十
一
以
上
百

満
）

分
の
百
四
十
五
・
五
未
満
）
、
十
二
月
に
支
給
す

る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
五
以
上
百
分
の
百
二
十

六
・
五
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

分
の
百
三
十
六
以
上
百
分
の
百
五
十
・
五
未
満
）

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

（
ニ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百

（
ニ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六

分
の
百
一
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
八
・
五

の
百
二
十
一
）

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十



八
・
五
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分

の
百
三
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

分
の
百
二
十
三
・
五
）

ニ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

ニ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月

の
九
十
二
・
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
以
下
（
特
定

は
、
百
分
の
百
十
一
・
五
以
下
）

管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
九
以
下
）
、

十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
五
以

下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十

四
以
下
）

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員



当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
百
三
十
八
以

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

上
百
分
の
三
百
十
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ

合
に
は
百
分
の
百
三
十
五
・
五
以
上
百
分
の
二
百

つ
て
は
、
百
分
の
百
八
十
五
以
上
百
分
の
三
百
七

十
九
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分

十
五
以
下
）

の
百
八
十
二
・
五
以
上
百
分
の
二
百
八
十
二
以

下
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百

四
十
・
五
以
上
百
分
の
二
百
二
十
九
以
下
（
特
定

管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
八
十
七
・
五

以
上
百
分
の
二
百
九
十
二
以
下
）

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
百
十
七
以
上

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

百
分
の
百
三
十
八
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

合
に
は
百
分
の
百
十
四
・
五
以
上
百
分
の
百
三
十

て
は
、
百
分
の
百
四
十
七
以
上
百
分
の
百
八
十
五

五
・
五
未
満
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百



未
満
）

分
の
百
四
十
四
・
五
以
上
百
分
の
百
八
十
二
・
五

未
満
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

百
十
九
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
・
五
未
満
（
特

定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
十
九
・

五
以
上
百
分
の
百
八
十
七
・
五
未
満
）

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
九
十
六
（
特

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
一
）

合
に
は
百
分
の
九
十
三
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に

あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
八
・
五
）
、
十
二
月
に
支

給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
八
・
五
（
特
定
管

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
三
・
五
）

ニ

前
号
ニ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
八
十
七
・
五

ニ

前
号
ニ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

合
に
は
百
分
の
八
十
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に

一
・
五
以
下
）

あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十
九
以
下
）
、
十
二
月
に



支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
以
下
（
特
定
管

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
以
下
）

三

指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職

三

指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職

員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す

員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

百
分
の
百
十
三
・
七
五
以
上
百
分
の
二
百
十

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
二
・

二
・
五
以
下
（
事
務
次
官
、
会
計
検
査
院
事
務
総

五
以
上
百
分
の
二
百
十
以
下
（
事
務
次
官
、
会
計

長
、
人
事
院
事
務
総
長
、
内
閣
法
制
次
長
、
宮
内

検
査
院
事
務
総
長
、
人
事
院
事
務
総
長
、
内
閣
法

庁
次
長
、
警
察
庁
長
官
、
金
融
庁
長
官
、
消
費
者

制
次
長
、
宮
内
庁
次
長
、
警
察
庁
長
官
、
金
融
庁

庁
長
官
及
び
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
あ
つ
て
は
、

長
官
、
消
費
者
庁
長
官
及
び
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

百
分
の
百
六
・
二
五
）

（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
事
務
次
官
等
」
と
い



う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
五
）
、
十
二
月

に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
百
十
五
以
上
百
分

の
二
百
十
五
以
下
（
事
務
次
官
等
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
百
七
・
五
）

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
上
位
の
段
階

で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
並

で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
並

び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
中
位
の
段

び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
中
位
の
段

階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近

階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近

の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員
（
ハ
の
人
事
院

の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員
（
ハ
の
人
事
院

の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百
分
の
百
・
二
五

の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
百
分
の
九
十
九
、
十
二
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
百
分
の
百
一
・
五

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
下
位
の
段
階

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
下
位
の
段
階



で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期

で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期

間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の

間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の

人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分
の
九
十
一
・
七
五

人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合

以
下

に
は
百
分
の
九
十
・
五
以
下
、
十
二
月
に
支
給
す

る
場
合
に
は
百
分
の
九
十
三
以
下

四

任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
の
適
用

（
新
設
）

を
受
け
る
職
員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の

区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め

る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

秀
な
職
員

百
分
の
八
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二

百
六
十
二
・
五
以
下



ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百

分
の
七
十
七
・
五

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分

の
七
十
一
以
下

２

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
で
あ

２

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
で
あ



つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規

つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
直
近
の
業

（
新
設
）

績
評
価
の
全
体
評
語
を
付
さ
れ
た
時
に
お
い
て
、
人

事
評
価
政
令
第
六
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

掲
げ
る
職
員
で
あ
つ
た
職
員

前
項
第
四
号
イ
及
び

ロ
中
「
「
優
良
」
の
段
階
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
上

位
の
段
階
」
と
、
同
号
ロ
中
「
「
良
好
」
」
と
あ
る

の
は
「
中
位
」
と
、
同
号
ハ
中
「
「
や
や
不
十
分
」

の
段
階
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
下
位
の
段
階
」
と
す

る
。



３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
直
近
の
業
績
評
価
の
全

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
直
近
の
業
績
評
価
の
全

体
評
語
が
「
優
良
」
の
段
階
以
上
又
は
上
位
の
段
階
で

体
評
語
が
「
優
良
」
の
段
階
以
上
又
は
上
位
の
段
階
で

あ
る
職
員
の
う
ち
当
該
全
体
評
語
が
同
じ
段
階
で
あ
る

あ
る
職
員
の
う
ち
当
該
全
体
評
語
が
同
じ
段
階
で
あ
る

職
員
に
つ
い
て
同
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二

職
員
に
つ
い
て
同
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
当
該
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の
段

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
当
該
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の
段

階
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
及
び
第

階
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
及
び
第

二
号
イ
を
除
く
。
）
、
同
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
並
び
に

二
号
イ
を
除
く
。
）
並
び
に
同
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
の

第
四
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
定
め
る

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
定
め
る
と
き
並
び
に
当
該
職

と
き
並
び
に
当
該
職
員
の
成
績
率
を
定
め
る
と
き
並
び

員
の
成
績
率
を
定
め
る
と
き
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価

に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十
分
」

の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十
分
」
の
段
階
以
下
又
は
下

の
段
階
以
下
又
は
下
位
の
段
階
で
あ
る
職
員
の
う
ち
当

位
の
段
階
で
あ
る
職
員
の
う
ち
当
該
全
体
評
語
が
同
じ

該
全
体
評
語
が
同
じ
段
階
で
あ
る
職
員
の
成
績
率
を
定

段
階
で
あ
る
職
員
の
成
績
率
を
定
め
る
と
き
は
、
こ
れ



め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
職
員
の
直
近
の
業
績
評
価
の

ら
の
職
員
の
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
付
さ
れ

全
体
評
語
が
付
さ
れ
た
理
由
、
人
事
評
価
政
令
第
六
条

た
理
由
、
人
事
評
価
政
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
評
語
及
び
当
該
個
別
評
語
が

個
別
評
語
及
び
当
該
個
別
評
語
が
付
さ
れ
た
理
由
そ
の

付
さ
れ
た
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
考
慮
す
る

他
参
考
と
な
る
事
項
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

第
十
三
条
の
二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
成

第
十
三
条
の
二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
成

績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

績
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
庁

当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
庁

の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
庁
の
長

の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
庁
の
長

は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
職

は
、
そ
の
所
属
の
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
職

員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
第

員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
第

一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と

一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と



が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
人
事
院
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ

じ
め
人
事
院
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
が

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
が

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

イ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優

秀
な
職
員

百
分
の
五
十
一
・
五
以
上
（
特
定
管

秀
な
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の

理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
一
・
五
以

五
十
・
二
五
以
上
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

上
）

は
、
百
分
の
六
十
・
二
五
以
上
）
、
十
二
月
に
支

給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五
十
二
・
七
五
以
上

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十



二
・
七
五
以
上
）

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

ロ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
優
良
」
の

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

段
階
以
上
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

な
職
員
並
び
に
直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

「
良
好
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百

（
ハ
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

六

分
の
四
十
八
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四
十
六
・
七
五

分
の
五
十
八
）

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十

六
・
七
五
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百

分
の
四
十
九
・
二
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
五
十
九
・
二
五
）

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十

ハ

直
近
の
業
績
評
価
の
全
体
評
語
が
「
や
や
不
十



分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

分
」
の
段
階
以
下
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

百
分

た
職
員
そ
の
他
の
人
事
院
の
定
め
る
職
員

六
月

の
四
十
六
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、

に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四
十
四
・
七
五
以

百
分
の
五
十
六
以
下
）

下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十

四
・
七
五
以
下
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に

は
百
分
の
四
十
七
・
二
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
七
・
二
五
以
下
）

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

二

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
五
十
四
・
五

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

以
上
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六

合
に
は
百
分
の
五
十
三
・
二
五
以
上
（
特
定
管
理



十
九
以
上
）

職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
七
・
七
五
以

上
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五

十
五
・
七
五
以
上
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
七
十
・
二
五
以
上
）

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
四
十
六
（
特

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
三
）

合
に
は
百
分
の
四
十
四
・
七
五
（
特
定
管
理
職
員

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
一
・
七
五
）
、
十
二

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四
十
七
・
二
五

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十

四
・
二
五
）

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
四
十
四
以
下

ハ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
職
員

六
月
に
支
給
す
る
場

（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
一

合
に
は
百
分
の
四
十
二
・
七
五
以
下
（
特
定
管
理

以
下
）

職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
四
十
九
・
七
五
以



下
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
四

十
五
・
二
五
以
下
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て

は
、
百
分
の
五
十
二
・
二
五
以
下
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場

合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項

合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項

中
「
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
当
該

中
「
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
当
該

全
体
評
語
が
「
優
良
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て

全
体
評
語
が
「
優
良
」
の
段
階
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て

は
、
同
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
を
除
く
。
）
、
同

は
、
同
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
を
除
く
。
）
並
び

項
第
三
号
イ
又
は
ロ
並
び
に
第
四
号
イ
又
は
ロ
」
と
あ

に
同
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
」
と
あ
る
の
は
、
「
又
は
ロ

る
の
は
、
「
又
は
ロ
及
び
第
二
号
イ
又
は
ロ
」
と
読
み

及
び
第
二
号
イ
又
は
ロ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。

附

則



こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手

当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
四
九
―
五
七

人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に



改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
給
与
法
第
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
）

（
給
与
法
第
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
）

第
十
一
条

給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
人
事
院
規

第
十
一
条

給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

職
員
が
そ
の
在
勤
す
る
地
域
、
官
署
若
し
く
は
空

一

職
員
が
そ
の
在
勤
す
る
地
域
、
官
署
若
し
く
は
空

港
の
区
域
を
異
に
す
る
異
動
又
は
そ
の
在
勤
す
る
官

港
の
区
域
を
異
に
す
る
異
動
又
は
そ
の
在
勤
す
る
官

署
の
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
第
二
条
に

署
の
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
第
二
条
に

規
定
す
る
地
域
若
し
く
は
官
署
又
は
第
四
条
に
規
定

規
定
す
る
地
域
若
し
く
は
官
署
又
は
第
四
条
に
規
定

す
る
空
港
の
区
域
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十

す
る
空
港
の
区
域
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
地
域
手
当
支
給
地

て
「
地
域
手
当
支
給
地
域
等
」
と
い
う
。
）
に
引
き

域
等
」
と
い
う
。
）
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て

続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で

在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
地
域
手
当
支
給

あ
っ
て
、
地
域
手
当
支
給
地
域
等
又
は
第
六
条
に
規



地
域
等
又
は
第
六
条
に
規
定
す
る
官
署
（
以
下
こ
の

定
す
る
官
署
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
別
移
転
官
署
」
と
い

「
特
別
移
転
官
署
」
と
い
う
。
）
に
引
き
続
き
六
箇

う
。
）
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い

月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
と
き
。

た
と
き
（
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
の
前
日
に
地
域
手
当

支
給
地
域
等
又
は
特
別
移
転
官
署
に
在
勤
を
し
て
い

た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
在
勤
を
し
て
い
た
期
間

と
当
該
採
用
の
直
後
に
地
域
手
当
支
給
地
域
等
又
は

特
別
移
転
官
署
に
在
勤
し
て
い
た
期
間
と
を
合
算
し

た
期
間
が
六
箇
月
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
を
含

む
。
）
。



二

検
察
官
で
あ
っ
た
者
、
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第

二

検
察
官
で
あ
っ
た
者
、
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第

三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等
（
以
下

三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等
（
以
下

「
行
政
執
行
法
人
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た

「
行
政
執
行
法
人
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た

者
又
は
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八

者
又
は
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八

号
）
第
四
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
民
間

号
）
第
四
十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
民
間

資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促

資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七

号
）
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
派
遣
職
員

号
）
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
派
遣
職
員

（
以
下
「
国
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者

（
以
下
「
国
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者

か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用

か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
が
そ
の
在
勤
す
る
地

を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
が
そ
の
在
勤
す
る
地

域
、
官
署
若
し
く
は
空
港
の
区
域
を
異
に
す
る
異
動

域
、
官
署
若
し
く
は
空
港
の
区
域
を
異
に
す
る
異
動

又
は
そ
の
在
勤
す
る
官
署
の
移
転
の
日
の
前
日
に
在

又
は
そ
の
在
勤
す
る
官
署
の
移
転
の
日
の
前
日
に
在



勤
し
て
い
た
地
域
手
当
支
給
地
域
等
に
俸
給
表
の
適

勤
し
て
い
た
地
域
手
当
支
給
地
域
等
に
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え

用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え

て
在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
俸
給
表
の
適

て
在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
日
（
以
下
「
適
用
日
」

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
日
（
以
下
「
適
用
日
」

と
い
う
。
）
前
の
検
察
官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等

と
い
う
。
）
前
の
検
察
官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等

又
は
国
派
遣
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
（
常

又
は
国
派
遣
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
（
常

時
勤
務
に
服
す
る
者
と
し
て
適
用
日
の
前
日
ま
で
引

時
勤
務
に
服
す
る
者
と
し
て
適
用
日
の
前
日
ま
で
引

き
続
き
勤
務
し
て
い
た
期
間
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

き
続
き
勤
務
し
て
い
た
期
間
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
俸
給
表
の
適
用
を

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
と

受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
と

き
に
、
地
域
手
当
支
給
地
域
等
又
は
特
別
移
転
官
署

き
に
、
当
該
地
域
手
当
支
給
地
域
等
に
引
き
続
き
六

に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
こ
と

箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
と
き
。

と
な
る
と
き
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で



あ
っ
て
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採

用
の
前
日
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
当
該

地
域
、
官
署
若
し
く
は
空
港
の
区
域
を
異
に
す
る
異

動
又
は
当
該
在
勤
す
る
官
署
の
移
転
の
日
前
六
箇
月

以
内
に
検
察
官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
若
し
く
は

国
派
遣
職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
当

該
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
も
の
に

限
る
。
）
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
に
あ
っ
て

は
、
適
用
日
前
の
検
察
官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等

又
は
国
派
遣
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
及
び

当
該
期
間
に
引
き
続
い
て
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い

た
期
間
を
同
項
の
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た



も
の
と
し
た
場
合
に
、
地
域
手
当
支
給
地
域
等
又
は

特
別
移
転
官
署
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤

し
て
い
た
こ
と
と
な
る
と
き
を
含
む
。
）
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
二
号
に
掲
げ

三

検
察
官
で
あ
っ
た
者
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で

る
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
人
事

あ
っ
た
者
又
は
国
派
遣
職
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事

院
が
定
め
る
場
合

交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
と
な
っ
た
者
が
そ
の
在
勤
す
る
地
域
、
官
署
若

し
く
は
空
港
の
区
域
を
異
に
す
る
異
動
又
は
そ
の
在

勤
す
る
官
署
の
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た

地
域
手
当
支
給
地
域
等
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
と
し
て
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
適
用
日
前
の
検
察
官
、
行

政
執
行
法
人
職
員
等
又
は
国
派
遣
職
員
と
し
て
勤
務



し
て
い
た
期
間
を
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と

し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
と
き
に
、
地
域
手

当
支
給
地
域
等
又
は
特
別
移
転
官
署
に
引
き
続
き
六

箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
と
き

（
前
号
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
。

２

給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定

２

給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定

め
る
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

め
る
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

当
該
異
動
若
し
く

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

当
該
異
動
若
し
く

は
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
手
当
支

は
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
手
当
支

給
地
域
等
又
は
同
日
か
ら
六
箇
月
を
遡
っ
た
日
の
前

給
地
域
等
又
は
同
日
か
ら
六
箇
月
を
さ
か
の
ぼ
っ
た

日
か
ら
当
該
異
動
若
し
く
は
移
転
の
日
の
前
日
ま
で

日
の
前
日
か
ら
当
該
異
動
若
し
く
は
移
転
の
日
の
前

の
間
（
次
号
に
お
い
て
「
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）

日
ま
で
の
間
（
第
三
号
に
お
い
て
「
対
象
期
間
」
と



に
在
勤
し
て
い
た
当
該
地
域
手
当
支
給
地
域
等
以
外

い
う
。
）
に
在
勤
し
て
い
た
当
該
地
域
手
当
支
給
地

の
地
域
手
当
支
給
地
域
等
（
特
別
移
転
官
署
を
除

域
等
以
外
の
地
域
手
当
支
給
地
域
等
（
特
別
移
転
官

く
。
）
若
し
く
は
特
別
移
転
官
署
（
同
日
に
在
勤
し

署
を
除
く
。
）
若
し
く
は
特
別
移
転
官
署
（
同
日
に

て
い
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
給
与
法
第
十
一
条

在
勤
し
て
い
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
給
与
法
第

の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
若
し
く
は
第
四
条

十
一
条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
若
し
く
は

各
号
に
定
め
る
割
合
又
は
み
な
し
特
例
支
給
割
合

第
四
条
各
号
に
定
め
る
割
合
又
は
み
な
し
特
例
支
給

（
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

割
合
（
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規

る
み
な
し
特
例
支
給
割
合
を
い
う
。
次
号
及
び
次
条

定
す
る
み
な
し
特
例
支
給
割
合
を
い
う
。
第
三
号
及

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
最
も
低
い
割
合

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
最
も
低
い
割
合

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

適
用
日
前
の
検
察

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

当
該
異
動
又
は
移

官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
又
は
国
派
遣
職
員
と
し

転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
手
当
支
給
地

て
勤
務
し
て
い
た
期
間
を
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る

域
等
に
係
る
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
各
号
に

職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、

定
め
る
割
合
又
は
第
四
条
各
号
に
定
め
る
割
合



当
該
異
動
若
し
く
は
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て

い
た
地
域
手
当
支
給
地
域
等
又
は
対
象
期
間
に
在
勤

し
て
い
た
こ
と
と
な
る
当
該
地
域
手
当
支
給
地
域
等

以
外
の
地
域
手
当
支
給
地
域
等
（
特
別
移
転
官
署
を

除
く
。
）
若
し
く
は
特
別
移
転
官
署
（
同
日
に
在
勤

し
て
い
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
給
与
法
第
十
一

条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
若
し
く
は
第
四

条
各
号
に
定
め
る
割
合
又
は
み
な
し
特
例
支
給
割
合

の
う
ち
最
も
低
い
割
合

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

別
に
人
事
院
が
定

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

適
用
日
前
の
検
察

め
る
割
合

官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
又
は
国
派
遣
職
員
と
し

て
勤
務
し
て
い
た
期
間
を
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、



当
該
異
動
若
し
く
は
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て

い
た
地
域
手
当
支
給
地
域
等
又
は
対
象
期
間
に
在
勤

し
て
い
た
こ
と
と
な
る
当
該
地
域
手
当
支
給
地
域
等

以
外
の
地
域
手
当
支
給
地
域
等
（
特
別
移
転
官
署
を

除
く
。
）
若
し
く
は
特
別
移
転
官
署
（
同
日
に
在
勤

し
て
い
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
給
与
法
第
十
一

条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
若
し
く
は
第
四

条
各
号
に
定
め
る
割
合
又
は
み
な
し
特
例
支
給
割
合

の
う
ち
最
も
低
い
割
合

第
十
二
条

給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
二
項
の
人
事
院
規

第
十
二
条

給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
二
項
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

職
員
が
そ
の
在
勤
す
る
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又

一

職
員
が
そ
の
在
勤
す
る
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又

は
そ
の
在
勤
す
る
官
署
の
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤

は
そ
の
在
勤
す
る
官
署
の
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤



し
て
い
た
特
別
移
転
官
署
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超

し
て
い
た
特
別
移
転
官
署
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超

え
て
在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
別

え
て
在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
別

移
転
官
署
又
は
当
該
特
別
移
転
官
署
以
外
の
特
別
移

移
転
官
署
又
は
当
該
特
別
移
転
官
署
以
外
の
特
別
移

転
官
署
若
し
く
は
地
域
手
当
支
給
地
域
等
（
当
該
異

転
官
署
若
し
く
は
地
域
手
当
支
給
地
域
等
（
当
該
異

動
又
は
移
転
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

動
又
は
移
転
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

に
お
い
て
み
な
し
特
例
支
給
割
合
又
は
給
与
法
第
十

に
お
い
て
み
な
し
特
例
支
給
割
合
又
は
給
与
法
第
十

一
条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
若
し
く
は
第

一
条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
若
し
く
は
第

四
条
各
号
に
定
め
る
割
合
が
同
日
の
前
日
に
在
勤
し

四
条
各
号
に
定
め
る
割
合
が
同
日
の
前
日
に
在
勤
し

て
い
た
特
別
移
転
官
署
に
係
る
み
な
し
特
例
支
給
割

て
い
た
特
別
移
転
官
署
に
係
る
み
な
し
特
例
支
給
割

合
以
上
と
な
る
特
別
移
転
官
署
又
は
地
域
手
当
支
給

合
以
上
と
な
る
特
別
移
転
官
署
又
は
地
域
手
当
支
給

地
域
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

地
域
等
に
限
る
。
）
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て

に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
と
き

在
勤
し
て
い
た
と
き
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
っ
て
法
第



六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
の
前
日
に

当
該
特
別
移
転
官
署
又
は
当
該
特
別
移
転
官
署
以
外

の
特
別
移
転
官
署
若
し
く
は
地
域
手
当
支
給
地
域
等

に
在
勤
を
し
て
い
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
在
勤

を
し
て
い
た
期
間
と
当
該
採
用
の
直
後
に
当
該
特
別

移
転
官
署
又
は
当
該
特
別
移
転
官
署
以
外
の
特
別
移

転
官
署
若
し
く
は
地
域
手
当
支
給
地
域
等
に
在
勤
し

て
い
た
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間
が
六
箇
月
を
超
え

る
こ
と
と
な
る
と
き
を
含
む
。
）
。

二

検
察
官
で
あ
っ
た
者
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で

二

検
察
官
で
あ
っ
た
者
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で

あ
っ
た
者
又
は
国
派
遣
職
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事

あ
っ
た
者
又
は
国
派
遣
職
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事

交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る

交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
と
な
っ
た
者
が
そ
の
在
勤
す
る
官
署
を
異
に
す

職
員
と
な
っ
た
者
が
そ
の
在
勤
す
る
官
署
を
異
に
す



る
異
動
又
は
そ
の
在
勤
す
る
官
署
の
移
転
の
日
の
前

る
異
動
又
は
そ
の
在
勤
す
る
官
署
の
移
転
の
日
の
前

日
に
在
勤
し
て
い
た
特
別
移
転
官
署
に
俸
給
表
の
適

日
に
在
勤
し
て
い
た
特
別
移
転
官
署
に
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え

用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え

て
在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
適
用
日
前
の

て
在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
適
用
日
前
の

検
察
官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
又
は
国
派
遣
職
員

検
察
官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
又
は
国
派
遣
職
員

と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
を
俸
給
表
の
適
用
を
受

と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
を
俸
給
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
と
き

け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
と
き

に
、
当
該
特
別
移
転
官
署
又
は
当
該
特
別
移
転
官
署

に
、
当
該
特
別
移
転
官
署
又
は
当
該
特
別
移
転
官
署

以
外
の
特
別
移
転
官
署
若
し
く
は
地
域
手
当
支
給
地

以
外
の
特
別
移
転
官
署
若
し
く
は
地
域
手
当
支
給
地

域
等
（
当
該
異
動
又
は
移
転
の
日
か
ら
一
年
を
経
過

域
等
（
当
該
異
動
又
は
移
転
の
日
か
ら
一
年
を
経
過

す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
み
な
し
特
例
支
給
割
合
又

す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
み
な
し
特
例
支
給
割
合
又

は
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割

は
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割

合
若
し
く
は
第
四
条
各
号
に
定
め
る
割
合
が
同
日
の

合
若
し
く
は
第
四
条
各
号
に
定
め
る
割
合
が
同
日
の



前
日
に
在
勤
し
て
い
た
特
別
移
転
官
署
に
係
る
み
な

前
日
に
在
勤
し
て
い
た
特
別
移
転
官
署
に
係
る
み
な

し
特
例
支
給
割
合
以
上
と
な
る
特
別
移
転
官
署
又
は

し
特
例
支
給
割
合
以
上
と
な
る
特
別
移
転
官
署
又
は

地
域
手
当
支
給
地
域
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

地
域
手
当
支
給
地
域
等
に
限
る
。
）
に
引
き
続
き
六

い
て
同
じ
。
）
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤

箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
と
き
。

し
て
い
た
こ
と
と
な
る
と
き
（
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
で
あ
っ
て
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
採
用
の
前
日
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
（
当
該
官
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
当
該
在

勤
す
る
官
署
の
移
転
の
日
前
六
箇
月
以
内
に
検
察

官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
若
し
く
は
国
派
遣
職
員

か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
当
該
俸
給
表
の

適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
と

し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
適
用
日
前



の
検
察
官
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
又
は
国
派
遣
職

員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
及
び
当
該
期
間
に
引

き
続
い
て
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
を
同
項

の
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場

合
に
、
当
該
特
別
移
転
官
署
又
は
当
該
特
別
移
転
官

署
以
外
の
特
別
移
転
官
署
若
し
く
は
地
域
手
当
支
給

地
域
等
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い

た
こ
と
と
な
る
と
き
を
含
む
。
）
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
二
号
に
掲
げ

（
新
設
）

る
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
人
事

院
が
定
め
る
場
合

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）



２

給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
の
異
動
等
に
準
ず
る

（
新
設
）

も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用

（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る

も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
院
が
定
め
る

も
の

第
十
四
条

給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ

第
十
四
条

給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
を
支
給
さ
れ

り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
を
支
給
さ
れ

る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員

る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員

と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
を
い

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
職
員
で
、
適

う
も
の
と
す
る
。

用
日
前
二
年
以
内
の
検
察
官
又
は
行
政
執
行
法
人
職
員



等
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
（
常
時
勤
務
に
服
す
る

者
と
し
て
適
用
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き
勤
務
し
て
い

た
期
間
に
限
る
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
俸
給

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の

と
し
た
場
合
に
同
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
支
給
要

件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
す
る
。

一

人
事
交
流
等
に
よ
り
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職

一

人
事
交
流
等
に
よ
り
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
と
な
っ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
適
用
日
前
三
年
以

員
と
な
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

内
の
検
察
官
又
は
行
政
執
行
法
人
職
員
等
と
し
て
勤

務
し
て
い
た
期
間
に
第
二
条
に
規
定
す
る
地
域
に
お

い
て
勤
務
し
て
い
た
職
員
（
適
用
日
前
三
年
以
内
の

期
間
に
お
い
て
、
か
つ
て
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
で
人
事
交
流
等
に
よ



り
引
き
続
き
検
察
官
又
は
行
政
執
行
法
人
職
員
等
と

な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
に
同
条
に
規

定
す
る
地
域
又
は
官
署
に
お
い
て
勤
務
し
て
い
た

者
）
の
う
ち
、
適
用
日
前
三
年
以
内
の
検
察
官
又
は

行
政
執
行
法
人
職
員
等
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間

（
常
時
勤
務
に
服
す
る
者
と
し
て
適
用
日
の
前
日
ま

で
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
期
間
に
限
る
。
）
を
俸

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た

も
の
と
し
た
場
合
に
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項

に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ

と
と
な
る
者

二

前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
異
動
等
に
準
ず
る

二

適
用
日
前
二
年
以
内
の
検
察
官
又
は
行
政
執
行
法

も
の
が
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
異
動
等
に
準
ず

人
職
員
等
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
期
間
に
第
二
条
に



る
も
の
が
あ
っ
た
日
の
前
日
に
地
域
手
当
支
給
地
域

規
定
す
る
地
域
に
お
い
て
勤
務
し
て
い
た
者
（
適
用

等
に
お
い
て
勤
務
し
て
い
た
者
で
、
当
該
異
動
等
に

日
前
二
年
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
か
つ
て
俸
給
表

準
ず
る
も
の
を
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
に
規

の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
で

定
す
る
異
動
等
と
み
な
し
た
場
合
に
同
項
に
規
定
す

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
検
察
官
又
は
行
政
執

る
地
域
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る

行
法
人
職
員
等
と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該

者

期
間
に
同
条
に
規
定
す
る
地
域
又
は
官
署
に
お
い
て

勤
務
し
て
い
た
者
）
で
あ
る
こ
と
。

三

前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
異
動
等
に
準
ず
る

（
新
設
）

も
の
が
あ
っ
た
職
員
で
、
当
該
異
動
等
に
準
ず
る
も

の
が
あ
っ
た
日
の
前
日
に
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た

も
の
又
は
前
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の



の
う
ち
、
当
該
異
動
等
に
準
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
日

前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合

に
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給

要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
者

四

前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
異
動
等
に
準
ず
る

（
新
設
）

も
の
が
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
前
三
号
に
規
定
す
る

職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職
員
と
し
て
人
事
院

が
認
め
る
者

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
職
員
に

２

前
項
に
規
定
す
る
職
員
に
支
給
す
る
地
域
手
当
の
額

支
給
す
る
地
域
手
当
の
額
及
び
支
給
期
間
は
、
同
項
第

及
び
支
給
期
間
は
、
同
項
の
場
合
に
具
備
す
る
こ
と
と

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
場
合
に
具
備
す
る
こ
と
と
な

な
る
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
支
給
要
件
に
基

る
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
の
支
給
要
件
に
基
づ

づ
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

き
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額

額
及
び
期
間
と
す
る
。



及
び
期
間
と
し
、
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員
に
支

給
す
る
地
域
手
当
の
額
及
び
支
給
期
間
に
つ
い
て
は
、

別
に
人
事
院
が
定
め
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
支
給
地
域
等
の
見
直
し
）

（
削
る
）

第
十
六
条

給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
地
域
及
び
同
条
第
二
項
の
地
域
手
当
の
級

地
に
つ
い
て
は
、
十
年
ご
と
に
見
直
す
の
を
例
と
す

る
。

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
十
六
条
・
第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条
・
第
十
八
条

（
略
）

附

則

附

則

（
給
与
法
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の



支
給
割
合
）

（
削
る
）

第
二
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
五

号
。
以
下
「
平
成
二
十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給
与
法
第

十
一
条
の
三
第
二
項
各
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割

合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分

に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

一

一
級
地

百
分
の
二
十

二

二
級
地

百
分
の
十
六

三

三
級
地

百
分
の
十
五

四

四
級
地

百
分
の
十
二

五

五
級
地

百
分
の
十



六

六
級
地

百
分
の
六

七

七
級
地

百
分
の
三

（
給
与
法
第
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の

支
給
割
合
）

（
削
る
）

第
三
条

平
成
二
十
六
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給
与
法
第
十
一
条
の
五
の
人
事

院
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
六
と
す
る
。

（
平
成
三
十
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
給
与
法

第
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
に
関
す
る
経

過
措
置
）

（
削
る
）

第
四
条

平
成
三
十
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第

十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中

「
次
に
掲
げ
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
場



合
（
同
項
の
異
動
等
前
の
支
給
割
合
に
係
る
人
事
院
規

則
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
職
員
が
異
動
等
の
日

の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地
域
、
官
署
又
は
空
港
の
区

域
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
場
合

で
あ
っ
て
、
同
日
か
ら
六
箇
月
を
遡
っ
た
日
の
前
日
か

ら
当
該
異
動
等
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
当
該
地
域
、

官
署
又
は
空
港
の
区
域
に
係
る
給
与
法
第
十
一
条
の
三

第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
又
は
給
与
法
第
十
一
条
の

四
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
改
定
さ
れ
た
と
き

（
次
項
に
お
い
て
「
支
給
割
合
の
改
定
の
場
合
」
と
い

う
。
）
及
び
次
に
掲
げ
る
場
合
）
」
と
、
同
条
第
二
項

第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
」
と
あ
る
の

は
「
支
給
割
合
の
改
定
の
場
合
及
び
前
項
第
一
号
に
掲



げ
る
場
合
」
と
、
「
第
三
号
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は

「
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
」
と
、
「
第
四
条
各
号
に
定

め
る
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
各
号
に
定
め
る
割

合
（
対
象
期
間
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
割
合
が
改
定
さ
れ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
最
も
低
い
割
合
）
」

と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
四
条
各
号
に
定

め
る
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
各
号
に
定
め
る
割

合
（
対
象
期
間
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
割
合
が
改
定
さ
れ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
最
も
低
い
割
合
）
」

と
す
る
。

（
雑
則
）

（
削
る
）

第
五
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置



は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

支

給

地

域

級

地

都
道
府
県

支

給

地

域

級

地

北
海
道

札
幌
市

五
級
地

北
海
道

札
幌
市

七
級
地

宮
城
県

仙
台
市

多
賀
城
市

四
級
地

宮
城
県

多
賀
城
市

五
級
地

茨
城
県

一

次
の
各
号
に
掲
げ
る
地

五
級
地

仙
台
市

六
級
地

域
以
外
の
地
域

名
取
市

七
級
地

二

つ
く
ば
市

二
級
地

茨
城
県

取
手
市

つ
く
ば
市

二
級
地

三

取
手
市

守
谷
市

三
級
地

守
谷
市

三
級
地

四

水
戸
市

日
立
市

土

四
級
地

牛
久
市

四
級
地

浦
市

龍
ケ
崎
市

牛
久

水
戸
市

日
立
市

土
浦
市

五
級
地

市

龍
ケ
崎
市

栃
木
県

五
級
地

古
河
市

ひ
た
ち
な
か
市

六
級
地



群
馬
県

前
橋
市

高
崎
市

太
田
市

五
級
地

神
栖
市

埼
玉
県

一

次
の
各
号
に
掲
げ
る
地

五
級
地

笠
間
市

鹿
嶋
市

筑
西
市

七
級
地

域
以
外
の
地
域

栃
木
県

宇
都
宮
市

大
田
原
市

下

六
級
地

二

さ
い
た
ま
市

志
木
市

三
級
地

野
市

和
光
市

栃
木
市

鹿
沼
市

小
山
市

七
級
地

三

川
越
市

東
松
山
市

四
級
地

真
岡
市

上
尾
市

朝
霞
市

坂
戸

群
馬
県

高
崎
市

六
級
地

市

前
橋
市

太
田
市

渋
川
市

七
級
地

千
葉
県

一

次
の
各
号
に
掲
げ
る
地

五
級
地

埼
玉
県

和
光
市

二
級
地

域
以
外
の
地
域

さ
い
た
ま
市

志
木
市

三
級
地

二

千
葉
市

成
田
市

袖

三
級
地

東
松
山
市

朝
霞
市

四
級
地

ケ
浦
市

印
西
市

坂
戸
市

五
級
地

三

市
川
市

船
橋
市

松

四
級
地

川
越
市

川
口
市

行
田
市

六
級
地



戸
市

佐
倉
市

柏
市

所
沢
市

飯
能
市

加
須

市
原
市

富
津
市

浦
安

市

春
日
部
市

羽
生
市

市

鴻
巣
市

深
谷
市

上
尾
市

東
京
都

一

次
号
に
掲
げ
る
地
域
以

二
級
地

草
加
市

越
谷
市

戸
田

外
の
地
域

市

入
間
市

久
喜
市

三

二

特
別
区

一
級
地

郷
市

幸
手
市

比
企
郡
滑

神
奈
川
県

一

次
号
に
掲
げ
る
地
域
以

三
級
地

川
町

比
企
郡
鳩
山
町

北

外
の
地
域

葛
飾
郡
杉
戸
町

二

横
浜
市

川
崎
市

藤

二
級
地

熊
谷
市

七
級
地

沢
市

厚
木
市

千
葉
県

袖
ケ
浦
市

印
西
市

二
級
地

富
山
県

富
山
市

五
級
地

千
葉
市

成
田
市

三
級
地

石
川
県

金
沢
市

五
級
地

船
橋
市

浦
安
市

四
級
地

山
梨
県

甲
府
市

五
級
地

市
川
市

松
戸
市

佐
倉
市

五
級
地



長
野
県

長
野
市

松
本
市

塩
尻
市

五
級
地

市
原
市

富
津
市

岐
阜
県

岐
阜
市

五
級
地

野
田
市

茂
原
市

東
金
市

六
級
地

静
岡
県

一

次
の
各
号
に
掲
げ
る
地

五
級
地

柏
市

流
山
市

印
旛
郡

域
以
外
の
地
域

酒
々
井
町

印
旛
郡
栄
町

二

裾
野
市

三
級
地

木
更
津
市

君
津
市

八
街

七
級
地

三

静
岡
市

四
級
地

市

愛
知
県

一

次
号
に
掲
げ
る
地
域
以

四
級
地

東
京
都

特
別
区

一
級
地

外
の
地
域

武
蔵
野
市

調
布
市

町
田

二
級
地

二

名
古
屋
市

刈
谷
市

三
級
地

市

小
平
市

日
野
市

国

豊
田
市

豊
明
市

分
寺
市

狛
江
市

清
瀬
市

三
重
県

一

次
号
に
掲
げ
る
地
域
以

五
級
地

多
摩
市

外
の
地
域

八
王
子
市

青
梅
市

府
中

三
級
地

二

四
日
市
市

鈴
鹿
市

四
級
地

市

昭
島
市

東
村
山
市



滋
賀
県

一

次
号
に
掲
げ
る
地
域
以

五
級
地

国
立
市

福
生
市

稲
城
市

外
の
地
域

西
東
京
市

二

大
津
市

草
津
市

栗

四
級
地

立
川
市

東
大
和
市

四
級
地

東
市

三
鷹
市

あ
き
る
野
市

五
級
地

京
都
府

四
級
地

東
久
留
米
市

六
級
地

大
阪
府

一

次
号
に
掲
げ
る
地
域
以

三
級
地

武
蔵
村
山
市

七
級
地

外
の
地
域

神
奈
川
県

横
浜
市

川
崎
市

厚
木
市

二
級
地

二

大
阪
市

吹
田
市

二
級
地

鎌
倉
市

三
級
地

兵
庫
県

一

次
の
各
号
に
掲
げ
る
地

五
級
地

相
模
原
市

藤
沢
市

四
級
地

域
以
外
の
地
域

横
須
賀
市

平
塚
市

小
田

五
級
地

二

西
宮
市

芦
屋
市

宝

三
級
地

原
市

茅
ヶ
崎
市

大
和
市

塚
市

三
浦
市

秦
野
市

三
浦
郡

六
級
地

三

神
戸
市

尼
崎
市

明

四
級
地

葉
山
町

中
郡
二
宮
町



石
市

伊
丹
市

川
西
市

新
潟
県

新
潟
市

七
級
地

三
田
市

富
山
県

富
山
市

七
級
地

奈
良
県

一

次
号
に
掲
げ
る
地
域
以

五
級
地

石
川
県

金
沢
市

河
北
郡
内
灘
町

七
級
地

外
の
地
域

福
井
県

福
井
市

七
級
地

二

奈
良
市

大
和
郡
山
市

四
級
地

山
梨
県

甲
府
市

六
級
地

天
理
市

南
ア
ル
プ
ス
市

七
級
地

和
歌
山
県

和
歌
山
市

橋
本
市

五
級
地

長
野
県

塩
尻
市

六
級
地

岡
山
県

岡
山
市

倉
敷
市

五
級
地

長
野
市

松
本
市

諏
訪
市

七
級
地

広
島
県

一

次
号
に
掲
げ
る
地
域
以

五
級
地

伊
那
市

外
の
地
域

岐
阜
県

岐
阜
市

六
級
地

二

広
島
市

四
級
地

大
垣
市

多
治
見
市

美
濃

七
級
地

香
川
県

高
松
市

五
級
地

加
茂
市

各
務
原
市

可
児

福
岡
県

一

次
号
に
掲
げ
る
地
域
以

五
級
地

市



外
の
地
域

静
岡
県

静
岡
市

沼
津
市

磐
田
市

六
級
地

二

福
岡
市

春
日
市

福

四
級
地

御
殿
場
市

津
市

浜
松
市

三
島
市

富
士
宮

七
級
地

市

富
士
市

焼
津
市

掛

川
市

藤
枝
市

袋
井
市

愛
知
県

刈
谷
市

豊
田
市

二
級
地

名
古
屋
市

豊
明
市

三
級
地

西
尾
市

知
多
市

み
よ
し

五
級
地

市岡
崎
市

瀬
戸
市

春
日
井

六
級
地

市

豊
川
市

津
島
市

碧

南
市

安
城
市

犬
山
市

江
南
市

田
原
市

弥
富
市



西
春
日
井
郡
豊
山
町

豊
橋
市

一
宮
市

半
田
市

七
級
地

常
滑
市

小
牧
市

海
部

郡
飛
島
村

三
重
県

鈴
鹿
市

四
級
地

四
日
市
市

五
級
地

津
市

桑
名
市

亀
山
市

六
級
地

名
張
市

伊
賀
市

七
級
地

滋
賀
県

大
津
市

草
津
市

栗
東
市

五
級
地

彦
根
市

守
山
市

甲
賀
市

六
級
地

長
浜
市

東
近
江
市

七
級
地

京
都
府

京
田
辺
市

四
級
地

京
都
市

五
級
地



宇
治
市

亀
岡
市

向
日
市

六
級
地

木
津
川
市

大
阪
府

大
阪
市

守
口
市

二
級
地

池
田
市

高
槻
市

大
東
市

三
級
地

門
真
市

豊
中
市

吹
田
市

寝
屋
川

四
級
地

市

箕
面
市

羽
曳
野
市

堺
市

枚
方
市

茨
木
市

五
級
地

八
尾
市

柏
原
市

東
大
阪

市

交
野
市

岸
和
田
市

泉
大
津
市

泉

六
級
地

佐
野
市

富
田
林
市

河
内

長
野
市

和
泉
市

藤
井
寺



市

泉
南
市

阪
南
市

泉

南
郡
熊
取
町

泉
南
郡
田
尻

町

泉
南
郡
岬
町

南
河
内

郡
太
子
町

兵
庫
県

西
宮
市

芦
屋
市

宝
塚
市

三
級
地

神
戸
市

四
級
地

尼
崎
市

伊
丹
市

川
西
市

五
級
地

三
田
市

明
石
市

赤
穂
市

六
級
地

姫
路
市

加
古
川
市

三
木

七
級
地

市

奈
良
県

天
理
市

四
級
地

奈
良
市

大
和
郡
山
市

五
級
地



大
和
高
田
市

橿
原
市

香

六
級
地

芝
市

北
葛
城
郡
王
寺
町

桜
井
市

宇
陀
市

七
級
地

和
歌
山
県

和
歌
山
市

橋
本
市

六
級
地

岡
山
県

岡
山
市

七
級
地

広
島
県

広
島
市

五
級
地

三
原
市

東
広
島
市

廿
日

七
級
地

市
市

安
芸
郡
海
田
町

安

芸
郡
坂
町

山
口
県

周
南
市

七
級
地

徳
島
県

徳
島
市

鳴
門
市

阿
南
市

七
級
地

香
川
県

高
松
市

六
級
地

坂
出
市

七
級
地



福
岡
県

福
岡
市

春
日
市

福
津
市

五
級
地

太
宰
府
市

糸
島
市

糟
屋

六
級
地

郡
新
宮
町

糟
屋
郡
粕
屋
町

北
九
州
市

筑
紫
野
市

糟

七
級
地

屋
郡
宇
美
町

長
崎
県

長
崎
市

七
級
地

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
令

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平

和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
名
称
を
有

成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
名
称

す
る
市
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に

を
有
す
る
市
町
村
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る

よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け

区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ
の
後

る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を

に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の

有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ

名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影

る
も
の
で
は
な
い
。

響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。



別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

第
二
条
の
官
署
は
民
間
の
賃
金
水
準
及
び
物
価
等
に
関

第
二
条
の
官
署
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
官
署
と
し
、
第

す
る
事
情
を
考
慮
し
て
、
人
事
院
が
適
当
で
あ
る
と
認
め

三
条
の
級
地
は
当
該
官
署
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

る
官
署
と
し
、
第
三
条
の
級
地
は
当
該
官
署
ご
と
に
人
事

め
る
級
地
と
す
る
。

院
が
定
め
る
級
地
と
す
る
。

（
削
る
）

一

総
務
省
関
東
総
合
通
信
局
電
波
監
理
部

五
級
地

（
削
る
）

二

前
号
に
掲
げ
る
官
署
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
が

適
当
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
官
署

官
署
ご
と

に
人
事
院
が
定
め
る
級
地

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
）



第
二
条

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
四
九
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
と
し
、
同
項

の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
署
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
官
署
と
す
る
。

第
三
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
。
次
条
に
お
い

て
「
令
和
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
は
次
に
掲

げ
る
区
分
と
し
、
同
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
級
地
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割

合
と
す
る
。

一

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
二
十

二

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
六

三

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
五

四

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
四

五

十
三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
三

六

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
二



七

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
一

八

十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十

九

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
九

十

八
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
八

十
一

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
七

十
二

六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
六

十
三

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
五

十
四

四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
四

十
五

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
三

十
六

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
二

十
七

一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
一

第
四
条

令
和
六
年
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
後
段
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
級
地
は
、
附
則
別
表
第
一
及
び
附
則
別
表
第

二
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。



（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
給
与
法
第
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
四
九
第
十
一
条
及
び
第
十
二

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
規
則
第
十
一
条
第
一
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
が
異
動
等
の
日
の
前
日
に
在

勤
し
て
い
た
地
域
、
官
署
又
は
空
港
の
区
域
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
在
勤
し
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
同
日
か
ら
六

箇
月
を
遡
っ
た
日
の
前
日
か
ら
当
該
異
動
等
の
日
ま
で
の
間
に
当
該
地
域
、
官
署
又
は
空
港
の
区
域
に
係
る
給
与
法
第
十
一

条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
又
は
給
与
法
第
十
一
条
の
四
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
が
変
更
さ
れ
た
と
き
（
次

項
第
一
号
に
お
い
て
「
支
給
割
合
の
変
更
の
場
合
」
と
い
う
。
）
及
び
次
に
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一

号
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
割
合
の
変
更
の
場
合
及
び
前
項
第
一
号
」
と
、
「
第
四
条
各
号
に
定
め
る
割
合
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
条
各
号
に
定
め
る
割
合
（
異
動
又
は
移
転
の
日
か
ら
六
箇
月
を
遡
っ
た
日
の
前
日
か
ら
当
該
異
動
若
し
く
は
移
転
の

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
割
合
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
の
支
給
割
合
の
う
ち
最
も
低
い
割

合
。
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九
―
四
九
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫



定
再
任
用
職
員
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に

よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
四
九
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
十

一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
又
は
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
法
第
六
十
条
の
二

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く

は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附

則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
、
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中

「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
条
の

二
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」

と
、
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
又
は
令
和
三
年

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
、
「
退
職
し
た
日
」
と
あ



る
の
は
「
退
職
し
た
日
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
」
と
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
七
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

第
十
六
条
の
報
告

官
署
が
移
転
す
る
場

三
年

廃
棄

規
則
九
―

第
十
七
条
の
報
告

官
署
が
移
転
す
る
場

三
年

廃
棄

四
九
（
地

の
文
書

合
の
報
告
の
文
書

四
九
（
地

の
文
書

合
の
報
告
の
文
書

域
手
当
）

域
手
当
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略)



（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
一
―
三
四
別
表
の
二
の
表
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
項
に
掲
げ
る
人
事

管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
雑
則
）

第
九
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
院

が
定
め
る
。

附
則
別
表
第
一
（
附
則
第
二
条
及
び
附
則
第
四
条
関
係
）

都
道
府
県

支

給

地

域

級

地

北
海
道

札
幌
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

宮
城
県

多
賀
城
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

仙
台
市

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

名
取
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

茨
城
県

つ
く
ば
市

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



取
手
市

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

守
谷
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

牛
久
市

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

水
戸
市

日
立
市

土
浦
市

龍
ケ
崎
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

古
河
市

ひ
た
ち
な
か
市

神
栖
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

笠
間
市

鹿
嶋
市

筑
西
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

石
岡
市

下
妻
市

常
総
市

常
陸
太
田
市

高
萩
市

北
茨
城
市

潮
来
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

常
陸
大
宮
市

桜
川
市

行
方
市

鉾
田
市

小
美
玉
市

東
茨
城
郡
茨
城
町

東
茨
城
郡
城
里
町

那
珂
郡
東
海
村

久
慈
郡
大
子
町

稲
敷
郡
河
内
町

栃
木
県

宇
都
宮
市

大
田
原
市

下
野
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

栃
木
市

鹿
沼
市

小
山
市

真
岡
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

足
利
市

佐
野
市

日
光
市

矢
板
市

那
須
塩
原
市

さ
く
ら
市

那
須
烏
山

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

市

芳
賀
郡
益
子
町

塩
谷
郡
高
根
沢
町

那
須
郡
那
須
町

那
須
郡
那
珂
川
町



群
馬
県

高
崎
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

前
橋
市

太
田
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

渋
川
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

埼
玉
県

和
光
市

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

さ
い
た
ま
市

志
木
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

東
松
山
市

朝
霞
市

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

坂
戸
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

川
越
市

上
尾
市

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

川
口
市

行
田
市

所
沢
市

飯
能
市

加
須
市

春
日
部
市

羽
生
市

鴻
巣

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

市

深
谷
市

草
加
市

越
谷
市

戸
田
市

入
間
市

久
喜
市

三
郷
市

幸

手
市

比
企
郡
滑
川
町

北
葛
飾
郡
杉
戸
町

熊
谷
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

秩
父
市

本
庄
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



千
葉
県

袖
ケ
浦
市

印
西
市

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

千
葉
市

成
田
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

船
橋
市

浦
安
市

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

市
川
市

松
戸
市

佐
倉
市

市
原
市

富
津
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

柏
市

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

野
田
市

茂
原
市

東
金
市

流
山
市

印
旛
郡
酒
々
井
町

印
旛
郡
栄
町

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

木
更
津
市

君
津
市

八
街
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

銚
子
市

館
山
市

旭
市

勝
浦
市

匝
瑳
市

香
取
市

い
す
み
市

山
武
郡

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

芝
山
町

長
生
郡
一
宮
町

東
京
都

特
別
区

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

武
蔵
野
市

調
布
市

町
田
市

小
平
市

日
野
市

国
分
寺
市

狛
江
市

清

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

瀬
市

多
摩
市

八
王
子
市

青
梅
市

府
中
市

昭
島
市

東
村
山
市

国
立
市

福
生
市

稲

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



城
市

西
東
京
市

立
川
市

三
鷹
市

東
大
和
市

あ
き
る
野
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

東
久
留
米
市

十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

武
蔵
村
山
市

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

西
多
摩
郡
瑞
穂
町

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町

大
島
町

新
島
村

三
宅
村

八
丈

四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

町

小
笠
原
村

神
奈
川
県

横
浜
市

川
崎
市

厚
木
市

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

鎌
倉
市

藤
沢
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

相
模
原
市

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

横
須
賀
市

平
塚
市

小
田
原
市

茅
ヶ
崎
市

大
和
市

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

三
浦
市

秦
野
市

三
浦
郡
葉
山
町

中
郡
二
宮
町

十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

足
柄
上
郡
松
田
町

足
柄
下
郡
箱
根
町

愛
甲
郡
愛
川
町

四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

新
潟
県

新
潟
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



富
山
県

富
山
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

石
川
県

金
沢
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

河
北
郡
内
灘
町

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

福
井
県

福
井
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

山
梨
県

甲
府
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

南
ア
ル
プ
ス
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

長
野
県

塩
尻
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

長
野
市

松
本
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

諏
訪
市

伊
那
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

岐
阜
県

岐
阜
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

大
垣
市

多
治
見
市

美
濃
加
茂
市

各
務
原
市

可
児
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

静
岡
県

裾
野
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

静
岡
市

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



沼
津
市

磐
田
市

御
殿
場
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

浜
松
市

三
島
市

富
士
宮
市

富
士
市

焼
津
市

掛
川
市

藤
枝
市

袋
井

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

市熱
海
市

伊
東
市

島
田
市

下
田
市

伊
豆
市

御
前
崎
市

菊
川
市

伊
豆

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

の
国
市

牧
之
原
市

賀
茂
郡
河
津
町

賀
茂
郡
松
崎
町

駿
東
郡
長
泉
町

駿

東
郡
小
山
町

榛
原
郡
吉
田
町

榛
原
郡
川
根
本
町

愛
知
県

刈
谷
市

豊
田
市

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

名
古
屋
市

豊
明
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

西
尾
市

知
多
市

み
よ
し
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

岡
崎
市

瀬
戸
市

春
日
井
市

豊
川
市

津
島
市

碧
南
市

安
城
市

犬
山

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

市

江
南
市

田
原
市

弥
富
市

西
春
日
井
郡
豊
山
町

豊
橋
市

一
宮
市

半
田
市

常
滑
市

小
牧
市

海
部
郡
飛
島
村

六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

蒲
郡
市

新
城
市

北
設
楽
郡
設
楽
町

北
設
楽
郡
東
栄
町

北
設
楽
郡
豊
根
村

四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



三
重
県

鈴
鹿
市

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

四
日
市
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

津
市

桑
名
市

亀
山
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

名
張
市

伊
賀
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

伊
勢
市

松
阪
市

尾
鷲
市

鳥
羽
市

熊
野
市

志
摩
市

多
気
郡
大
台
町

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

北
牟
婁
郡
紀
北
町

滋
賀
県

大
津
市

草
津
市

栗
東
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

彦
根
市

守
山
市

甲
賀
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

長
浜
市

東
近
江
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

近
江
八
幡
市

高
島
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

京
都
府

京
田
辺
市

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

京
都
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

宇
治
市

亀
岡
市

向
日
市

木
津
川
市

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



福
知
山
市

舞
鶴
市

綾
部
市

宮
津
市

京
丹
後
市

南
丹
市

久
世
郡
久
御

四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

山
町

大
阪
府

大
阪
市

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

守
口
市

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

池
田
市

吹
田
市

高
槻
市

大
東
市

門
真
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

豊
中
市

寝
屋
川
市

箕
面
市

羽
曳
野
市

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

堺
市

枚
方
市

茨
木
市

八
尾
市

柏
原
市

東
大
阪
市

交
野
市

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

岸
和
田
市

泉
大
津
市

泉
佐
野
市

富
田
林
市

河
内
長
野
市

和
泉
市

藤

十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

井
寺
市

泉
南
市

阪
南
市

泉
南
郡
熊
取
町

泉
南
郡
田
尻
町

泉
南
郡
岬
町

南
河
内
郡
太
子
町

兵
庫
県

西
宮
市

芦
屋
市

宝
塚
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

神
戸
市

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

尼
崎
市

伊
丹
市

川
西
市

三
田
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



明
石
市

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

赤
穂
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

姫
路
市

加
古
川
市

三
木
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

洲
本
市

相
生
市

豊
岡
市

西
脇
市

小
野
市

丹
波
篠
山
市

養
父
市

丹

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

波
市

朝
来
市

宍
粟
市

加
東
市

た
つ
の
市

多
可
郡
多
可
町

美
方
郡
香

美
町

美
方
郡
新
温
泉
町

奈
良
県

天
理
市

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

奈
良
市

大
和
郡
山
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

大
和
高
田
市

橿
原
市

香
芝
市

北
葛
城
郡
王
寺
町

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

桜
井
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

五
條
市

高
市
郡
明
日
香
村

吉
野
郡
吉
野
町

吉
野
郡
大
淀
町

吉
野
郡
下
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

町

吉
野
郡
十
津
川
村

吉
野
郡
下
北
山
村

吉
野
郡
川
上
村

和
歌
山
県

和
歌
山
市

橋
本
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



岡
山
県

岡
山
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

倉
敷
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

広
島
県

広
島
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

三
原
市

東
広
島
市

廿
日
市
市

安
芸
郡
海
田
町

安
芸
郡
坂
町

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

呉
市

竹
原
市

尾
道
市

福
山
市

府
中
市

三
次
市

庄
原
市

大
竹
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

安
芸
高
田
市

山
県
郡
安
芸
太
田
町

豊
田
郡
大
崎
上
島
町

世
羅
郡
世
羅
町

神
石
郡
神
石
高
原
町

山
口
県

周
南
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

徳
島
県

徳
島
市

鳴
門
市

阿
南
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

香
川
県

高
松
市

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

坂
出
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

福
岡
県

福
岡
市

春
日
市

福
津
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

太
宰
府
市

糸
島
市

糟
屋
郡
新
宮
町

糟
屋
郡
粕
屋
町

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地



北
九
州
市

筑
紫
野
市

糟
屋
郡
宇
美
町

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

大
牟
田
市

久
留
米
市

直
方
市

飯
塚
市

田
川
市

柳
川
市

八
女
市

大

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

川
市

行
橋
市

豊
前
市

中
間
市

小
郡
市

宗
像
市

う
き
は
市

宮
若
市

朝
倉
市

み
や
ま
市

遠
賀
郡
水
巻
町

朝
倉
郡
東
峰
村

田
川
郡
添
田
町

京
都
郡
苅
田
町

長
崎
県

長
崎
市

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
市
町
村
又
は

特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ

れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

附
則
別
表
第
二
（
附
則
第
二
条
及
び
附
則
第
四
条
関
係
）

附
則
第
二
条
の
官
署
は
民
間
の
賃
金
水
準
及
び
物
価
等
に
関
す
る
事
情
を
考
慮
し
て
、
人
事
院
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
官

署
と
し
、
附
則
第
四
条
の
級
地
は
当
該
官
署
ご
と
に
人
事
院
が
定
め
る
級
地
と
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

五
四
（
住
居
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
五
四
―
一
一

人
事
院
規
則
九
―
五
四
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
五
四
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
適
用
除
外
職
員
）

（
適
用
除
外
職
員
）

第
二
条

給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
の
人
事

第
二
条

給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
の
人
事



院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す

院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

職
員
の
扶
養
親
族
た
る
者
（
職
員
の
配
偶
者
（
届

二

職
員
の
扶
養
親
族
た
る
者
（
給
与
法
第
十
一
条
に

出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

規
定
す
る
扶
養
親
族
で
給
与
法
第
十
一
条
の
二
第
一

あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
。

で
他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
当
該
職
員
の
扶

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
所
有
す
る
住
宅

養
を
受
け
て
い
る
も
の
及
び
給
与
法
第
十
一
条
第
二

及
び
職
員
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い

項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

お
い
て
同
じ
。
）
が
所
有
す
る
住
宅
及
び
職
員
の
配

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
父
母
又
は
配

偶
者
、
父
母
又
は
配
偶
者
の
父
母
で
、
職
員
の
扶
養

偶
者
の
父
母
で
、
職
員
の
扶
養
親
族
た
る
者
以
外
の

親
族
た
る
者
以
外
の
も
の
が
所
有
し
、
又
は
借
り
受

も
の
が
所
有
し
、
又
は
借
り
受
け
、
居
住
し
て
い
る

け
、
居
住
し
て
い
る
住
宅
並
び
に
人
事
院
が
こ
れ
ら

住
宅
並
び
に
人
事
院
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
認
め
る



に
準
ず
る
と
認
め
る
住
宅
の
全
部
又
は
一
部
を
借
り

住
宅
の
全
部
又
は
一
部
を
借
り
受
け
て
当
該
住
宅
に

受
け
て
当
該
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
職
員

居
住
し
て
い
る
職
員

（
権
衡
職
員
の
範
囲
）

（
権
衡
職
員
の
範
囲
）

第
四
条

給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
二
号
の
人
事

第
四
条

給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
二
号
の
人
事

院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
規
則
九
―
八
九
（
単
身
赴

院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
規
則
九
―
八
九
（
単
身
赴

任
手
当
）
第
五
条
第
二
項
に
該
当
す
る
職
員
で
、
規
則

任
手
当
）
第
五
条
第
二
項
に
該
当
す
る
職
員
（
法
第
六

九
―
八
九
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
満
十
八

十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

勤
務
職
員
を
除
く
。
）
で
、
規
則
九
―
八
九
第
五
条
第

間
に
あ
る
子
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
と
し
て
、
同
号

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後

に
規
定
す
る
異
動
又
は
官
署
の
移
転
（
新
た
に
俸
給
表

の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
居
住

の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
当
該

す
る
た
め
の
住
宅
と
し
て
、
同
号
に
規
定
す
る
異
動
又

適
用
、
派
遣
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、

は
官
署
の
移
転
（
検
察
官
で
あ
つ
た
者
又
は
給
与
法
第

官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
交
流
派

十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員



遣
、
法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

等
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

よ
る
派
遣
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十

る
職
員
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
当
該
適
用
、
派
遣
法

四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
若

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
官
民
人
事
交
流

し
く
は
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
交
流
派
遣
、
法
科
大
学

遣
、
令
和
三
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特

院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
福

措
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
平
成
三

島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二

十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
特
措
法
第
四
条
第

十
五
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十

一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特

九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
令
和
三
年
オ

措
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
若
し
く

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特
措
法
第
十
七
条
第

は
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五
条
第
一

一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
、
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー

項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
又

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
特
措
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

は
規
則
一
一
―
四
（
職
員
の
身
分
保
障
）
第
三
条
第
一

る
派
遣
、
令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
第
二
十
五
条

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
休
職
か
ら

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
若
し
く
は
令
和
九
年
国
際



復
職
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
復
帰
又
は
復
職
）
の

園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

直
前
の
住
居
で
あ
つ
た
住
宅
（
国
家
公
務
員
宿
舎
法

派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
、
官
民
人
事
交
流
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
三
条
の
規

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
交
流
採
用
を
さ
れ
た
職
員

定
に
よ
る
有
料
宿
舎
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
職
員
宿

又
は
規
則
一
一
―
四
（
職
員
の
身
分
保
障
）
第
三
条
第

舎
及
び
住
宅
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
休
職
か

し
て
人
事
院
の
定
め
る
住
宅
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万

ら
復
職
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
復
帰
、
交
流
採
用

六
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
と
す

又
は
復
職
）
の
直
前
の
住
居
で
あ
つ
た
住
宅
（
国
家
公

る
。

務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
宿
舎
並
び
に
前
条
に
規
定

す
る
職
員
宿
舎
及
び
住
宅
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
住
宅
を
借
り
受

け
、
月
額
一
万
六
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ
て
い

る
も
の
と
す
る
。



（
届
出
）

（
届
出
）

第
五
条

新
た
に
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
の
職
員

第
五
条

新
た
に
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一
項
の
職
員

た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
当
該
要
件

た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
当
該
要
件

を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し

を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し

て
、
人
事
院
が
定
め
る
様
式
の
住
居
届
に
よ
り
、
そ
の

て
、
人
事
院
が
定
め
る
様
式
の
住
居
届
に
よ
り
、
そ
の

居
住
の
実
情
を
速
や
か
に
各
庁
の
長
（
給
与
法
第
七
条

居
住
の
実
情
を
速
や
か
に
各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受

に
規
定
す
る
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を

け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
ら
な
い
。
住
居
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
居
住
す

い
。
住
居
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
居
住
す
る
住

る
住
宅
、
家
賃
の
額
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い

宅
、
家
賃
の
額
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て

て
も
、
同
様
と
す
る
。

も
、
同
様
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
庁
の
長
に
お
い

（
新
設
）



て
居
住
の
実
情
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し

て
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
要
し
な
い
。

（
確
認
及
び
決
定
）

（
確
認
及
び
決
定
）

第
六
条

各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
第
一
項
の
規
定

第
六
条

各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事

に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事

実
を
確
認
し
、
そ
の
者
が
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一

実
を
確
認
し
、
そ
の
者
が
給
与
法
第
十
一
条
の
十
第
一

項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

支
給
す
べ
き
住
居
手
当
の
月
額
を
決
定
し
、
又
は
改
定

支
給
す
べ
き
住
居
手
当
の
月
額
を
決
定
し
、
又
は
改
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）



第
八
条

住
居
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
給
与
法

第
八
条

住
居
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
給
与
法

第
十
一
条
の
十
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る

第
十
一
条
の
十
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る

に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初

に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初

日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始

日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始

し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た

し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た

日
（
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件

日
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き

を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
院
が
定
め
る

は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ

日
）
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き

る
。
た
だ
し
、
住
居
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て

は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ

は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
こ
れ
に
係

る
。
た
だ
し
、
住
居
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て

る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ

は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
こ
れ
に
係

れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月

る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ

の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月

日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。



の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―
五
五
（
特
地
勤
務

手
当
等
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
五
五
―
一
五
一

人
事
院
規
則
九
―
五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
）

（
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
）



第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
特
地
勤
務
手
当
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

２

前
項
の
特
地
勤
務
手
当
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
受

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
受

け
て
い
た
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二

け
て
い
た
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二

分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
現
に
受
け
る
俸
給
及
び
扶
養

分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
現
に
受
け
る
俸
給
及
び
扶
養

手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

合
算
し
た
額
（
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

合
算
し
た
額
と
す
る
。

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

現
に
受
け
る
俸
給
の
月
額
）
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の

勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ



に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
第
二
項
（
前
項

勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
二
項
（
前
項
各
号

各
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
）

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

２

給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
異

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
異

動
又
は
官
署
の
移
転
の
日
（
職
員
が
当
該
異
動
に
よ
り

動
又
は
官
署
の
移
転
の
日
（
職
員
が
当
該
異
動
に
よ
り



そ
の
日
前
一
年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
官
署
に
勤
務
す

そ
の
日
前
一
年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
官
署
に
勤
務
す

る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
限

る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
限

る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
人
事
院
が
定
め
る
日
。
以

る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
人
事
院
が
定
め
る
日
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
受
け

下
こ
の
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
受
け

て
い
た
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
定
年

て
い
た
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
第
六

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
現
に
受
け

条
に
お
い
て
「
異
動
等
の
日
の
俸
給
等
の
合
計
額
」
と

る
俸
給
の
月
額
。
第
六
条
に
お
い
て
「
異
動
等
の
日
の

い
う
。
）
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
等
の
区

俸
給
等
の
合
計
額
」
と
い
う
。
）
に
、
次
の
表
の
上
欄

分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
支
給
割
合
を
乗
じ

に
掲
げ
る
期
間
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
俸
給
及
び
扶
養
手

げ
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受

当
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額

け
る
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の

（
同
条
に
お
い
て
「
上
限
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る

六
を
乗
じ
て
得
た
額
（
同
条
に
お
い
て
「
上
限
額
」
と

と
き
は
、
当
該
額
）
と
す
る
。

い
う
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
）
と
す
る
。



（
略
）

（
略
）

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の

勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一

２

給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡

項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

交
流
採
用
（
官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
四
項
に

一

交
流
採
用
（
官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
交
流
採
用
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

規
定
す
る
交
流
採
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ



て
同
じ
。
）
又
は
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定

れ
、
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と

に
よ
る
採
用
（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌

と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と

日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

同
じ
。
）
を
さ
れ
、
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に

在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
官
署
に
在

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転

し
た
も
の

二

新
た
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る

二

新
た
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
つ
た
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
そ
の
特
地

こ
と
と
な
つ
た
官
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
そ
の
特
地

官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と
い

日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内

う
。
）
前
三
年
以
内
に
、
検
察
官
で
あ
つ
た
者
若
し

に
、
検
察
官
で
あ
つ
た
者
若
し
く
は
給
与
法
第
十
一

く
は
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
行

条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等



政
執
行
法
人
職
員
等
（
以
下
「
行
政
執
行
法
人
職
員

（
以
下
「
行
政
執
行
法
人
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で

等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に

あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸
給

よ
り
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
又
は
交
流
採
用

り
、
又
は
交
流
採
用
若
し
く
は
法
第
六
十
条
の
二
第

を
さ
れ
、
当
該
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ

一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
官
署
に
在

と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転

し
た
も
の

三

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を

（
新
設
）

さ
れ
、
か
つ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て

い
た
官
署
に
引
き
続
き
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職

員
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務

し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
給
与
法
第
十
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
新
た
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地



官
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
官
署
に
在
勤
す
る

職
員
で
、
指
定
日
前
三
年
以
内
に
当
該
官
署
に
異
動

し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の
と

な
る
も
の

四

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を

（
新
設
）

さ
れ
た
職
員
で
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
給
与
法

第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地

勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の

の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し

て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定

に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件

を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
各
号
に
規
定

（
新
設
）



す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職
員
と
し
て
人

事
院
が
認
め
る
も
の

３

給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

３

給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間
及
び
額
は
、
次
の
各

手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間
及
び
額
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

検
察
官
で
あ
つ
た
者
又
は
行
政
執
行
法
人
職
員
等

一

検
察
官
で
あ
つ
た
者
又
は
行
政
執
行
法
人
職
員
等

で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸

で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
俸

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
特
地
官
署
又

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
特
地
官
署
又

は
準
特
地
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に

は
準
特
地
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に

伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
又
は
前
項
第
一
号
に

伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
又
は
前
項
第
一
号
に

規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
俸
給
表
の
適
用
を
受

規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
俸
給
表
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
、
交
流
採
用
を
さ
れ
た
日
又

け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
又
は
交
流
採
用
を
さ
れ
た
日



は
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を

に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
異
動
し
た
も
の
と

さ
れ
た
日
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
異
動
し

し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
三

た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項

項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

（
同
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
か
ら

い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

第
五
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
十
一
条

よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期

間
及
び
額

二

（
略
）

二

（
略
）

三

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
の
指

三

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
の
指

定
日
に
在
勤
す
る
官
署
が
、
当
該
職
員
の
俸
給
表
の

定
日
に
在
勤
す
る
官
署
が
当
該
職
員
の
俸
給
表
の
適

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
、
交
流
採
用
を
さ

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
又
は
交
流
採
用
を
さ

れ
た
日
又
は
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

れ
た
日
前
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
し



る
採
用
を
さ
れ
た
日
前
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官

て
い
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
職
員
が
そ
の
日
に

署
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
職
員

当
該
官
署
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第

が
そ
の
日
に
当
該
官
署
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定

合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
第

に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間

二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と

及
び
額

と
な
る
期
間
及
び
額

四

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
同

（
新
設
）

号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た

場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

五

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員

当
該
職
員
が
同

（
新
設
）

号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務



職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た

場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
こ
の
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
採
用
の
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
期
間
及
び
額

六

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
職
員

別
に
人
事
院
が

（
新
設
）

定
め
る
期
間
及
び
額

４

（
略
）

４

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九
―
五
五
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
令
和
三
年

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
職



員
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
次
条
に
お
い
て
「
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
（
以
下
「
改
正
後

の
規
則
九
―
五
五
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。

２

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
、
「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
し
た
日
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
」
と
、

「
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
」
と
い
う
」
と
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定

再
任
用
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
（
令
和
三
年
改
正

法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
定
年



前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
六
十

条
の
二
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
等

の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同
号
の
規
定
す
る

異
動
を
し
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

３

改
正
後
の
規
則
九
―
五
五
第
五
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
等

の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て
い
た
給
与
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
に



つ
い
て
適
用
す
る
。

（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
地
勤
務
手
当
と
地
域
手
当
と
の
調
整
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
規
則
九
―
五
五
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
九
―
四
九
―
五
七
（
人
事
院
規
則

九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）
附
則
別
表
第
一
」
と
、
「
給
与
法
第
十
一
条
の
三
」
と
あ
る

の
は
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
七
条

第
一
項
」
と
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―
八
○
（
扶
養
手

当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
八
○
―
七

人
事
院
規
則
九
―
八
○
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
八
○
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前



（
扶
養
親
族
の
範
囲
）

（
扶
養
親
族
の
範
囲
）

第
二
条

給
与
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
他
に
生

第
二
条

給
与
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
他
に
生

計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て

計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て

い
る
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と

い
る
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻

一

職
員
の
配
偶
者
、
兄
弟
姉
妹
等
が
受
け
る
扶
養
手

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
、
兄
弟

当
又
は
民
間
事
業
所
そ
の
他
の
こ
れ
に
相
当
す
る
手

姉
妹
等
が
受
け
る
扶
養
手
当
又
は
民
間
事
業
所
そ
の

当
の
支
給
の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
者

他
の
こ
れ
に
相
当
す
る
手
当
の
支
給
の
基
礎
と
な
っ

て
い
る
者

二

（
略
）

二

（
略
）

（
届
出
）

（
届
出
）

第
三
条

新
た
に
給
与
法
第
十
一
条
第
一
項
の
職
員
た
る

第
三
条

給
与
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る



要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
職
員
は
、
事
務
総
長
が
定

届
出
は
、
扶
養
親
族
届
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

め
る
様
式
の
扶
養
親
族
届
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か

に
各
庁
の
長
（
給
与
法
第
七
条
に
規
定
す
る
各
庁
の
長

又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
届
出
に
係
る
扶
養
親

族
の
恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ
の
他
の
扶
養

の
事
実
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様

と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
庁
の
長
に
お
い
て

（
新
設
）

扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し

て
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
要
し
な
い
。



（
認
定
）

（
認
定
）

第
四
条

各
庁
の
長
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出

第
四
条

各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
及
び
扶
養

以
下
同
じ
。
）
は
、
前
条
に
規
定
す
る
届
出
が
あ
つ
た

手
当
の
月
額
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第

と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
及
び
扶
養
手
当
の
月

二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

額
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
職
員

２

各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
職
員

の
扶
養
親
族
に
係
る
事
項
そ
の
他
の
扶
養
手
当
の
支
給

の
扶
養
親
族
に
係
る
事
項
そ
の
他
の
扶
養
手
当
の
支
給

に
関
す
る
事
項
を
事
務
総
長
が
定
め
る
様
式
の
扶
養
手

に
関
す
る
事
項
を
扶
養
手
当
認
定
簿
に
記
載
す
る
も
の

当
認
定
簿
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
五
条

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
給
与
法

（
新
設
）

第
十
一
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に



至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始

し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た

日
（
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
要
件

を
欠
く
に
至
っ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
院
が
定
め
る

日
）
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
っ
て
終
わ

る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て

は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に

係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。



２

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更

す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
生
じ
た

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を

改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手
当
の

月
額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
六
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
削
る
）

２

扶
養
親
族
届
及
び
扶
養
手
当
認
定
簿
の
様
式
等
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）



１

（
略
）

１

（
略
）

（
令
和
六
年
改
正
法
附
則
第
六
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ

（
平
成
二
十
八
年
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
が
適
用

る
間
の
読
替
え
）

さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

２

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

２

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月

ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
二
中
「
給
与
法
第
十
一
条
第

三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
条
中
「
給
与
法
第
十
一

一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般
職
の
職
員
の

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法

給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に

え
ら
れ
た
給
与
法
（
以
下
「
読
替
え
後
の
給
与
法
」
と

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給
与
法
第
十
一
条
の
二
第
一

い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
の
級
が

項
」
と
す
る
。

行
政
職
俸
給
表
㈠
の
九
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し

て
」
と
、
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
中
「
給
与
法
」
と

あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
給
与
法
」
と
、
第
三
条
第
一



項
中
「
新
た
に
給
与
法
」
と
あ
る
の
は
「
新
た
に
読
替

え
後
の
給
与
法
」
と
、
第
五
条
第
一
項
中
「
給
与
法
」

と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
給
与
法
」
と
す
る
。

（
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る

（
行
政
職
俸
給
表
㈠
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る

職
員
）

職
員
）

３

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

３

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
附

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給
与
法
第
十

則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
の
級
が
行
政
職
俸
給
表

与
法
第
十
一
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員

㈠
の
八
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
院
規
則

は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

で
定
め
る
職
員
は
、
第
一
条
の
二
及
び
第
二
条
の
二
に

一

専
門
行
政
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ

規
定
す
る
職
員
と
す
る
。

の
職
務
の
級
が
六
級
以
上
で
あ
る
も
の

二

税
務
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職



務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の

三

公
安
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
九
級
以
上
で
あ
る
も
の

四

公
安
職
俸
給
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の

五

海
事
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
七
級
で
あ
る
も
の

六

教
育
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
四
級
以
上
で
あ
る
も
の

七

研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職

務
の
級
が
五
級
以
上
で
あ
る
も
の

八

医
療
職
俸
給
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
四
級
以
上
で
あ
る
も
の



九

医
療
職
俸
給
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
八
級
で
あ
る
も
の

十

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

で
そ
の
職
務
の
級
が
二
級
以
上
で
あ
る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

給
与
法

第
十
九
条
の
六
第

期
末
手
当
又
は
勤
勉

五
年

廃
棄

給
与
法

第
十
一
条
の
二
第

扶
養
親
族
届

届
出
に
係

廃
棄

二
項
（
第
十
九
条

手
当
の
一
時
差
止
処

一
項
の
届
出
の
文

る
要
件
を

の
七
第
五
項
又
は

分
の
取
消
し
の
申
立

書

具
備
し
な

第
二
十
三
条
第
八

て
の
文
書

く
な
る
日

項
に
お
い
て
準
用

に
係
る
特

す

る

場

合

を

含

定
日
以
後

む
。
）
の
申
立
て

六
年

の
文
書

第
十
九
条
の
六
第

期
末
手
当
又
は
勤
勉

五
年

第
二
十
条
の
命
令

俸
給
の
更
正
の
命
令

二
項
（
第
十
九
条

手
当
の
一
時
差
止
処

の
文
書

の
文
書

の
七
第
五
項
又
は

分
の
取
消
し
の
申
立



第
二
十
三
条
第
八

て
の
文
書

項
に
お
い
て
準
用

す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
申
立
て

の
文
書

第
二
十
条
の
命
令

俸
給
の
更
正
の
命
令

の
文
書

の
文
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

第
三
条
第
一
項
の

扶
養
親
族
届

届
出
に
係

廃
棄

規
則
九
―

第
四
条
第
二
項
の

扶
養
手
当
認
定
簿

支
給
要
件

廃
棄

八
〇
（
扶

扶
養
親
族
届

る
要
件
を

八
〇
（
扶

扶
養
手
当
認
定
簿

を
具
備
し

養
手
当
）

具
備
し
な

養
手
当
）

な
く
な
る

第
四
条
第
三
項
の

扶
養
の
事
実
等
を
証

く
な
る
日

日
に
係
る

事
実
等
を
証
明
す

明
す
る
書
類

に
係
る
特

特
定
日
以

る
書
類

定
日
以
後

後
六
年

六
年

第
四
条
第
二
項
の

扶
養
手
当
認
定
簿

支
給
要
件

第
四
条
第
三
項
の

扶
養
の
事
実
等
を
証

届
出
に
係

扶
養
手
当
認
定
簿

を
具
備
し

事
実
等
を
証
明
す

明
す
る
書
類

る
要
件
を

な
く
な
る

る
書
類

具
備
し
な

日
に
係
る

く
な
る
日



特
定
日
以

に
係
る
特

後
六
年

定
日
以
後

六
年

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略)



（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
一
―
三
四
別
表
の
二
の
表
給
与
法
の
項
及
び
規
則
九
―
八
〇
（
扶
養
手
当
）
の

項
に
掲
げ
る
人
事
管
理
文
書
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
―
三
四
別
表
の
二
の
表
給
与
法
の
項
及
び
規
則
九
―

八
〇
（
扶
養
手
当
）
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

八
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
八
九
―
七

人
事
院
規
則
九
―
八
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
八
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
や
む
を
得
な
い
事
情
）

（
や
む
を
得
な
い
事
情
）



第
二
条

給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
人
事
院
規
則

第
二
条

給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の

で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情

人
事
院
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に

と
す
る
。

掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

一

配
偶
者
が
疾
病
等
に
よ
り
介
護
を
必
要
と
す
る
状

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が

態
に
あ
る
職
員
若
し
く
は
配
偶
者
の
父
母
又
は
同
居

疾
病
等
に
よ
り
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
職

の
親
族
を
介
護
す
る
こ
と
。

員
若
し
く
は
配
偶
者
の
父
母
又
は
同
居
の
親
族
を
介

護
す
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
権
衡
職
員
の
範
囲
等
）

（
権
衡
職
員
の
範
囲
等
）

第
五
条

給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
人
事
院
規
則

第
五
条

給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
任
用
の
事
情

で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
第
二
条
に
規
定
す

等
を
考
慮
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
人
事

る
や
む
を
得
な
い
事
情
と
す
る
。

交
流
等
に
よ
り
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ



た
者
と
す
る
。

２

給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
同
条
第
一
項
の
規

２

給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権

定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院

規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」

一

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発
生
」

と
い
う
。
）
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に

と
い
う
。
）
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に

規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て

規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て

い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、

い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、

当
該
事
由
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
発
生

当
該
事
由
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
発
生

の
直
後
に
在
勤
す
る
官
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三

の
直
後
に
在
勤
す
る
官
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三

条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認

条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を

め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を



常
況
と
す
る
職
員

常
況
と
す
る
職
員

（
削
る
）

イ

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用

（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け

る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

イ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
削
る
）

ハ

官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

交
流
採
用
を
さ
れ
た
こ
と
。

ロ

（
略
）

ニ

（
略
）

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

七

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定
中
「
官
署
を
異
に

七

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定
中
「
官
署
を
異
に

す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
官
署
の
移
転
に
伴
い
」
と

す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
官
署
の
移
転
に
伴
い
」
と

あ
る
の
を
「
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

あ
る
の
を
「
検
察
官
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
給
与
法

と
な
っ
た
こ
と
又
は
事
由
発
生
に
伴
い
」
と
、
「
第

第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人



二
条
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
、
「
異
動
又
は
官

職
員
等
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き

署
の
移
転
」
と
あ
る
の
を
「
適
用
又
は
事
由
発
生
」

続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
こ
と

と
読
み
替
え
た
場
合
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員

又
は
事
由
発
生
に
伴
い
」
と
、
「
異
動
又
は
官
署
の

た
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員

移
転
」
と
あ
る
の
を
「
適
用
又
は
事
由
発
生
」
と
読

み
替
え
た
場
合
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
た
る

要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員

八

（
略
）

八

（
略
）

（
届
出
）

（
届
出
）

第
七
条

新
た
に
給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第

第
七
条

新
た
に
給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第

三
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
職
員

三
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
職
員

は
、
当
該
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

は
、
当
該
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
を
添
付
し
て
、
人
事
院
が
定
め
る
様
式
の
単
身
赴
任

類
を
添
付
し
て
、
人
事
院
が
定
め
る
様
式
の
単
身
赴
任

届
に
よ
り
、
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
速
や
か

届
に
よ
り
、
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
速
や
か



に
各
庁
の
長
（
給
与
法
第
七
条
に
規
定
す
る
各
庁
の
長

に
各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下

又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
第
三
項
及
び
次

同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
身
赴
任

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
住
居
、
同
居
者
、
配
偶
者

い
。
単
身
赴
任
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
住
居
、
同

等
の
住
居
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同

居
者
、
配
偶
者
等
の
住
居
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に

様
と
す
る
。

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
庁
の
長
に
お
い

（
新
設
）

て
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
認
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

（
確
認
及
び
決
定
）

（
確
認
及
び
決
定
）

第
八
条

各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
第
一
項
の
規
定

第
八
条

各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
第
一
項
の
規
定



に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事

に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事

実
を
確
認
し
、
そ
の
者
が
給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
一

実
を
確
認
し
、
そ
の
者
が
給
与
法
第
十
二
条
の
二
第
一

項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き

項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
を

は
、
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
を

決
定
し
、
又
は
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
第

決
定
し
、
又
は
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
九
条

単
身
赴
任
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
給

第
九
条

単
身
赴
任
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
給

与
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る

与
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る

要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属

（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属

す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
条
第
一
項
又
は
第

す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
条
第
一
項
又
は
第



三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
（
人
事
院

三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
の
属
す
る

が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に

月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の

至
っ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
院
が
定
め
る
日
）
の
属
す

属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
っ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
単

る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

身
赴
任
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第

の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
っ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ

単
身
赴
任
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
七
条

た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生

そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の

じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き

日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属

す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
八
九
第
五
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
新
た

に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
も
適
用
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
七
九
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
事
院
規
則
一
―
七
九
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規
則
の
整
備
等

に
関
す
る
人
事
院
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則



（
削
る
）

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九
―
八
九
に
お
け
る
暫
定
再

任
用
職
員
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で

削
除

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
に
伴
い
、
住
居
を

移
転
し
、
規
則
九
―
八
九
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を

得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居

す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
事
由
の
発

生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
の
発
生
の
直
後
に
在

勤
す
る
官
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
同
規
則
第
三
条
に
規

定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る

も
の
と
な
っ
た
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
給
与
法
第
十
二

条
の
二
第
三
項
の
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴

任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る



と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職

員
と
す
る
。

一

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
令
和
五
年
旧
法
第

八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日

（
令
和
五
年
旧
法
第
八
十
一
条
の
三
又
は
令
和
三
年

改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
令
和
五
年

旧
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
一

条
の
五
第
一
項
又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条

第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採

用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日

に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。



二

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
第
八
十
一
条
の

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
法
第
八
十

一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項

又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
若
し
く

は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期

が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の

に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

第
十
三
条

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後

退
職
し
た
日
の
翌
日
に
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
第
十
八
条
の
規



定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九
―
八
九
第
五
条
第
二
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
退
職

し
た
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
し
た
日
（
国
家
公
務

員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

六
十
一
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
を

含
む
。
）
」
と
す
る
。

第
十
四
条

施
行
日
前
に
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
規
則
九
―
八
九
第
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
該

当
す
る
採
用
を
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規

定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

九
三
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
九
三
―
四

人
事
院
規
則
九
―
九
三
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
九
三
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
等
）

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
等
）



第
二
条

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
の
人
事
院
規
則

第
二
条

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
人
事

で
定
め
る
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
（
育
児
休
業
法
第
十

院
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
と
す

六
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

る
。

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
条
に
お
い
て

同
じ
。)

の
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え

る
場
合
の
勤
務
（
次
項
に
規
定
す
る
職
員
が
し
た
も
の

を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
削
る
）

一

勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合

の
勤
務
（
次
号
に
掲
げ
る
勤
務
を
除
く
。
）

（
削
る
）

二

次
項
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
事
務
次
官
、

内
部
部
局
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
官
房
及
び
局
を



い
う
。
）
の
長
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
官
職
と
し

て
人
事
院
が
定
め
る
官
職
を
占
め
る
職
員
の
勤
務

２

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で
定

（
新
設
）

め
る
職
員
は
、
任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次
条
に
お

い
て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
規
則

九
―
二
（
俸
給
表
の
適
用
範
囲
）
第
十
五
条
各
号
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

特
定
任
期
付
職
員

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受

五

任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任

け
る
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
の
号

期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

次
に
掲
げ
る
当
該

俸
又
は
同
条
第
三
項
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
（
育

職
員
が
受
け
る
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
一
項
の
俸



児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

給
表
の
号
俸
又
は
俸
給
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

に
定
め
る
額

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
五
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

六
号
俸
及
び
七
号
俸
並
び
に
任
期
付
職
員
法
第

イ

六
号
俸
及
び
七
号
俸
並
び
に
任
期
付
職
員
法
第

七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額

一
万
二

七
条
第
三
項
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
（
育
児
休

千
円

業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額

一
万

二
千
円

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

六

任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

六

任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定



に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

次
に
掲

に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

次
に
掲

げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
研
究
員
法
第
六
条

げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
研
究
員
法
第
六
条

第
一
項
の
俸
給
表
の
号
俸
又
は
同
条
第
四
項
（
育
児

第
一
項
の
俸
給
表
の
号
俸
又
は
俸
給
月
額
に
応
じ
、

休
業
法
第
十
八
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及

び
次
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る

俸
給
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

六
号
俸
及
び
任
期
付
研
究
員
法
第
六
条
第
四
項

イ

六
号
俸
及
び
任
期
付
研
究
員
法
第
六
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額

一
万
二
千
円

（
育
児
休
業
法
第
十
八
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額

一
万
二
千
円



ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

２

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
の
人
事
院

第
三
条

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
第
二
号
の
人
事

規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

院
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸

（
新
設
）

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
二

級
以
上
で
あ
る
も
の

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
の
属

す
る
職
務
の
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

三
級
及
び
四
級

六
千
円

ロ

二
級

五
千
円

四

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
専
門
ス

（
新
設
）



タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職

務
の
級
が
二
級
以
上
で
あ
る
も
の

次
に
掲
げ
る
当

該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額

イ

三
級
及
び
四
級

五
千
五
百
円

ロ

二
級

四
千
五
百
円

五

特
定
任
期
付
職
員

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受

（
新
設
）

け
る
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
の
号

俸
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

六
号
俸
及
び
七
号
俸
並
び
に
任
期
付
職
員
法
第

七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額

六
千
円

ロ

五
号
俸

五
千
円



ハ

二
号
俸
か
ら
四
号
俸
ま
で

四
千
三
百
円

ニ

一
号
俸

三
千
五
百
円

六

任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

次
に
掲

げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
研
究
員
法
第
六
条

第
一
項
の
俸
給
表
の
号
俸
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
俸
給
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額イ

六
号
俸
及
び
任
期
付
研
究
員
法
第
六
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額

六
千
円

ロ

四
号
俸
及
び
五
号
俸

五
千
円

ハ

二
号
俸
及
び
三
号
俸

四
千
三
百
円

ニ

一
号
俸

三
千
五
百
円



第
四
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
給
与
法
第
十
九
条
の

２

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を

引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
管
理
監
督
職

支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
同

員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
項
の
規
定
に

条
第
二
項
の
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
の
勤
務
と
み
な

よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

す
。

一

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
勤
務
を
し
た

（
新
設
）

後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
場
合

二

給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
の
勤
務
を
し
た

（
新
設
）

後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
場
合

（
勤
務
実
績
簿
等
）

（
勤
務
実
績
簿
等
）

第
五
条

各
庁
の
長
（
給
与
法
第
七
条
に
規
定
す
る
各
庁

第
四
条

各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含

の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
は
、
管

む
。
）
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
実
績
簿
及
び
管
理
職

理
職
員
特
別
勤
務
実
績
簿
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手

員
特
別
勤
務
手
当
整
理
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し



当
整
理
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
六
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

附

則

附

則

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
）

の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
）

２

給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

２

給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分

に
対
す
る
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定

の
間
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
同
条

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
第
二
項
第

第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
め
る
額
」
と
あ
る

一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
三
条
第
一
項
第
一
号
中

の
は
、
「
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
る
額
に
百
分
の

（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の



こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を

端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と

上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に

す
る
。

切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

第
五
条
の
管
理
職

管
理
職
員
特
別
勤
務

六
年

廃
棄

規
則
九
―

第
四
条
の
管
理
職

管
理
職
員
特
別
勤
務

六
年

廃
棄

九
三
（
管

員
特
別
勤
務
実
績

実
績
簿

九
三
（
管

員
特
別
勤
務
実
績

実
績
簿

理
職
員
特

簿

理
職
員
特

簿

別
勤
務
手

第
五
条
の
管
理
職

管
理
職
員
特
別
勤
務

別
勤
務
手

第
四
条
の
管
理
職

管
理
職
員
特
別
勤
務

当
）

員
特
別
勤
務
手
当

手
当
整
理
簿

当
）

員
特
別
勤
務
手
当

手
当
整
理
簿

整
理
簿

整
理
簿

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略)



（
人
事
院
規
則
一
―
七
九
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
事
院
規
則
一
―
七
九
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規
則
の
整
備
等

に
関
す
る
人
事
院
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九
―
九
三
に
お
け
る
暫
定
再

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九
―
九
三
に
お
け
る
暫
定
再

任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
五
条

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時

第
十
五
条

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
規
則
九
―
九
三
第
三
条
の
規
定
を
適
用
す

改
正
後
の
規
則
九
―
九
三
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条

る
。

第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。



人
事
院
は
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
に
基

づ
き
、
人
事
院
規
則
二
三
―
〇
（
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す

る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
二
三
―
〇
―
一

人
事
院
規
則
二
三
―
〇
（
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
二
三
―
〇
（
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
定
任
期
付
職
員
の
号
俸
の
決
定
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
号
俸
の
決
定
）



第
六
条

任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

第
六
条

特
定
任
期
付
職
員
（
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第

定
任
期
付
職
員
の
同
項
の
俸
給
表
の
号
俸
は
、
そ
の
者

一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
を
い
う
。
以
下
同

の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
識
見
の
度
並
び
に
そ
の
者

じ
。
）
の
同
項
の
俸
給
表
の
号
俸
は
、
そ
の
者
の
専
門

が
従
事
す
る
業
務
の
困
難
及
び
重
要
の
度
に
応
じ
て
決

的
な
知
識
経
験
又
は
識
見
の
度
並
び
に
そ
の
者
が
従
事

定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
決
定
の
基
準
と
な
る
べ
き
標

す
る
業
務
の
困
難
及
び
重
要
の
度
に
応
じ
て
決
定
す
る

準
的
な
場
合
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

も
の
と
し
、
そ
の
決
定
の
基
準
と
な
る
べ
き
標
準
的
な

場
合
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
）

（
削
る
）

第
七
条

任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
四
項
の
特
に
顕
著
な

業
績
を
挙
げ
た
か
ど
う
か
は
、
同
条
第
二
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
任
期
付
職
員
の
俸
給
月
額
が
決

定
さ
れ
た
際
に
期
待
さ
れ
た
業
績
に
照
ら
し
て
判
断
す



る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

第
八
条

特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
は
、
十
二
月
一
日

（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
在
職
す
る
特
定
任

期
付
職
員
の
う
ち
、
特
定
任
期
付
職
員
と
し
て
採
用
さ

れ
た
日
か
ら
当
該
基
準
日
ま
で
の
間
（
特
定
任
期
付
職

員
業
績
手
当
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
に
あ
っ

て
は
、
支
給
を
受
け
た
直
近
の
当
該
手
当
に
係
る
基
準

日
の
翌
日
か
ら
直
近
の
基
準
日
ま
で
の
間
）
に
そ
の
者

の
特
定
任
期
付
職
員
と
し
て
の
業
務
に
関
し
特
に
顕
著

な
業
績
を
挙
げ
た
と
認
め
ら
れ
る
特
定
任
期
付
職
員
に

対
し
、
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
規
則
九
―
四
〇

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る

期
末
手
当
の
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の



と
す
る
。

（
任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期

（
任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期

を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
規
則
九
―
八
第
四
章
か

を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
規
則
九
―
八
第
四
章
か

ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
七
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
八
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
―
四
（
現
行
の
法
律
、
命

令
及
び
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
―
四
―
三
二

人
事
院
規
則
一
―
四
（
現
行
の
法
律
、
命
令
及
び
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
―
四
（
現
行
の
法
律
、
命
令
及
び
規
則
の
廃
止
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

116

116

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

（
新
設
）

117

規
則
九
―
一
三
七

規
則
九
―
一
五
二



（
令
和
七
年
四
月
一
日
施
行
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



人事院公示第１号

人事院は、人事院規則２―４（人事院の職員に対する権限の委任）第２項の規

定に基づき、昭和３８年人事院公示第５号の一部改正に関し、次のとおり決定し

た。

令和７年２月５日

人事院総裁 川 本 裕 子

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定（前書きを含む。以下同じ。）の傍線

を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄

に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分が

ないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改 正 後 改 正 前

人事院は、人事院規則２―４（人 人事院は、人事院規則２―４（人

事院の職員に対する権限の委任）第 事院の職員に対する権限の委任）第

２項の規定に基づき、一般職の職員 ２項の規定に基づき、一般職の職員

の給与に関する法律（昭和２５年法 の給与に関する法律（昭和２５年法

律第９５号）、人事院規則９―１ 律第９５号）、人事院規則９―１

（非常勤職員の給与）、人事院規則 （非常勤職員の給与）、人事院規則

９―５（給与簿）、人事院規則９― ９―５（給与簿）、人事院規則９―

６（俸給の調整額）、人事院規則９ ６（俸給の調整額）、人事院規則９

―６―６（人事院規則９―６（俸給 ―６―６（人事院規則９―６（俸給

の調整額）の一部を改正する人事院 の調整額）の一部を改正する人事院

規則）、人事院規則９―７（俸給等 規則）、人事院規則９―７（俸給等

の支給）、人事院規則９―８（初任 の支給）、人事院規則９―８（初任



給、昇格、昇給等の基準）、人事院 給、昇格、昇給等の基準）、人事院

規則９―８―８（人事院規則９―８ 規則９―８―８（人事院規則９―８

（初任給、昇格、昇給等の基準）の （初任給、昇格、昇給等の基準）の

一部を改正する人事院規則）、人事 一部を改正する人事院規則）、人事

院規則９―８―１４（人事院規則９ 院規則９―８―１４（人事院規則９

―８（初任給、昇格、昇給等の基 ―８（初任給、昇格、昇給等の基

準）の一部を改正する人事院規 準）の一部を改正する人事院規

則）、人事院規則９―８―１８（人 則）、人事院規則９―８―１８（人

事院規則９―８（初任給、昇格、昇 事院規則９―８（初任給、昇格、昇

給等の基準）の一部を改正する人事 給等の基準）の一部を改正する人事

院規則）、人事院規則９―８―４０ 院規則）、人事院規則９―８―４０

（人事院規則９―８（初任給、昇 （人事院規則９―８（初任給、昇

格、昇給等の基準）の一部を改正す 格、昇給等の基準）の一部を改正す

る人事院規則）、人事院規則９―８ る人事院規則）、人事院規則９―８

―５７（人事院規則９―８（初任 ―５７（人事院規則９―８（初任

給、昇格、昇給等の基準）の一部を 給、昇格、昇給等の基準）の一部を

改正する人事院規則）、人事院規則 改正する人事院規則）、人事院規則

９―８―６８（人事院規則９―８ ９―８―６８（人事院規則９―８

（初任給、昇格、昇給等の基準）の （初任給、昇格、昇給等の基準）の

一部を改正する人事院規則）、人事 一部を改正する人事院規則）、人事

院規則９―８―９０（人事院規則９ 院規則９―８―９０（人事院規則９

―８（初任給、昇格、昇給等の基 ―８（初任給、昇格、昇給等の基

準）の一部を改正する人事院規 準）の一部を改正する人事院規

則）、人事院規則９―８―９４（人 則）、人事院規則９―１５（宿日直

事院規則９―８（初任給、昇格、昇 手当）、人事院規則９―１７（俸給

給等の基準）の一部を改正する人事 の特別調整額）、人事院規則９―２



院規則）、人事院規則９―１５（宿 ４（通勤手当）、人事院規則９―３

日直手当）、人事院規則９―１７ ０（特殊勤務手当）、人事院規則９

（俸給の特別調整額）、人事院規則 ―３４（初任給調整手当）、人事院

９―２４（通勤手当）、人事院規則 規則９―４０（期末手当及び勤勉手

９―３０（特殊勤務手当）、人事院 当）、人事院規則９―４３（休日

規則９―３４（初任給調整手当）、 給）、人事院規則９―４９（地域手

人事院規則９―４０（期末手当及び 当）、人事院規則９―５４（住居手

勤勉手当）、人事院規則９―４３ 当）、人事院規則９―５５（特地勤

（休日給）、人事院規則９―４９ 務手当等）、人事院規則９―８０

（地域手当）、人事院規則９―４９ （扶養手当）、人事院規則９―８２

―５７（人事院規則９―４９（地域 （俸給の半減）、人事院規則９―８

手当）の一部を改正する人事院規 ９（単身赴任手当）、人事院規則９

則）、人事院規則９―５４（住居手 ―９３（管理職員特別勤務手当）、

当）、人事院規則９―５５（特地勤 人事院規則９―９７（超過勤務手

務手当等）、人事院規則９―８０ 当）、人事院規則９―１０２（研究

（扶養手当）、人事院規則９―８２ 員調整手当）、人事院規則９―１２

（俸給の半減）、人事院規則９―８ １（広域異動手当）、人事院規則９

９（単身赴任手当）、人事院規則９ ―１２２（専門スタッフ職調整手

―９３（管理職員特別勤務手当）、 当）、人事院規則９―１２３（本府

人事院規則９―９７（超過勤務手 省業務調整手当）、人事院規則９―

当）、人事院規則９―１０２（研究 １２９（東日本大震災及び東日本大

員調整手当）、人事院規則９―１２ 震災以外の特定大規模災害等並びに

１（広域異動手当）、人事院規則９ 特定新型インフルエンザ等に対処す

―１２２（専門スタッフ職調整手 るための人事院規則９―３０（特殊

当）、人事院規則９―１２３（本府 勤務手当）の特例）、人事院規則９

省業務調整手当）、人事院規則９― ―１４７（給与法附則第８項の規定



１２９（東日本大震災及び東日本大 による俸給月額）、人事院規則９―

震災以外の特定大規模災害等並びに １４８（給与法附則第１０項、第１

特定新型インフルエンザ等に対処す ２項又は第１３項の規定による俸

るための人事院規則９―３０（特殊 給）及び人事院規則９―１５１（在

勤務手当）の特例）、人事院規則９ 宅勤務等手当）に定める人事院の権

―１４７（給与法附則第８項の規定 限及び所掌事務の一部委任に関し、

による俸給月額）、人事院規則９― 次のとおり決定した。

１４８（給与法附則第１０項、第１

２項又は第１３項の規定による俸

給）及び人事院規則９―１５１（在

宅勤務等手当）に定める人事院の権

限及び所掌事務の一部委任に関し、

次のとおり決定した。

１ （略） １ （略）

２ 委任する権限及び所掌事務 ２ 委任する権限及び所掌事務

一～四の三 （略） 一～四の三 （略）

五 人事院規則９―８（初任給、 五 人事院規則９―８（初任給、

昇格、昇給等の基準）に規定す 昇格、昇給等の基準）に規定す

る次に掲げる事項 る次に掲げる事項

(1) 第１１条第３項の規定に基 （新設）

づき、人事院が定めることと

されている職員について定め

ること。

(1 の 2)・(1 の 3) （略） (1)・(1 の 2) （略）

(2)～(39) （略） (2)～(39) （略）

（削る） (39 の 2) 別表第４の備考第２項



の規定に基づき、人事院が定

めることとされている期間及

び率について定めること。

(40)～(42 の 17) （略） (40)～(42 の 17) （略）

五の二～五の八 （略） 五の二～五の八 （略）

五の九 人事院規則９―８―９４ （新設）

（人事院規則９―８（初任給、

昇格、昇給等の基準）の一部を

改正する人事院規則）に規定す

る次に掲げる事項

(1) 附則第３条の規定に基づ

き、人事院が定めることとさ

れている事項について定める

こと。

(2) 附則第４条の規定に基づ

き、人事院が定めることとさ

れている者及び事項について

定めること。

(3) 附則第５条の規定に基づ

き、人事院が定めることとさ

れている事項について定める

こと。

五の十 （略） 五の九 （略）

六 （略） 六 （略）

七 人事院規則９―２４（通勤手 七 人事院規則９―２４（通勤手

当）に規定する次に掲げる事項 当）に規定する次に掲げる事項



(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 第８条第１項第１号ロ（第 (2 の 2) 第８条第１項第１号ロ

１２条第３項において準用す （第１３条第３項及び第１８

る場合を含む。）の規定に基 条第３項において準用する場

づき、人事院が定めることと 合を含む。）の規定に基づ

されている額について定める き、人事院が定めることとさ

こと。 れている額について定めるこ

と。

(4) （略） (2 の 3) （略）

(5) （略） (3) （略）

(6) 第１１条第３号の規定に基 (4) 第１１条の規定に基づき、

づき、人事院が認めることと 人事院が認めることとされて

されている住居について認め いる住居について認めるこ

ること。 と。

（削る） (5) 第１２条の規定に基づき、

人事院が認めることとされて

いる基準について認めるこ

と。

(7) 第１３条第３号の規定に基 (6) 第１４条の規定に基づき、

づき、人事院が認めることと 人事院が認めることとされて

されている住居について認め いる住居について認めるこ

ること。 と。

(8) 第１４条の規定に基づき、 (7) 第１５条の規定に基づき、

人事院が認めることとされて 人事院が認めることとされて

いる職員について認めるこ いる職員について認めるこ

と。 と。



(9) 第１５条第１項第１号の規 (8) 第１６条第１号の規定に基

定に基づき、人事院が認める づき、人事院が認めることと

こととされている職員につい されている住居及び職員につ

て認めること。 いて認めること。

(10) 第１５条第１項第５号の規 (9) 第１６条第３号の規定に基

定に基づき、人事院が定める づき、人事院が定めることと

こととされている職員につい されている職員について定め

て定めること。 ること。

(11) 第１５条第２項第３号の規 （新設）

定に基づき、人事院が認める

こととされている住居につい

て認めること。

（削る） (10) 第１７条第２号の規定に基

づき、人事院が定めることと

されている官署について定め

ること。

(12) 第１８条第２項第１号イの (10 の 2) 第１９条の２第２項第

規定に基づき、人事院が定め １号イの規定に基づき、人事

ることとされている月につい 院が定めることとされている

て定めること。 月について定めること。

(13) 第１８条第２項第１号ロ又 (10 の 3) 第１９条の２第２項第

は第２号イ若しくはロの規定 １号ロ若しくは第２号ロ若し

に基づき、人事院が定めるこ くはハ、第３項第１号ロ若し

ととされている額について定 くは第２号ロ若しくはハ又は

めること。 第４項第２号の規定に基づ

き、人事院が定めることとさ



れている額について定めるこ

と。

(14) 第１８条第３項の規定に基 （新設）

づき、人事院が定めることと

されている事項について定め

ること。

(15) 第１９条第１項第１号ロの (10 の 4) 第１９条の３第１項第

規定に基づき、人事院が定め １号ロの規定に基づき、人事

ることとされている期間につ 院が定めることとされている

いて定めること。 期間について定めること。

(16) 第１９条第２項第５号の規 (10 の 5) 第１９条の３第２項第

定に基づき、人事院が定める ５号の規定に基づき、人事院

こととされている事由につい が定めることとされている事

て定めること。 由について定めること。

(17) 第２２条の規定に基づき、 (11) 第２１条の規定に基づき、

人事院が定めることとされて 人事院が定めることとされて

いる事項を定めること。 いる事項を定めること。

八・九 （略） 八・九 （略）

十 人事院規則９―４０（期末手 十 人事院規則９―４０（期末手

当及び勤勉手当）に規定する次 当及び勤勉手当）に規定する次

に掲げる事項 に掲げる事項

(1)～(4 の 2) （略） (1)～(4 の 2) （略）

(4 の 3) 第１３条第１項第１号 (4 の 3) 第１３条第１項第１号ニ

ニ、第３号ハ又は第４号ハの 又は第３号ハの規定に基づ

規定に基づき、人事院が定め き、人事院が定めることとさ

ることとされている職員につ れている職員について定める



いて定めること。 こと。

(4 の 4)～(8) （略） (4 の 4)～(8) （略）

十の二 （略） 十の二 （略）

十一 人事院規則９―４９（地域 十一 人事院規則９―４９（地域

手当）に規定する次に掲げる事 手当）に規定する次に掲げる事

項 項

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 第１１条第１項第３号の規 （新設）

定に基づき、人事院が定める

こととされている場合につい

て定めること。

(4) 第１１条第２項第３号の規 （新設）

定に基づき、人事院が定める

こととされている割合につい

て定めること。

(5) 第１２条第３号の規定に基 （新設）

づき、人事院が定めることと

されている場合について定め

ること。

(6) 第１３条第１項第３号の規 (3) 第１３条第３号の規定に基

定に基づき、人事院が認める づき、人事院が認めることと

こととされている法人につい されている法人について認め

て認めること。 ること。

(7) 第１３条第２項第２号の規 （新設）

定に基づき、人事院が定める

こととされているものについ



て定めること。

(8) 第１４条第１項第４号の規 （新設）

定に基づき、人事院が認める

こととされている職員につい

て認めること。

(9) 第１４条第２項の規定に基 （新設）

づき、人事院が定めることと

されている地域手当の額及び

支給期間について定めるこ

と。

(10) （略） (4) （略）

(11) 第１７条の規定に基づき、 (5) 第１８条の規定に基づき、

人事院が定めることとされて 人事院が定めることとされて

いる事項について定めるこ いる事項について定めるこ

と。 と。

（削る） (6) 附則第５条の規定に基づ

き、人事院が定めることとさ

れている経過措置について定

めること。

(12) （略） (7) （略）

十一の二 人事院規則９―４９― （新設）

５７（人事院規則９―４９（地

域手当）の一部を改正する人事

院規則）に規定する次に掲げる

事項

(1) 附則第９条の規定に基づ



き、人事院が定めることとさ

れている経過措置について定

めること。

(2) 附則別表第２の規定に基づ

き、人事院が認めることとさ

れている官署について認める

こと及び人事院が定めること

とされている級地について定

めること。

十二 人事院規則９―５４（住居 十二 人事院規則９―５４（住居

手当）に規定する次に掲げる事 手当）に規定する次に掲げる事

項 項

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

(5) 第５条第３項の規定に基づ （新設）

き、人事院が定めることとさ

れている場合について定める

こと。

(6)・(7) （略） (5)・(6) （略）

(8) 第８条第１項の規定に基づ （新設）

き、人事院が定めることとさ

れている場合及び日について

定めること。

(9) （略） (7) （略）

十三 人事院規則９―５５（特地 十三 人事院規則９―５５（特地

勤務手当等）に規定する次に掲 勤務手当等）に規定する次に掲

げる事項 げる事項



(1)～(4 の 2) （略） (1)～(4 の 2) （略）

(5) 第５条第２項第５号の規定 （新設）

に基づき、人事院が認めるこ

ととされている職員について

認めること。

(6) 第５条第３項第６号の規定 （新設）

に基づき、人事院が定めるこ

ととされている期間及び額に

ついて定めること。

(7)～(10) （略） (5)～(8) （略）

十四 人事院規則９―８０（扶養 十四 人事院規則９―８０（扶養

手当）に規定する次に掲げる事 手当）第５条第１項の規定に基

項 づき、人事院が定めることとさ

れている事項について定めるこ

と。

(1) 第３条第２項の規定に基づ （新設）

き、人事院が定めることとさ

れている場合について定める

こと。

(2) 第５条第１項の規定に基づ （新設）

き、人事院が定めることとさ

れている場合及び日について

定めること。

(3) 第６条の規定に基づき、人 （新設）

事院が定めることとされてい

る事項について定めること。



十四の二 （略） 十四の二 （略）

十五 人事院規則９―８９（単身 十五 人事院規則９―８９（単身

赴任手当）に規定する次に掲 赴任手当）に規定する次に掲げ

げる事項 る事項

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略）

(9) 第７条第３項の規定に基づ （新設）

き、人事院が定めることとさ

れている場合について定める

こと。

(10) （略） (9) （略）

(11) 第９条第１項の規定に基づ （新設）

き、人事院が定めることとさ

れている場合及び日について

定めること。

(12) （略） (10) （略）

十六 人事院規則９―９３（管理 十六 人事院規則９―９３（管理

職員特別勤務手当）第６条の規 職員特別勤務手当）に規定する

定に基づき、人事院が定めるこ 次に掲げる事項

ととされている事項について定

めること。

（削る） (1) 第２条第１項第２号の規定

に基づき、人事院が定めるこ

ととされている官職について

定めること。

（削る） (2) 第５条の規定に基づき、人

事院が定めることとされてい



る事項について定めること。

十六の二～二十四 （略） 十六の二～二十四 （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

２ この決定による改正は、令和７年４月１日から効力を発生する。



人事院公示第２号

人事院は、人事院規則２―４（人事院の職員に対する権限の委任）第２項の規

定に基づき、平成１２年人事院公示第１７号の一部改正に関し、次のとおり決定

した。

令和７年２月５日

人事院総裁 川 本 裕 子

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

１ （略） １ （略）

２ 委任する権限及び所掌事務 ２ 委任する権限及び所掌事務

一 （略） 一 （略）

二 人事院規則２３―０（任期付 二 人事院規則２３―０（任期付

職員の採用及び給与の特例）第 職員の採用及び給与の特例）第

８条の規定に基づき、人事院が １０条の規定に基づき、人事院

定めることとされている事項に が定めることとされている事項

ついて定めること。 について定めること。

３ （略） ３ （略）

２ この決定による改正は、令和７年４月１日から効力を発生する。



人事院公示第３号

人事院は、人事院規則２―４（人事院の職員に対する権限の委任）第２項の規

定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６

年法律第７２号）に定める人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、次のと

おり決定した。

令和７年２月５日

人事院総裁 川 本 裕 子

１ 委任を受ける職員の職名

人事院事務総長

２ 委任する権限及び所掌事務

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法律第

７２号）附則第５条の規定に基づき、人事院が定めることとされている事項に

ついて定めること。

３ 委任の効力の発生する日

令和７年４月１日


